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特
簾
/
都
市
再
生
と
週
離
事
藁

柳
繭
螂
塞
と
週
騰
事
業

道
路
局
企
画
課
道
路
経
済
調
査
室

一

施
策
の
必
要
性
一

交
通
渋
滞
や
防
災
上
の
問
題
、
環
境
の
悪
化
な
ど
、
都

市
に
お
い
て
様
々
な
問
題
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
都
市
化

社
会
か
ら
都
市
型
社
会
へ
の
転
換
を
図
る
た
め
に
は
、
こ

の
よ
う
な
都
市
に
蓄
積
さ
れ
た
種
々
の
問
題
を
抜
本
的
に

解
決
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
都
市
の
骨
格
を
形

成
す
る
環
状
道
路
の
体
系
的
な
整
備
や
面
整
備
に
よ
る
都

市
拠
点
の
形
成
に
よ
る
都
市
の
再
生
･
再
構
築
を
推
進
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
道
路
の
渋
滞
は
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展

と
と
も
に
厳
し
さ
を
増
し
て
お
り

(図
1
)、
都
市
活
動

を
阻
害
し
、
時
間
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
ロ
ス
に
よ
り
経
済
活

動
へ
多
大
な
損
失
を
与
え
、
そ
の
損
失
は
日
本
全
国
で
年

間
約
三
一兆
円
に
も
達
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
渋
滞
は
沿

□

道
環
境

･
地
球
環
境
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
と
も

に
、
交
通
事
故
の
増
加
を
引
き
起
こ
す
も
の
で
あ
る
。

一
方
、
世
論
調
査
等
を
み
る
と
、
一
般
道
路
に
お
け
る

交
通
渋
滞
が

｢あ
る
｣
と
答
え
た
人
は
政
令
指
定
市
、
中

都
市
で
五
割
以
上

(図
2
)
で
あ
り
、
特
に
都
市
部
に
お

い
て
は
、
渋
滞
損
失
額
か
ら
み
て
も
膨
大

(図
3
)
で
あ

る
と
と
も
に
、
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
踏
切
に
つ
い
て
も
、
大
都

市
に
集
中
し
て
い
る
(図
4
)
な
ど
、
渋
滞
対
策
に
対
す
る

社
会
的
な
ニ
ー
ズ
は
高
く
、
そ
の
解
消
に
よ
り
安
全
か
つ

円
滑
な
交
通
を
確
保
す
る
こ
と
は
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。

二

施
策
の
概
要

一
で
述
べ
た
諸
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、
都
市
の
骨
格

と
な
る
環
状
道
路
等
の
整
備
に
よ
る
都
市
の
再
生
･
再
構

築
や
、
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
対
策
･
交
通
需
要
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

(T
D
M
)
施
策
の
推
進
等
に
よ
る
都
市
交
通
の
円
滑
化

を
推
進
し
て
い
る
。

1

都
市
の
骨
格
と
な
る
環
状
道
路
整
備
等

三
大
都
市
圏
か
ら
地
方
中
核
都
市
に
至
る
ま
で
、
都
市

の
骨
格
を
形
成
す
る
と
と
も
に
、
交
通
渋
滞
の
緩
和
を
図

り
、
良
好
な
生
活
空
間
を
創
造
す
る
、
都
市
構
造
を
再
編

す
る
都
市
圏
の
環
状
道
路
の
整
備
を
強
力
に
進
め
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。
現
在
、
概
ね
一
〇
年
以
内
に
首
都
圏
三
環

状
道
路
の
い
ず
れ
か
の
部
分
で
九
本
の
放
射
道
路
を
接
続

す
る
よ
う
な
環
状
線

(重
点
リ
ン
グ
)
を
形
成
す
る
こ
と

(図
5
)
を
目
標
と
し
て
整
備
を
推
進
し
て
い
る
。
こ
の

重
点
リ
ン
グ
が
完
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
走
行
時
間
の
短

縮
や
燃
料
費
の
減
少
等
な
ど
の
効
果
が
発
現
し
、
年
間
約

二
兆
円
の
経
済
効
果
が
あ
る
と
と
も
に
、
用
地
補
償
費
が

4 道イテセ 2003.3
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〈資料〉国土交通省

図 1 モータリゼーションの進展とともに厳しさを増す道路の渋滞

旅行速度
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1 kmあたりの渋滞損失額

　　

　　
　
　

ま
た
、
都
市
再
生
を
強
力
に
推
進
す
る
た
め
、
都
市
の

20

拠
点
形
成
、
中
心
市
街
地
の
活
性
化
、
民
間
投
資
の
誘
発

託

等
に
資
す
る
都
市
内
の
道
路
整
備
、土
地
区
画
整
理
事
業
、

道

市
街
地
再
開
発
事
業
等
を
重
点
的
に
進
め
て
い
る
。

2

都
市
交
通
の
円
滑
化

円
滑
な
道
路
交
通
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
バ
イ
パ
ス
、

環
状
道
路
の
整
備
、
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
対
策
等
の
交
通
容
量

の
拡
大
施
策
と
併
せ
て
、
複
数
の
交
通
機
関
の
連
携
に
よ

り
交
通
を
円
滑
化
さ
せ
る
マ
ル
チ
モ
ー
ダ
ル
施
策
や
、
道

路
利
用
の
仕
方
に
工
夫
を
求
め
、
都
市
内
交
通
を
適
切
に

誘
導
す
る
交
通
需
要
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

(T
D
M
)
施
策
の

導
入
を
図
る
な
ど
、
総
合
的
な
取
組
み
が
重
要
で
あ
る

(図
6
)。

こ
れ
ら
都
市
交
通
を
円
滑
化
す
る
施
策
を
推
進
す
る
た

め
、
道
路
を
実
際
に
走
行
し
て
い
る
車
か
ら
渋
滞
デ
ー
タ

ツ

省

ネ

樋
ルlト

国

ボ

総
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等
を
収
集
し
、
渋
滞
対
策
の
効
果
を
分
析
し
つ
つ
、
地
域

ッ
ク
対
策
と
し
て
、
交
差
点
立
体
化
や
交
差
点
改
良
を

②
交
通
需
要
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

(T
D
M
)
施
策
、
マ
ル
チ

の
交
通
特
性
を
踏
ま
え
た
き
め
細
か
い
渋
滞
対
策
を
推
進

推
進
す
る
と
と
も
に
、
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
踏
切
及
び
事
故

モ
ー
ダ
ル
施
策

す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

多
発
踏
切
等
の
改
良
を
図
る
た
め
、
踏
切
道
に
お
け
る

都
市
交
通
の
円
滑
化
の
た
め
の
総
合
的
な
実
施
計
画

①
交
通
容
量
拡
大
策

立
体
交
差
化
、
構
造
改
良
、
連
続
立
体
交
差
化
等
を
推

で
あ
る
、
都
市
圏
交
通
円
滑
化
総
合
計
画
の
策
定
等
と

バ
イ
パ
ス
･
環
状
道
路
整
備
と
併
せ
て
、
ボ
ト
ル
ネ

進
し
て
い
る
。

よ
り
、
パ
ー
ク
ア
ン
ド
ラ
イ
ド
、
時
差
通
勤
な
ど
都

ン

　
　　
　　　
　　

　

　

　　
　

　
　

　
　
　

【
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(注) 重点リング :首都圏三環状道路のうち、 進捗状況を勘案し、 整備の途中段階でも環状道路

の機能を最大限発揮できるよう計画した重点区間 (圏央道西側区間、 外かん東側区間、 首都高

速中央環状線の 3号線以北区間)

図 5 首都圏重点リングの形成
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◎道路ネットワークの整備
のボトルネック解消策 (交差点 ･踏切の立体化等)

●共同業配センター等の整備

e路面電車,新交通システム
等の整備支援

eトランジットモールの騨入

しいきざ‘ざる、き
できへもめが蛍雪ドミミ

　　
　

ゞ @パス路線の道路整備、バス
ノ レーンのカラー舗接

ゞ @パーク& (バス)ライド駐車場

図 6 円滑化施策

モ
ー
ダ
ル
施
策

都
市
交
通
の
円
滑
化
の
た
め
の
総
合
的
な
実
施
計
画

で
あ
る
、
都
市
圏
交
通
円
滑
化
総
合
計
画
の
策
定
等
に

よ
り
、
パ
ー
ク
ア
ン
ド
ラ
イ
ド
、
時
差
通
勤
な
ど
都
市

内
交
通
を
適
切
に
調
節
す
る
施
策
を
実
施
し
て
い
る
。

円
滑
化
施
策
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
事
前
に
そ
の
効

果
を
測
定
し
本
格
的
に
導
入
す
る
か
杏
か
の
判
断
材
料

を
得
る
た
め
、
社
会
実
験
制
度
を
導
入
し
、
実
施
地
域

に
対
す
る
支
援
を
行
っ
て
い
る
。

ま
た
、
歩
行
者
･
自
転
車
利
用
等
の
公
共
交
通
機
関

の
乗
り
継
ぎ
等
の
利
便
性
を
向
上
さ
せ
る
た
め
、
駅
ビ

ル
等
と
一
体
と
な
っ
た
空
間
の
確
保
や
、
歩
行
者
･
自

転
車
利
用
者
を
中
心
と
し
た
駅
前
広
場
の
整
備
な
ど
、

各
駅
の
特
性
を
考
慮
し
た
交
通
結
節
機
能
の
強
化
を
重

点
的
に
推
進
す
る
と
と
も
に
、
公
共
交
通
機
関
の
利
用

促
進
等
を
図
る
た
め
、
様
々
な
交
通
モ
ー
ド
を
結
節
す

る
交
通
結
節
点
改
善
事
業
や
都
市
モ
ノ
レ
ー
ル
等
の
整

備
、
路
面
電
車
や
バ
ス
の
走
行
空
間
の
改
善
を
推
進
し

て
い
る
。

③
路
上
工
事
の
縮
減

路
上
工
事
に
伴
う
渋
滞
を
緩
和
す
る
た
め
、
路
上
工

事
実
施
日
時
の
管
理
の
徹
底
や
掘
削
規
制
区
間
の
拡

大
、
面
的
集
中
工
事
と
掘
削
規
制
の
一
体
的
実
施
、
共

同
溝
の
整
備
を
進
め
、
各
種
媒
体
を
通
じ
た
路
上
工
事

情
報
提
供
の
充
実
を
進
め
て
い
る
。



□

鬮
簾
/
鬮
嗣
鬮
範
と
邁
略
醐
襲

榊
繭
鬮
塞
嫌
部
◎
翻
き
に
つ
い
で

内
閣
官
房
都
市
再
生
本
部
事
務
局

　　　　 　　
　

　 　　 　　　

にニコ

小
泉
政
権
が
誕
生
し
、
都
市
再
生
は
、
構
造
改
革
の
一

し
て
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実
現
に
向
け
て
関
係
省
庁
と
と

も
に
検
討
を
続
け
て
い
ま
す

(図
1
)。

0 東京圏におけるゲノム科学の国際拠点形成
続0 北部九州圏におけるアジア産業交流拠点の形成 け

0 地方中枢都市における先進的で個性ある都市づくり て
~ 札幌 仙 台‐広島~ / / ぎ

踵五次決定 (平成1 5年 1月 3 1目) ｣ す
○国有地の戦略的な活用による都市拠点形成

図

図 1 都市再生プロジェクト ↓

環
と
し
て
、
最
重
要
課
題
の
一
つ
に
位
置
付
け
ら
れ
ま
し

た
。
政
府
を
挙
げ
て
都
市
再
生
に
取
り
組
む
た
め
、
平
成

一
三
年
五
月
、
内
閣
に
都
市
再
生
本
部
が
設
置
さ
れ
ま
し

た
。
現
在
、
都
市
再
生
本
部
は
、
本
部
長
で
あ
る
内
閣
総

理
大
臣
、
副
本
部
長
で
あ
る
国
土
交
通
大
臣
と
内
閣
官
房

長
官
を
は
じ
め
、
す
べ
て
の
閣
僚
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
ま

す
。

○大都市圏における国際交流 ･物流機能の強化
0 大都市圏における環状道路体系の整備
0 大阪圏におけるライフサイエンスの国際拠点形成
0 都市部における保育所待機児童の解消

型都市への再構築
る整備

年

洌

イ
.

1
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1 3 年 1 2 月 4 目)
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次
麓
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官

　
　
　
　

海
こ
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第
0
0
0

都
市
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

都
市
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
予
算
を
重
点
化
す
る
な

ど
内
閣
と
し
て
総
力
を
挙
げ
て
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら
な
い

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
、
都
市
再
生
本
部
で
決
定
す
る
も

の
で
、
こ
れ
ま
で
一
五
項
目
が
決
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

決
定
後
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
ご
と
に
協
議
会
を
作
る
な
ど

第

0
0
0

第

O

0 密集市街地の緊急整備
0 都市における既存ストックの活用

0 大都市圏における都市環境インフラの再生

三次決定 (平成
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都市再生特別地区 公共施設整備支援 事案立上がりの金融支援郡前計面た÷制度

廟瀞 忌繊絲
が
す

嬬蘂
ら
事
細
設

ゐ
よ
撚
測

案
に
設
藏

古呼発
融
寝

膨な
褻
靱

脚
自
饑
離

揮
の
樂
市 C

.…--三
言の行悩の発

作寺I･対9

㈱挑緘
期限を区切った都市計画決定

謝纜観
般離出ン･

方
窯
す離

撚
鰤
鯰

塀
民灘箋繊饑断

讓定

芻
裳

戰戰 …蹴憑

l o民間都市再生事柴に関し、事業者 総 務すむ: * ÷ごと-洗孫洲 Lの特例措置

^ …
図 2 都市再生特別措置法の基本的枠組み

都
市
再
生
特
別
措
置
法

都
市
再
生
の
た
め
に
は
、
都
市
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

よ
う
な
国
家
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
当
然
必
要
で
す
。
し

か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
都
市
の
八
割
は
民
間
建
築

物
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
民
間
都
市
開
発
投
資
を
活
性
化

さ
せ
る
こ
と
も
不
可
欠
で
す
。

そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
民
間
の
力
を
都
市
に
振
り
向

け
、
集
中
的
に
都
市
再
生
を
促
進
す
る
た
め
、
｢都
市
再

を
適
用
除
外
と
す
る
新
た
な
都
市
計
画
制
度
で
あ
る
都
市

生
特
別
措
置
法
｣
が
制
定
さ
れ
ま
し
た

(図
2
)。

再
生
特
別
地
区
を
創
設
す
る
と
と
も
に
、
事
業
認
可
等
の

法
で
は
、
緊
急
か
つ
重
点
的
に
整
備
す
べ
き
地
域
を

｢都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
｣
と
し
て
政
令
で
定
め
る
こ

と
と
し
、
こ
れ
ま
で
全
国
で
四
四
地
域
が
指
定
さ
れ
て
い

ま
す

(図
3
)。

都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
内
で
は
、
既
存
の
都
市
計
画

再
生
特
別
地
区
を
創
設
す
る
と
と
も
に
、
事
業
認
可
等
の

手
続
期
間
の
短
縮
や
、
民
間
都
市
開
発
推
進
機
構
に
よ
る

無
利
子
貸
付
等
の
金
融
支
援
を
受
け
る
た
め
の
国
土
交
通

大
臣
の
認
定
制
度
の
創
設
な
ど
、
様
々
な
ツ
ー
ル
を
設
け

ま
し
た
。

さ
ら
に
、
都
市
再
生
本
部
が
地
域
ご
と
の
整
備
方
針
を
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策
定
し
、
地
方
公
共
団
体
と
協
力
し
つ
つ
必
要
な
公
共
施

設
の
整
備
を
促
進
す
る
な
ど
、
都
市
開
発
事
業
が
円
滑
に

進
む
よ
う
施
策
の
集
中
的
な
投
入
を
図
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

す
で
に
、
大
阪
市

(心
斎
橋
)
や
名
古
屋
市

(名
駅
四

丁
目
七
番
地
区
共
同
ビ
ル

(図
4
))
で
は
、
都
市
再
生

特
別
地
区
の
都
市
計
画
決
定
が
行
わ
れ
、
東
京
で
は
都
営

南
青
山
一
丁
目
団
地
建
替
え
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
金
融
支
援

等
の
た
め
の
国
土
交
通
大
臣
認
定
を
受
け
る
な
ど
、
都
市

再
生
特
別
措
置
法
が
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

丁
区
完
ジ

4
地
ル

一

駅
番
ビ
メ

4
名
7
同
イ

図

目
共
成

全
国
都
市
再
生
の
取
組
み

大
都
市
圏
の
み
な
ら
ず
、
地
方
都
市
に
つ
い
て
も
都
市

の
再
生
を
図
る
た
め
、
平
成
一
四
年
四
月
八
日
の
都
市
再

生
本
部
に
お
い
て
｢全
国
都
市
再
生
の
た
め
の
緊
急
措
置
｣

が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
｢稚
内
か
ら
石
垣
ま
で
｣

の
全
国
約
六
七
0
の
市
を
視
野
に
入
れ
て
、
｢身
の
回
り
｣

の
生
活
の
質
の
向
上
と

｢地
域
経
済
･
社
会
｣
の
活
性
化

を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
す
。

本
決
定
を
受
け
、
全
国
の
市
町
村
や
民
間
団
体
、
N
P

O
等
か
ら
都
市
再
生
の
取
組
み
を
募
集
し
た
と
こ
ろ
、
約

八
四
〇
件
に
上
る
案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ら
を
も
と
に
、
テ
ー
マ
ご
と
に
、
関
係
省
庁
や
関

係
地
方
公
共
団
体
等
か
ら
な
る
協
議
会
な
ど
の
検
討
体
制

を
構
築
し
、
検
討
を
開
始
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

今
後
の
取
組
み

今
後
は
、
稚
内
か
ら
石
垣
ま
で
を
対
象
と
す
る
全
国
都

市
再
生
の
た
め
の
取
組
み
に
つ
い
て
、
そ
の
実
現
を
図
っ

て
い
く
と
と
も
に
、
平
成
一
四
年
度
補
正
予
算
に
よ
り
設

け
ら
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
都
市
再
生
フ
ァ
ン
ド
や
、
平
成

一
五
年
度
税
制
改
正
で
実
現
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
都
市

再
生
関
連
税
制
の
活
用
に
よ
り
、
民
間
活
力
に
よ
る
都
市

再
生
の
着
実
な
実
現
を
図
っ
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
ま

す
。



特
集
/
都
市
再
生
と
道
路
事
業

北
九
州
市
⑭
T
D
M
施
策
の
贓
組
み

北
九
州
市
建
築
都
市
局
計
画
部
都
市
交
通
政
策
課

一

は
じ
め
に

北
九
州
市
で
は
、
｢水
辺
と
緑
と
ふ
れ
あ
い
の
国
際
テ

ク
ノ
ロ
ジ
ー
都
市
へ
｣
を
基
調
テ
ー
マ
と
し
て
進
め
て
き

た

｢北
九
州
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
構
想
｣
も
仕
上
げ
の
段
階
を

迎
え
、
将
来
の
発
展
を
支
え
る
基
幹
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ

る
新
北
九
州
空
港
や
響
灘
大
水
深
港
湾
、
学
術
研
究
都
市

な
ど
が
順
調
に
進
展
し
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
有
機
的
に
結
び

つ
け
、
都
市
内
の
円
滑
な
交
通
体
系
を
実
現
す
る
た
め
、

幹
線
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備
と
併
せ
、
T
D
M
施
策

に
も
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
き
た
。

ここコ

二

北
九
州
市
の
交
通
特
性

1

都
心
部
周
辺
で
発
生
す
る
交
通
渋
滞

北
九
州
市
の
自
動
車
交
通
は
、
小
倉
都
心
、
里
応崎
副
都

心
を
核
と
し
て
兀
型
に
放
射
状
に
広
が
る
国
道
三
号
、
一

〇
号
、
一
九
九
号
等
の
主
要
幹
線
道
路
を
主
な
経
路
と
し

て
流
動
し
て
い
る
。

こ
の
た
め
自
動
車
交
通
は
、
小
倉
や
黒
崎
の
都
心
部
に

集
中
し
交
通
渋
滞
が
発
生
し
て
お
り

(図
1
)、
そ
の
対

策
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

2

公
共
交
通
機
関
の
利
用
数
の
減
少

北
九
州
市
の
公
共
交
通
機
関
の
利
用
者
数
は
、
年
々
減

少
し
て
い
る

(図
2
)。
こ
の
減
少
基
調
が
今
後
も
続
け

ば
、
交
通
事
業
者
の
採
算
性
が
悪
化
し
、
運
賃
ア
ッ
プ
や

　　 　　　 　　 　 　　 　 　　

北九州市の交通体系と渋滞ポイント



路
線
の
縮
小
、
廃
止
な
ど
利
便
性
の
低
下
を
招
く
こ
と
に

な
り
、
利
用
者
が
さ
ら
に
減
少
す
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て

い
る
。

全
国
平
均
を
上
回
る
ベ
ー
ス
で
高
齢
化
が
進
ん
で
い
る

(単位手刃日)
400

柳

200

100

0

⑲
⑩

　　　

　

鯆
硼

酸

烹

図 2 北九州市内における公共交通全体の利用者の推移

　　　

　

500

贓

　

　

聯

帯

　　　

　

　

　

　

　

北
九
州
市
に
と
っ
て
、
高
齢
者
の
モ
ビ
リ
テ
ィ
な
ど
市
民

の
生
活
交
通
を
確
保
す
る
た
め
に
も
、
公
共
交
通
機
関
の

利
便
性
を
向
上
さ
せ
、
利
用
者
増
を
図
る
こ
と
が
急
務
で

あ
る
。

三

北
九
州
市
の
T
D
M
施
策

北
九
州
市
で
は
、
現
在
ま
で
各
種
の
T
D
M
施
策
に
取

り
組
ん
で
き
た
が
、
前
記
の
よ
う
な
北
九
州
市
の
交
通
特

性
か
ら
、
特
に
パ
ー
ク
&
ラ
イ
ド
や
都
心
循
環
バ
ス
な
ど

公
共
交
通
の
利
用
を
促
進
す
る
T
D
M
施
策
に
重
点
を
置

き
、
試
行
実
験
や
実
施
を
行
っ
て
き
た
。

今
年
度
は
、
国
土
交
通
省
の
社
会
実
験
制
度
を
活
用
し

て
、
急
行
バ
ス
の
試
験
連
行

(現
在
、
実
施
中
)
と
レ
ン

タ
サ
イ
ク
ル
&
モ
ノ
ラ
イ
ド

(本
年
一
月
で
終
了
)
の
二

つ
の
T
D
M
の
社
会
実
験
を
行
っ
た
の
で
、
そ
の
取
組
み

に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

四

黒
崎
~堂三
厘
線
急
行
バ
ス
の
試
験
…連
行

1

実
験
の
概
要

①
実
験
の
概
要

北
九
州
市
で
は
、
四
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
つ
で
あ

る
学
術
研
究
都
市
に
お
い
て
、
先
端
科
学
技
術
に
関
す

る
教
育

･
研
究
機
関
の
集
積
や
良
好
な
住
宅
地
の
供
給

を
目
標
と
し
た
複
合
的
な
街
づ
く
り
を
進
め
て
い
る
。

ま
た
、
そ
の
周
辺
地
域
で
は
、
大
規
模
な
住
宅
整
備

も
行
わ
れ
て
お
り
、
人
口
の
伸
び
が
著
し
く
、
今
後
、

交
通
渋
滞
の
激
化
が
予
想
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
北
九
州
市
に
隣
接
す
る
芦
屋
町
よ
り
黒
崎

副
都
心
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
強
化
も
求
め
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
学
術
研
究
都
市
や
芦
屋
町

の
ア
ク
セ
ス
強
化
、
黒
崎
副
都
心
の
再
生
と
渋
滞
緩
和

を
目
的
に
、
北
九
州
市
と
芦
屋
町
が
バ
ス
専
用
道
や
バ

ス
専
用
レ
ー
ン
な
ど
を
活
用
し
、
輸
送
力
と
定
時
性
を

有
す
る
バ
ス

(レ
ー
ン
バ
ス
)
の
導
入
を
検
討
す
る
こ

と
に
合
意
し
、
そ
の
効
果
を
検
証
す
る
た
め
、
急
行
バ

ス
の
試
験
連
行
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

②
試
験
連
行
の
概
要

○
連
行
期
間
…平
成
一
四
年
一
〇
月
二
六
日
~
平
成
一

道行セ 2003.3 ZZ

五
年
三
月
三
一
日

○
連
行
事
業
者
"西
鉄
バ
ス
北
九
州
㈱
と
市
交
通
局
の

共
同
運
行

0
ル
ー
ト

(図
3
)

･
連
行
延
長
…
-
七
如

(バ
ス
停
一
六
箇
所
)

,
急
行
区
間

"
一
四
師

(黒
崎
バ
ス
セ
ン
タ
ー
~
芦

屋
町
役
場
バ
ス
停
八
箇
所
)

連
行
便
数
…平
日
=
往
復
五
二
便
/
日

土
日
祝
日
=
往
復
四
人
便
/
日

所
要
時
間

“急
行
区
間
四
〇
分
程
度

全
線
一
時
間
程
度

○
バ
ス
の
仕
様

…全
車
バ
リ
ア
フ
リ
ー
対
応

※
国
土
交
通
省
の
社
会
実
験
の
指
定
を
受
け
て
実
施



2

実
験
の
特
徴

試
験
連
行
の
実
施
に
あ
た
っ
て

は
、国
土
交
通
省
九
州
地
方
整
備
局
、

福
岡
県
警
察
本
部
、
芦
屋
町
、
北
九

州
市
等
で
協
議
会
を
設
置
し
、
快
速

性
や
利
便
性
を
高
め
る
施
策
に
取
り

組
ん
で
い
る
。

①
公
共
車
両
優
先
シ
ス
テ
ム

(P
T

P
S
)
の
実
施

福
岡
県
警
は
、
里
応崎
副
都
心
ま
で

の
約
一
･
六
如
の
渋
滞
区
間
に
P
T

P
S
を
導
入
し
、
急
行
バ
ス
の
快
速

性
の
向
上
を
図
っ
て
い
る
。

②
電
車
敷
跡
地
の
活
用

(写
真
1
)

平
成
一
二
年
に
廃
止
さ
れ
た
西
鉄

北
九
州
線
(黒
崎
~
折
尾

…約
五
蝿
)

の
一
部

(約
0
･
四
踊
)
を
バ
ス
専

用
道
路
と
し
て
整
備
し
、
レ
ー
ン
バ

ス
の
実
現
に
向
け
、
そ
の
有
効
性
を

確
認
し
て
い
る
。

③
パ
ー
ク
&
バ
ス
ラ
イ
ド
の
実
施

芦
屋
町
の
中
心
部
に
あ
る
既
存
の

駐
車
場
を
利
用
し
て
七
〇
台
の
パ
ー

ク
&
バ
ス
ラ
イ
ド
(
一
〇
〇
円
/
回
)

を
確
保
し
て
利
便
性
を
高
め
、
町
民

の
利
用
促
進
を
図
っ
て
い
る
。

電車敷跡地の活用

3

実
施
状
況

①
利
用
状
況

利
用
者
数

(表
1
)
は
、
連
行
開
始
か
ら
昨
年
三
一

月
ま
で
の
利
用
者
数
は
増
加
傾
向
に
あ
る
が
、
潜
在
需

要
は
ま
だ
大
き
い
も
の
と
考
え
て
お
り
、
さ
ら
な
る
利

用
増
進
策
が
必
要
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
利
用
目
的
と
し
て
は
、
昨
年
三

月
に
実
施

し
た
バ
ス
利
用
者
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
で
は
、

通
勤
、
通
学
の
利
用
が
利
用
者
の
約
半
数
を
占
め
て
い

る

(図
4
)。

②
時
間
短
縮
と
定
時
性
の
確
保

P
T
P
S
や
電
車
敷
跡
地
を
活
用
し
た
バ
ス
専
用
道

北九州需

沁
蛾

匙

都

鮮

副
黒

　
橇ず

を
〆!¥

　

　

　　
　
　

　

　　し
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プ
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ン
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ホ
テ
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八
幡
西
区
役
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前

　
　

　

　
　

　
　

　
　
　

　

　

　

ギ
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で
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き
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.
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図 5 利用転換

図 4 利用目的

五

電
動
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
自
転
車
を
用
い
た

レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
&
モ
ノ
ラ
イ
ド
実
証
実
験

1

実
験
の
概
要

①
実
験
の
背
景

･
自
動
車
交
通
の
削
減
と
モ
ノ
レ
ー
ル
の
利
用
促
進

北
九
州
市
で
は
、
小
倉
都
心
部
と
宅
地
化
の
進
展

が
著
し
い
小
倉
南
区
企
救
丘
と
の
間
に
、
交
通
渋
滞

の
解
消
と
安
全
で
快
適
な
輸
送
手
段
の
提
供
を
目
的

と
し
て
、
昭
和
六
〇
年
一
月
、
北
九
州
都
市
モ
ノ
レ

ー
ル
小
倉
線

(以
下
モ
ノ
レ
ー
ル
)
が
供
用
を
開
始

し
た
。現
在
で
は
一
日
約
三
万
人
の
利
用
が
あ
る
が
、

モ
ノ
レ
ー
ル
の
利
用
者

･
収
入
の
増
加
、
並
び
に
都

心
部
や
幹
線
道
路
の
交
通
渋
滞
の
軽
減
、
自
動
車
排

ガ
ス
の
抑
制
を
図
る
た
め
、
自
動
車
利
用
か
ら
モ
ノ

礬

に
よ
り
、
里
m騎
周
辺
の
交
通
渋
滞
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

朝
夕
の
ピ
ー
ク
時
で
も
定
時
性
を
確
保
し
て
い
る
。

こ
の
効
果
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で

は
利
用
者
の
三
一%
が
自
動
車
か
ら
バ
ス
に
転
換
し
て

い
る

(図
5
)。

表 1 1日平均乗車数

＼ 1日平均乗車数 鶴臟1 0月 人352 人鑄
1 1月 人n

Y
4
T 人即

l 2月 人468 人鍵

4

今
後
の
取
組
み

試
験
連
行
は
、
来
年
度
も
継
続
す
る
予
定
で
あ
り
、
急

行
バ
ス
の
渋
滞
緩
和
策
、
公
共
交
通
利
用
促
進
策
さ
ら
に

は
環
境
対
策
な
ど
T
D
M
施
策
と
し
て
の
有
効
性
を
検
証

す
る
と
も
に
、
急
行
バ
ス
を
さ
ら
に
快
速
性
、
利
便
性
の

あ
る
レ
ー
ン
バ
ス
と
し
て
実
現
さ
せ
る
た
め
の
具
体
策
や

制
度
に
に
つ
い
て
関
係
機
関
と
協
議
し
て
行
き
た
い
と
考

え
て
い
る
。

写真 2 モノレール並行道路の渋滞

レ
ー
ル
利
用
へ
の
転
換
を
促
進
す
る
必
要
が
あ
る
。

駐
輪
対
策

北
九
州
市
に
お
い
て
も
駅
周
辺
や
中
心
市
街
地
内

の
路
上
駐
輪
に
よ
っ
て
歩
行
の
安
全
性
の
低
下
、
都

市
景
観
の
悪
化
を
招
い
て
い
る
。
そ
の
点
、
自
転
車

の
共
同
利
用
は
、
各
自
が
一
台
の
自
転
車
を
持
た
な

く
て
よ
い
こ
と
か
ら
、
自
転
車
の
総
量
を
減
ら
す
こ

と
が
で
き
、
駐
輪
施
設
の
省
ス
ペ
ー
ス
化
が
可
能
と

な
る
。

自
転
車
の
効
用

自
転
車
は
、
歩
行
に
比
べ
て
機
動
的
な
反
面
、
自

動
車
よ
り
も
小
回
り
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
個
人
商

店
で
の
買
い
物
な
ど
も
促
進
さ
れ
、
地
域
の
活
性
化

が
期
待
で
き
る
。
さ
ら
に
は
、
運
動
不
足
の
解
消
や

道ネテセ 2003,3 Z3

覆
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ス
ト
レ
ス
の
発
散
も
で
き
る
。

②
実
験
の
概
要

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
北
九
州
市
で
は
、
平
成
一
四

年
八
月
九
日
か
ら
平
成
一
〇
五
年
一
月
八
日
ま
で
の
五

ヵ
月
間
、
小
倉
都
心
部
か
ら
約
七
皿
南
に
位
置
す
る
モ

ノ
レ
ー
ル
徳
力
嵐
山
口
駅

(図
6
)
を
拠
点
と
し
て
、

駅
勢
圏
の
拡
大
に
特
に
効
果
的
と
想
定
さ
れ
た
電
動
ハ

イ
ブ
リ
ッ
ド
自
転
車
を
、
多
目
的
に
共
同
利
用
す
る
し

骸
ぬ

　
　　　　　

　　
　

話

　
　　
　
　
　
　

　

/

鷁

霊
　　

ン
タ
サ
イ
ク
ル
の
実
証
実
験
を
行
っ
た
。

今
回
の
実
験
で
は
、
こ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
に
つ
い

て
、
利
用
形
態
や
採
算
性
、
運
営

･
管
理
に
関
す
る
基

礎
デ
ー
タ
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
っ
た
。

2

実
施
箇
所
の
選
定

モ
ノ
レ
ー
ル
の
利
用
は
、
沿
線
で
は
高
い
が
、
終
点
付

近
で
は
住
宅
地
が
丘
陵
地
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
徒
歩

　　　
　
　

　

,う
J
1メ
.々#
･･

　
　

　

や
通
常
の
自
転
車
で
の
ア
ク
セ
ス
が
し
に
く
く
な
っ
て
お

り
、
利
用
度
合
い
は
低
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
こ

の
地
域
に
お
け
る
モ
ノ
レ
ー
ル
利
用
度
合
い
を
高
め
る
こ

と
に
よ
り
、
自
動
車
の
発
生
量
を
抑
制
で
き
、
モ
ノ
レ
ー

ル
の
利
用
増
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
こ
の
地
域
に
位
置
す
る
徳
力
嵐
山
口
に
隣
接
し

て
、
市
営
の
自
転
車
駐
車
場
が
あ
り
、
貸
し
出
し
用
自
転

車
の
適
正
な
管
理
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
今
回
の
実
験
で
は
、
そ
の
効

果
が
高
く
、
適
正
な
管
理
が
可
能
な
モ
ノ
レ
ー
ル
徳
力
嵐

山
口
駅
を
拠
点
と
し
て
選
定
し
た
。

図 6 T D M 実験箇所図

3

実
験
の
特
徴

今
回
の
実
験
の
特
徴
と
し
て
は
、
以
下
の
三
つ
の
点
が

あ
げ
ら
れ
る

①
電
動
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
自
転
車
の
採
用

免
許
が
必
要
な
く
誰
で
も
利
用
で
き
、丘
陵
地
で
も
、

ま
た
長
い
距
離
で
あ
っ
て
も
楽
に
移
動
で
き
、
モ
ノ
レ

ー
ル
の
駅
勢
圏
の
拡
大
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
電

動
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
自
転
車
を
採
用
し
た
。

②
多
目
的
共
同
利
用

こ
れ
ま
で
の
レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
は
、
観
光
、
通
勤

･

通
学
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
居
住
者
に
よ
る
共
同
利
用
と
い

っ
た
、
言
わ
ば
単
一
の
目
的
で
行
わ
れ
て
い
た
。
し
か

し
今
回
は
、
実
施
箇
所
周
辺
に
は
個
人
経
営
や
郊
外
型

の
店
舗
、
病
院
が
あ
る
こ
と
や
、
サ
イ
ク
リ
ン
グ
ロ
ー

74 1首牙〒セ 20033

亭
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ド
が
整
備
さ
れ
た

"ま
す
ぶ
ち
ダ
ム
“
な
ど
の
観
光

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
場
も
近
い
こ
と
か
ら
、
通
勤

レンタサイクルの観光利用

　　　　　　　　

つが　
　

ゞ
＼

Q
U

　　　

通
学
の
利
用
に
加
え
、
買
い
物
や
通
院
、
セ
ー
ル
ス
な

ど
で
の
戸
別
訪
問
、
サ
イ
ク
リ
ン
グ
、
観
光
な
ど
、
多

目
的
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

③
自
動
管
理

レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
の
本
格
実
施
の
た
め
に
は
、
ラ
ン

ニ
ン
グ
コ
ス
ト
の
軽
減
や
、
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
向
け

た
貸
し
出
し
拠
点
の
複
数
化
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
将
来
的
に
は
自
動
化
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、

本
実
験
で
は
、
駐
輪
ラ
ッ
ク
の
ロ
ッ
ク
、
バ
ッ
テ
リ
ー

へ
の
充
電
管
理
を
含
め
、
自
転
車
の
貸
し
借
り
の
自
動

化
に
取
り
組
ん
だ
。

写真 5 充電対応駐輪ラック

写真4 貸出自動管理機

4

実
験
方
法

実
験
に
は
、
予
め
表
の
よ
う
な
四
つ
の
利
用
の
タ
イ
プ

を
想
定
し
た

(表
2
)。

利
用
状
況
の
把
握
に
つ
い
て
は
、
貸
し
出
し
、
返
却
の

頻
度
･
時
間
な
ど
は
管
理
機
に
自
動
的
に
記
録
で
き
る
よ

う
に
し
た
。
こ
れ
で
は
わ
か
ら
な
い
利
用
目
的
、
移
動
範

囲
、
感
想
な
ど
は
、
モ
ニ
タ
ー
な
ど
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を

実
施
し
把
握
し
た
。

事
故

･
盗
難
に
つ
い
て
は
保
険
へ
の
加
入
、定
期
巡
回
、

監
視
カ
メ
ラ
の
設
置
に
よ
り
対
応
し
た
。
さ
ら
に
、
機
器

故
障
へ
の
対
応
を
含
め
て
、緊
急
連
絡
体
制
を
確
立
し
た
。

5

実
験
の
成
果

現
在
、
詳
細
な
デ
ー
タ
の
分
析
を
進
め
て
い
る
が
、
実

験
の
結
果
、
お
お
む
ね
以
下
の
点
が
確
認
さ
れ
た
。

①
事
故
･
盗
難
ゼ
ロ

当
初
心
配
さ
れ
た
事
故
や
盗
難
は
な
く
、本
格
実
施
、

事
業
化
の
最
低
条
件
が
ク
リ
ア
さ
れ
た
。

②
多
目
的
利
用
の
可
能
性

夜
間
に
貸
し
出
す
A
タ
イ
プ
と
昼
間
に
貸
し
出
す

B
･C
･D
タ
イ
プ
の
貸
し
出
し
時
間
と
返
却
時
間
の
タ

イ
ミ
ン
グ
が
合
う
こ
と
確
認
さ
れ
、
一
台
の
自
転
車
を
多

目
的
に
利
用
で
き
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

③
駅
勢
圏
拡
大
の
可
能
性

利
用
者
ア
ン
ケ
ー
ト
等
で
は
、
｢も
っ
と
遠
く
の
人

で
も
通
勤
通
学
等
に
利
用
で
き
る
｣
と
の
見
解
を
得
て

お
り
、
駅
勢
圏
の
拡
大
が
期
待
で
き
る
。

④
公
共
交
通
へ
の
転
換
の
可
能
性

利
用
者
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
自
動
車
か
ら
自
転
車
と



モ
ノ
レ
ー
ル
に
転
換
し
た
人
も
多
く
、
こ
の
シ
ス
テ
ム

に
よ
っ
て
自
動
車
交
通
抑
制
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が

わ
か
っ
た
。

⑤
自
動
管
理
の
可
能
性

自
動
管
理
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
実
験
中
に
も
改
良

を
加
え
、
モ
ニ
タ
ー
の
み
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
実
用

に
耐
え
ら
れ
る
も
の
と
な
っ
た
。
今
後
は
、
観
光
利
用

や
予
約
受
付
な
ど
へ
の
対
応
が
望
ま
れ
る
。

⑥
本
格
実
施
へ
の
課
題

そ
の
一
方
で
、
本
格
実
施
に
向
け
た
課
題
も
確
認
さ

れ
た
。

事
業
を
長
期
的
に
継
続
す
る
た
め
に
は
、
採
算
性
が

確
保
さ
れ
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
今
回
の
実
験
で

は
、
B
タ
イ
プ
の
利
用
者
が
獲
得
で
き
な
か
っ
た
こ
と
、

採
算
性
の
高
い
一
時
利
用
の
需
要
が
伸
び
な
か
っ
た
こ

と
か
ら
、
収
益
性
が
低
く
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
短
期
の

実
験
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
通
勤
方
法
の
変
更
を
会
社

等
に
申
請
す
る
こ
と
が
わ
ず
ら
わ
し
い
こ
と
、
郊
外
の

住
宅
地
で
あ
る
こ
と
か
ら
ビ
ジ
ネ
ス
利
用
の
需
要
が
低

か
っ
た
こ
と
な
ど
が
一
因
と
考
え
ら
れ
る
。

6

今
後
の
取
組
み

今
後
は
、
今
回
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
を
さ
ら
に
分
析
し
た

2セ

上
で
、
こ
れ
ら
と
実
験
で
得
た
ノ
ウ
ハ
ウ
を
活
か
し
て
、

行

事
業
実
施
主
体
、
実
施
場
所
、
規
模
、
市
の
支
援
策
等
に

道

つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

袴

表 2 利用タイプ

タイプ 増モ 利用形態 応募資格

紹
胴
覊

利
嚇

-云
鰡

轉
可

利用料金

定

期

A 鰭
勾

徳
一執目は城彌

留
心醇都

山
場
本

嵐
留
基

力
停
が

徳
口
用

~
山
利

詫颯
妙

徳力嵐山口停留場
周辺居住者

夕方4時~
朝9時

1ヵ月2
,
000円

B 路
④

隊齪轢摘
留
心

停
都

加
勢
本

嵐
留
基

力
停
が

徳
口
用

~
山
利

校
嵐
を

学
力
ル

･
徳

一

銚
菰
ル

場
す

留
学

停
通

ロ
勤

山
通

嵐
に

力
辺
人

徳
周
る

猫鞠
夜 鯛加月莇

一
時
利
用

C 路
贓

11
1 鵺ネ

用
ジ
利

ビ
を、車

け
転

か
目攪凰鞆測

い

、

貫
に

の
用

間
利

昼
の

骸皺
停
い
方

蝦
鷆

颯汲務

徳
周
ど

~
時

時
5

9
方

朝
夕

梅
円鰈㈱

D 棚鵺
た
ひ癒

請

金

申

証
う

用

保
楸

利

に
掬

に

際
駝

人

o
る
胛

埋
る
り
00

0

管
ず
倍
a
る

~
時

時
5
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鬮
簾
ノ
鬮
繍
鬮
饉
≧
週
略
薑
讓

~
都
市
爽
週
◎
国
遷
化
◎
南
衞
地
⑭
活
性
化
瘤
圓
轤
レ
ゼ
ー

違
飜
癰
囃
嚢
薹
囃
穰
◎
鬮
週

都
市
･
地
域
整
備
局
街
路
課

一

は
じ
め
に

道
路
と
鉄
道
は
、
都
市
を
支
え
る
交
通
基
盤
と
し
て
大

き
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
交
通
量
の
著
し
い

増
加
に
伴
い
、
ま
ち
に
、
数
多
く
存
在
す
る
踏
切
は
、
渋

滞
や
事
故
の
発
生
原
因
と
な
っ
て
い
る
ほ
か
、
鉄
道
線
路

が
市
街
地
を
分
断
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
線
路
両
側
に
お
け

る
一
体
的
な
市
街
地
形
成
が
阻
害
さ
れ
て
い
る
場
合
が
数

多
く
見
ら
れ
る
な
ど
、
数
多
く
問
題
が
生
じ
て
い
る
。

連
続
立
体
交
差
事
業
は
、
鉄
道
と
都
市
そ
れ
ぞ
れ
の
事

業
者
が
連
携
し
推
進
さ
れ
る
事
業
で
あ
り
、
都
市
に
と
っ

て
広
範
囲
か
つ
多
様
な
効
果
が
あ
り
、
大
き
な
期
待
が
寄

せ
ら
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
背
景
を
踏
ま
え
、
連
続
立
体

交
差
事
業
に
つ
い
て
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

鬮 □

二

事
業
の
目
的

連
続
立
体
交
差
事
業
は
、
都
市
を
分
断
し
て
い
る
鉄
道

を
立
体
交
差
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
多
数
の
踏
切
を
一
挙

に
除
却
す
る
事
業
で
あ
り
、以
下
の
よ
う
な
効
果
が
あ
る
。

①

連
続
立
体
交
差
事
業
に
よ
り
、
多
く
の
踏
切
を
一
度写真 1 踏切除却による渋滞角騎肖 度 を 挙

(西武池袋線笹目通り付近)

の
事
線

辺
た
王

写真 2 連続立体交差事

に
除
却
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
動
車
や
人
の
流
れ
が
円

滑
化
さ
れ
る
と
同
時
に
、
踏
切
事
故
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま

な
弊
害
を
解
消
す
る

(写
真
1
)。

②

鉄
道
に
よ
る
市
街
地
分
断
を
解
消
し
、
ま
ち
を
一
体

化
さ
せ
る
と
同
時
に
、
土
地
区
画
整
理
事
業
等
を
一
体

的
に
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
駅
周
辺
の
土
地
の
高
度
利

用
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
高
架
下
に
新
た
に
整
備
さ
れ

た
空
間
に
は
公
共
施
設
等
が
整
備
さ
れ
地
域
住
民
の
利

/ #が□
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便
性
の
向
上
に
も
役
立
つ

(写
真
2
)。

③

連
続
立
体
交
差
事
業
に
あ
わ
せ
、
駅
施
設
や
鉄
道
施

設
の
増
強
な
ど
を
実
施
す
る
こ
と
で
、
鉄
道
施
設
利
用

者
の
安
全
性
や
利
便
性
が
向
上
す
る

(写
真
3
)。

上
記
の
と
お
り
、
鉄
道
や
道
路
な
ど
の
交
通
施
設
の
利

便
性
向
上
の
み
な
ら
ず
、
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
も
効
果

が
あ
る
。

　動　　
　　

三

事
業
制
度
の
概
要

連
続
立
体
交
差
事
業
は
、
｢都
市
に
お
け
る
道
路
と
鉄

道
の
連
続
立
体
交
差
化
に
関
す
る
協
定
｣
及
び

｢同
細
目

協
定
｣
(昭
和
四
四
年
に
建
設
省
と
運
輸
省
の
間
で
締
結
、

平
成
四
年
改
正
)
に
基
づ
き
、
都
市
計
画
事
業
と
し
て
実

施
し
て
い
る
。

同
協
定
に
お
い
て
は
、
高
架
施
設
の
費
用
を
鉄
道
側
で

約
一
割
、残
り
を
都
市
側
で
負
担
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、

鉄
道
側
、
都
市
側
の
両
者
で
費
用
負
担
す
る
制
度
と
な
っ

て
い
る
。
ま
た
、
同
事
業
は
都
市
計
画
事
業
と
し
て
行
う

こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
都
市
負
担
分
の
一
部
に
道
路
特
定

財
源
が
あ
て
ら
れ
て
い
る

四

連
続
立
体
交
差
事
業
の
実
施
状
況

平
成
一
四
年
度
に
お
い
て
は
、
全
国
六
二
箇
所
に
お
い

て
事
業
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
小
田
急
小
田

原
線

(世
田
谷
代
田
駅
~
喜
多
見
駅
)
に
お
い
て
は
今
年

度
一
〇
箇
所
の
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
踏
切
の
除
却
し
、
当
該
区

間
に
お
け
る
踏
切
を
す
べ
て
解
消
し
た

(写
真
4
)。

平
成
一
五
年
度
に
お
い
て
は
静
岡
県
沼
津
市
の
J
R
沼

津
駅
付
近
及
び
大
阪
府
堺
市
の
南
海
電
鉄
諏
訪
ノ
森
公

園
、
浜
寺
公
園
駅
付
近
が
新
規
箇
所
と
し
て
予
算
案
に
計

上
さ
れ
て
お
り
、
平
成
一
五
年
度
に
お
い
て
も
六
二
箇
所

で
事
業
実
施
予
定
で
あ
る

(図
1
)。

z8 道々 テセ 20033

写真 4 本年度踏切除却を完了した小田急小田原線 (千歳船橋駅付近)



五

連
続
立
体
交
差
事
業
に
お
け
る
取
組
み

連
続
立
体
交
差
事
業
は
踏
切
を
除
却
し
、
都
市
交
通
の

円
滑
化
に
効
果
が
あ
る
と
同
時
に
、
ま
ち
づ
く
り
に
対
し

て
多
大
な
影
響
を
与
え
、
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
上
で

の
良
い
意
味
で
の
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と
い
え

る
。
そ
の
た
め
、
連
続
立
体
交
差
事
業
を
実
施
す
る
際
に

は
、
よ
り
効
果
的
に
、
周
辺
市
街
地
整
備
を
進
め
て
い
く

必
要
が
あ
る
o

ま
た
、
連
続
立
体
交
差
事
業
は
、
一
般
的
に
事
業
化
よ

り
事
業
完
了
ま
で
十
数
年
と
非
常
に
長
い
時
間
を
要
す

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
整
備
効
果
は
非
常
に
大
き
く

効
果
の
早
期
発
現
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
上
記
二
点
に
対
す
る
取
組
み
に
つ
い
て
述

べ
る
。

駅前広堰等周辺市街地の一体的整備

1

効
率
的
な
周
辺
市
街
地
整
備
に
む
け
て

連
続
立
体
交
差
事
業
は
、
踏
切
除
却
や
市
街
地
分
断
解

消
の
み
な
ら
ず
、
周
辺
の
ま
ち
づ
く
り
に
与
え
る
影
響
が

大
き
い
こ
と
か
ら
、
連
続
立
体
交
差
に
あ
わ
せ
周
辺
市
街

地
に
お
い
て
一
体
的
に
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
街
路
事

業
、
土
地
区
画
整
理
事
業
、
及
び
市
街
地
再
開
発
事
業
に

つ
い
て
、
総
合
的
に
実
施
す
る

｢連
続
立
体
交
差
事
業
関

連
公
共
施
設
整
備
事
業
｣
が
平
成
一
四
年
度
よ
り
創
設
さ

れ
た
。

現
在
、
連
続
立
体
交
差
事
業
が
行
わ
れ
て
い
る
地
区
の

う
ち
二
四
地
区
に
お
い
て
、
連
続
立
体
交
差
関
連
公
共
施

設
整
備
事
業
が
行
わ
れ
て
お
り
、
今
後
、
連
続
立
体
交
差

事
業
の
ま
ち
づ
く
り
に
与
え
る
効
果
を
よ
り
効
率
的
と
す

る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る

(図
2
)。
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図 1 全国の連続立体交差事業の実績

連続立体交差事業で実施

図 2 連続立体交差事業及び連続立体交差関連公共施設整備事業イメージ図
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2

効
果
の
早
期
発
現
に
む
け
て

効
果
の
早
期
発
現
を
図
る
た
め
に
、
平
成
一
三
年
度
に

｢鉄
道
事
業
者
に
よ
る
立
替
制
度
及
び
道
路
開
発
資
金
の

貸
付
制
度
｣
が
創
設
さ
れ
た
。

連
続
立
体
交
差
事
業
は
ピ
ー
ク
時
の
事
業
費
が
非
常
に

高
く
、
事
業
主
体
で
あ
る
地
方
自
治
体
の
財
政
負
担
が
非

常
に
大
き
く
な
る
場
合
が
あ
る
。
｢鉄
道
事
業
者
に
よ
る

立
替
制
度
及
び
道
路
開
発
資
金
の
貸
付
制
度
｣
は
こ
の
よ

う
な
場
合
で
も
事
業
の
進
捗
を
遅
ら
せ
な
い
た
め
に
、
ピ

ー
ク
時
の
事
業
費
の
一
部
を
鉄
道
事
業
者
が
立
替
、
さ
ら

に
、
立
替
分
に
対
し
、
国
が
低
利
子
融
資
を
行
う
制
度
で

あ
る

(図
3
)。

六

お
わ
り
に

連
続
立
体
交
差
事
業
は
踏
切
除
却
や
市
街
地
分
断
の
解

消
に
よ
る
鉄
道
や
道
路
な
ど
の
交
通
施
設
の
利
便
性
向
上

の
み
な
ら
ず
、
ま
ち
づ
く
り
に
も
多
大
な
効
果
が
あ
る
。

都
市
部
の
再
構
築
を
進
め
て
い
く
上
で
、
鉄
道
空
間
は

極
め
て
魅
力
的
か
つ
貴
重
な
空
間
で
あ
り
、
連
続
立
体
交

差
事
業
の
実
施
に
併
せ
、
そ
の
周
辺
空
間
の
活
用
を
一
体

的
に
考
え
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

駅
部
に
お
い
て
は
、
そ
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
活
か
し
た

交
通
結
節
機
能
の
強
化
や
ま
ち
の
玄
関
口
と
し
て
の
顔
づ

く
り
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
鉄
道
事
業
者
に
対
し
て
も
、

旅
客
輸
送
と
い
う
公
益
事
業
者
の
役
割
の
み
な
ら
ず
、

｢ま
ち
づ
く
り
｣
の
一
翼
を
担
う
べ
き
責
任
の
再
認
識
が

求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
鉄
道
事
業
者
と
も
連
携
し
、

｢ま
ち
づ
く
り
｣
の
中
核
と
し
て
駅
を
中
心
と
し
て
都
市

の
再
構
築
を
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

2 0 道イテセ 2003.3

用地

図 3 鉄道事業者による立替制度及び道路開発資金の貸付制度イメージ図
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鬮
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鰤
榊
厭
繭
鬮
鱸
圓
薹
鱸
薹
榊
薹
瓣
か
ら

難
じ
ま
る
榊
繭
鬮
範

関
東
地
方
整
備
局
東
京
国
道
工
事
事
務
所
事
業
対
策
官

瀧
浪

慎
一

　 　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 　　　 　 　　　　　　　　　　　 　/ 、 /写真 1 大正14年に架設されてから7 0年以上経過した
跨線橋の橋脚

は
じ
め
に

現
在
の
一
般
国
道
二
〇
号
で
あ
る
甲
州
街
道
は
、
都
心

と
甲
信
地
方
を
結
ぶ
重
要
路
線
と
し
て
の
役
割
を
担
い
、

こ
の
う
ち
新
宿
跨
線
橋
は
、
東
京
の
一
大
拠
点
と
し
て
、

交
通
、
商
業
、
業
務
等
の
大
き
な
都
市
集
積
を
も
つ
新
宿

駅
の
南
口
前
に
橋
梁
で
接
し
て
い
ま
す
。

こ
の
新
宿
跨
線
橋
は
関
東
大
震
災
の
翌
々
年
の
大
正
一

四
年

(
一
九
二
五
年
)
に
架
橋
さ
れ
て
か
ら
、
架
橋
七
〇

年
以
上
を
経
た
老
朽
橋
で
早
急
な
架
け
替
え
が
必
要
と
さ

れ
ま
し
た
。

現
在
の
新
宿
跨
線
橋
は
、
一
日
の
自
動
車
交
通
量
が
約

六
0
、
0
0
0
台
と
、
都
心
の
放
射
幹
線
道
路
と
し
て
、

ま
た
J
R
山
手
線
等
で
分
断
さ
れ
る
新
宿
地
域
の
幹
線
道

路
網
の
一
翼
と
し
て
道
路
交
通
の
要
衝
と
な
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
他
、
新
宿
駅
は
一
日
の
乗
降
客
が
約
三
二
〇
万

人

(う
ち
、
南
口
関
連
約
四
三
万
人
)
と
日
本
有
数
の
タ

ー
ミ
ナ
ル
駅
で
あ
り
、
跨
線
橋
部
の
歩
道
は
片
側
で
一
日

約
六
~
九
万
人
、
両
側
で
一
五
万
人
、
横
断
歩
道
も
約
六

万
人
の
溢
れ
ん
ば
か
り
の
歩
行
者
が
利
用
す
る
状
況
で
交

通
渋
滞
、
交
通
事
故
の
要
因
と
も
な
っ
て
い
ま
す
。
-

さ
ら
に
、
跨
線
橋
上
で
は
、
片
側
三
車
線
、
上
下
線
六

車
線
の
内
、
両
側
と
も
一
車
線
が
客
待
ち
タ
ク
シ
ー
及
び

路
上
駐
車
に
よ
り
常
時
塞
が
れ
、
場
合
に
よ
れ
ば
二
重
駐

車
さ
れ
る
な
ど
慢
性
的
な
交
通
渋
滞
が
発
生
し
て
い
ま

す
。ま

た
、
新
宿
は
タ
ー
ミ
ナ
ル
駅
と
し
て
の
拠
点
機
能
だ

け
で
な
く
、
池
袋
、
銀
座
有
楽
町
、
渋
谷
等
の
各
地
を
上

回
る
商
業

(販
売
額
)
の
伸
び
を
示
し
て
お
り
都
庁
移
転

を
契
機
と
し
た
副
都
心
か
ら
新
都
心
へ
と
成
長
し
つ
つ
あ

道々テセ 2003,3 2 Z



す陰参
-- -- こご-三

↓ご!が麹 尽彫 幾隆 、

写真 2 車 ･オートバイ等の駐停車により渋滞が起き2 車 ･オートバイ等
ている新宿駅南口前

り
ま
す
。

こ
の
た
め
交
通
の
要
衝
と
な
る
新
宿
跨
線
橋
の
機
能
向

上
と
併
せ
た
新
た
な
基
盤
整
備
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
現

在
、
南
口
周
辺
の
人
、
車
、
鉄
道
が
抱
え
る
問
題
の
改
善

に
加
え
、
広
場
空
間
の
整
備
に
よ
り
新
宿
駅
東
口
、
西
口

に
並
ぶ
、
新
た
な
南
口
の
駅
前
機
能
等
を
充
実
さ
せ
都
市

的
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
図
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
鉄
道
駅
と

高
速
バ
ス
関
連
施
設
な
ど
の
交
通
結
節
点
と
し
て
の
利
便

性
向
上
を
目
指
す
総
合
的
な
乗
換
拠
点
整
備
事
業
を
進

め
、
東
京
都
行
政
の
中
心
で
あ
り
都
内
有
数
の
商
業
地
で

あ
る
新
宿
に
お
い
て
、
都
心
で
の
最
大
規
模
の
都
市
再
生

事
業
が
始
ま
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

三

基
本
合
意
か
ら
始
ま
る
事
業
成
立
の
経
緯

新
宿
跨
線
橋
架
替
計
画
は
、
平
成
七
年
度
に
検
討
委
員

会
を
設
置
し
、
関
係
機
関
の
間
で
基
本
合
意
を
行
っ
た
う

え
で
基
盤
と
し
て
の
人
工
地
盤
を
追
加
し
、
新
宿
駅
南
口

地
区
基
盤
整
備
計
画
に
変
更
し
ま
し
た
。
こ
の
内
容
を
平

成
八
年
三
月
に
新
宿
区
議
会
等
に
初
め
て
公
表
し
、
平
成

八
年
三
月
に
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
て
広
く
周
知
す

る
と
と
も
に
検
討
委
員
会
の
最
終
と
り
ま
と
め
を
行
い
、

平
成
一
〇
年
四
月
に
は
日
本
版
P
F
I
と
し
て
広
く
認
知

さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
合
意
が
協
定
の
形
で
正

式
に
な
さ
れ
、
事
業
が
動
き
出
し
た
と
い
う
長
い
道
の
り

を
有
し
ま
す
。

三

事
業
成
立
の
背
景

1

効
率
的
整
備
の
必
要
性

新
宿
跨
線
橋
の
架
替
工
事
は
、
多
く
の
路
線
を
か
か
え

る
大
タ
ー
ミ
ナ
ル
駅
で
あ
っ
て
、線
路
間
が
極
端
に
狭
く
、

通
常
の
橋
梁
設
計
は
行
え
ず
に
細
い
多
数
の
橋
脚
を
、
線

路
を
少
し
ず
つ
移
動
さ
せ
な
が
ら
行
う
と
い
う
難
工
事
が

予
想
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
も
時
間
は
一
日
の
う
ち
工
事
の
で
き
る
時
間
は
軌

電
停
止
後
の
三
時
間
程
度
で
あ
り
、
本
体
工
事
よ
り
は
仮

設
工
事
が
難
し
く
、
工
事
費
用
も
通
常
と
比
べ
大
き
な
も

の
と
予
想
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
関
連
す
る
工
事
は
ま
と
め

て
行
う
必
要
性
に
せ
ま
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
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2

人
中
心
の
歩
行
環
境

一
方
、
新
宿
駅
は
我
が
国
最
大
の
乗
降
客
が
利
用
す
る

日
本
の
代
表
駅
で
あ
り
ま
す
が
、
東
口
広
場
は
歩
行
者
の

空
間
が
少
な
い
小
規
模
な
も
の
、
西
口
広
場
は
地
下
が
中

心
、
南
口
は
新
た
に
J
R
東
日
本
本
社
ビ
ル
や
高
島
屋
が

出
店
す
る
な
ど
大
き
な
発
展
方
向
と
な
る
も
の
の
広
場
自

体
が
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
乗
降
客
の
増
大
に
対
し
山
手
線
等
の
南
口
方
向

へ
の
ホ
ー
ム
か
ら
の
混
雑
度
が
増
し
て
い
る
こ
と
な
ど
駅

の
改
築
に
つ
い
て
大
き
な
課
題
を
抱
え
て
い
ま
し
た
。
道

路
側
も
広
場
需
要
、
特
に
歩
行
者
系
の
広
場
需
要
へ
の
対

応
の
他
、
南
口
の
乗
降
客
の
車
の
乗
り
降
り
な
ど
の
駐
車

写真3 工事が進む南口駅前一般国道2 0号 甲州街道

問
題
や
周
辺
道
路
に
散
在
す
る
長
距
離
バ
ス
の
停
留
問
題

な
ど
も
抱
え
て
い
ま
し
た
。

写真 4 歩道が狭くスムーズに行き交うことができな
い南口駅前の歩行者

3

空
間
の
有
効
活
用

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
新
宿
跨
線
橋
の
架
け
替
え
を

契
機
に
、
甲
州
街
道
の
拡
幅
と
、
広
場
整
備
、
駐
車
施
設

な
ど
を
立
体
的
人
工
地
盤
整
備
に
よ
り
J
R
線
路
上
空
に

行
う
と
と
も
に
、
こ
の
人
工
地
盤
を
駅
改
良
事
業
、
鉄
道

駅
関
連
施
設
と
複
合
的
に
行
う
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
提
案
を
道
路
行
政
側
で
あ
る
国
土
交
通
省

(当
時
は
建
設
省
)
東
京
国
道
工
事
事
務
所
か
ら
都
や
区
、

J
R
等
に
行
い
ま
し
た
。

4

関
係
機
関
の
意
見
一致

こ
の
提
案
の
受
け
入
れ
に
は

｢道
路
計
画
と
鉄
道
施
設

計
画
の
妥
当
性
と
相
互
の
整
合
性
｣
｢鉄
道
駅
関
連
施
設

の
建
築
計
画
の
織
り
込
み
｣
｢各
々
の
法
適
用
の
調
整
な

ど
の
計
画
面
、
法
制
度
面
の
検
討
、
調
整
｣
が
必
要
で
あ

り
、
さ
ら
に
は

｢新
宿
地
区
全
体
の
都
市
づ
く
り
、
地
域

づ
く
り
の
観
点
か
ら
の
検
討
｣
も
必
要
で
し
た
。

こ
の
た
め
、現
東
京
大
学
森
地
茂
教
授
を
委
員
長
と
し
、

学
識
経
験
者
、
旧
建
設
省
、
地
元
自
治
体
、
警
視
庁
及
び

J
R
東
日
本
等
か
ら
な
る

｢新
宿
駅
南
口
地
区
基
盤
整
備

計
画
調
査
委
員
会
｣
を
東
京
国
道
工
事
事
務
所
と
東
京
都

都
市
計
画
局
が
共
同
し
て
設
置
し
て
検
討
を
進
め
、
平
成

八
年
二
月
二
三
日
に
新
宿
駅
南
口
地
区
基
盤
整
備
の
基
本

方
針
の
合
意
が
な
さ
れ
、
新
宿
区
議
会
等
に
報
告
さ
れ
ま

し
た
。

四

基
本
合
意
内
容

(基
本
合
意
概
要
)

○
目
標二

一
世
紀
の
東
京
の
新
都
心

｢新
宿
｣
の
中
心
地
と

し
て
ふ
さ
わ
し
い
後
世
に
残
る

｢良
質
な
社
会
資
本
｣

整
備
を
目
指
す
。

○
基
本
コ
ン
セ
プ
ト

｢人

･
環
境
･
ア
メ
ニ
テ
ィ
｣
人
間
中
心
の
空
間
創

出
、
自
然
と
の
共
生

(光
、
樹
、
風
)
、
人
と
都
市
の

ア
メ
ニ
テ
ィ
を
追
求
。

道矛千セ 20033 2 3



新
宿
の

｢新
し
い
顔
｣
づ
く
り
。

○
基
本
方
針

南
口
広
場
は
、
J
R
線
路
上
空
を
活
用
し
、
敷
地
面

積
約

一
万
鯖
程
度
を
確
保
し
、
各
階
層
ご
と
に
機
能

を
持
っ
た
多
層
構
造
の
建
物
と
ゆ
と
り
あ
る
歩
行
者
空

間
を
立
体
的
に
整
備
す
る
。

歩
行
者
の
ア
メ
ニ
テ
ィ
を
確
保
し
、
東
口
･
西
口
･

南
口
の
連
携
、
回
遊
性
を
確
保
す
る
。

人
と
都
市
の
ア
メ
ニ
テ
ィ
を
確
保
し
、
交
通
の
円
滑

化
を
図
る
。

都
心
で
の
大
規
模
な
工
事
の
た
め
、
全
体
の
工
事
期

間
は
概
ね
一
〇
年
と
し
、
極
力
、
早
期
完
成
を
目
指
す
。

な
お
、
こ
の
基
本
合
意
は
平
成
九
年
三
月
に
ほ
ぼ
同
じ

内
容
で
最
終
と
り
ま
と
め
が
行
わ
れ
、
日
本
版
P
F
I

(公
共
施
設
と
民
間
施
設
の
一
体
的
整
備
に
よ
る
効
率
の

向
上
、
官
民
連
携
に
よ
る
相
乗
効
果
、
利
用
者
の
利
便
性

の
向
上
等
の
メ
リ
ッ
ト
を
期
待
)
と
し
て
認
知
さ
れ
、
平

成
一
〇
年
に
、
こ
れ
を
も
と
に
東
日
本
旅
客
株
式
会
社

(J
R
東
日
本
)
と
正
式
な
事
業
着
手
と
な
る
協
定
の
締

結
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

五

計
画
概
要
と
工
事
方
法

計
画
は
、
新
宿
跨
線
橋
の
架
け
替
え
及
び
タ
ク
シ
ー
乗

降
場
等
の
交
通
広
場
や
歩
行
者
空
間
の
創
出
た
め
の
基
盤

整
備
等
か
ら
な
り
ま
す
。

1

新
宿
跨
線
橋
架
書
工
事

J
R
高
架
部
に
お
い
て
は
大
正
一
四
年
(
一
九
二
五
年
)

に
架
橋
さ
れ
、
架
橋
七
五
年
を
す
ぎ
る
老
朽
橋
の
架
替
を

行
う
と
共
に
道
路
幅
員
を
三
0
m
か
ら
五
0
m
に
拡
幅

し
、
付
加
車
線
の
確
保
、
歩
道
幅
員
を
拡
げ
る
計
画
と
し
、

平
成
三

年
二
月
よ
り
工
事
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

架
替
工
事
と
し
て
は
、
J
R
跨
線
橋
部
は
三
径
間
連
続

鋼
床
版
箱
桁
橋
に
よ
る
新
設
、
小
田
急
電
鉄
跨
線
橋
部
及

び
都
心
側
取
付
高
架
橋
部
は
補
強
で
対
応
す
る
こ
と
と
し

て
い
ま
す
。
特
に
J
R
線
路
部
に
お
い
て
は
新
設
橋
脚
の

ス
ペ
ー
ス
確
保
の
た
め
、
数
回
に
及
ぶ
線
路
切
り
替
え
の

　　　　 　　 　　　　　　　
写真5 事業位置図 (東南方行上空より望む)

実
施
、
夜
間
の
限
ら
れ
た
時
間
内
で
の
施
工
等
、
作
業
制

約
条
件
が
厳
し
い
中
で
の
工
事
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
り
、
そ
の
対
策
の
一
環
と
し
て
線
路
上
空
に
仮
設
構
台

を
設
置
し
、
上
部
工
の
施
エ
ヤ
ー
ド
と
し
て
活
用
し
て
い

ま
す
。

2

基
盤
整
備

さ
ら
に
、
新
宿
跨
線
橋
の
架
け
替
え
と
併
せ
、
隣
接
す

る
代
々
木
側
J
R
東
日
本
線
路
上
空
に
人
工
地
盤
約
一
･

三
m
を
構
築
し
、
｢
人

･
環
境

･
ア
メ
ニ
テ
ィ
｣
の
コ
ン

セ
プ
ト
に
よ
る
ゆ
と
り
あ
る
歩
行
者
空
間
と
な
る
歩
行
者

写真 6 夜間起電停止後の線路仮設桁施工状況
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広
場
や
駅
施
設
、
立
体
道
路
制
度
を
活
用
し
た
タ
ク
シ
ー

%

乗
降
場
、
一
般
車
乗
降
場
、
高
速
バ
ス
関
連
施
設
等
を
重

q

纖

憑、

層
的
に
配
置
し
た
地
上
四
階
建
て
の
交
通
結
節
点
施
設
を

凧

犠葡

}対

建
設
し
ま
す
。

ャ

弩.

そ
の
概
要
は
･

以
下
の
と
お
り
で
す
o

断

①
歩
行
者
広
場

【二
階
】

南
口
広
場
は
、
二
階
部
分
南
側
を
、
主
に
歩
行
者

高速バス関連施設等の鑿備

こさ碧縦影響虜を該穰夢死輝 (2)
た
ゆ
と
り
あ
る
歩
行
者
空
間
を
確
保
し
ま
す
。

②
駅
施
設

【二
階
】

図 2 イメージバース及び基盤施設配置図

行者広場
道路事業)
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改
札
口
、階
段
等
の
駅
施
設
の
計
画
に
当
っ
て
は
、

鉄
道
利
用
者
の
利
便
性
の
向
上
や
駅
構
内
歩
行
者
広

場
イ
メ
ー
ジ
及
び
二
階
部
分
の
流
動
に
配
慮
し
ま

す
。

め

タ
ク
シ
ー
乗
降
場

【三
階
】

現
在
の
甲
州
街
道
新
宿
跨
線
橋
上
の
客
待
ち
タ
ク

シ
ー
を
誘
導
し
、
駅
施
設
直
上
に
縦
動
線
で
利
用
者

へ
の
利
便
性
を
向
上
す
る
と
と
も
に
、
新
宿
跨
線
橋

の
慢
性
的
な
交
通
渋
滞
を
緩
和
し
、
交
通
機
能
の
回

復
を
図
り
ま
す
。

④

一
般
車
乗
降
場

【三
階
】

鉄
道
利
用
者
、
高
速
バ
ス
利
用
者
の
歓
送
迎
や
キ

的
に
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
双
方
の
事
業
費
の
節
減

や
、
J
R
駅
ビ
ル
側
も
人
工
地
盤
が
建
築
敷
地
と
な

り
、
単
独
建
築
に
比
べ
よ
り
大
き
な
駅
ビ
ル
が
将
来

建
設
可
能
と
な
る
な
ど
、
単
独
で
は
不
可
能
な
計
画

が
一
体
と
な
る
計
画
に
よ
り
初
め
て
実
現
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
配
慮

歩
行
者
空
間
の
整
備
に
当
っ
て
は
、
高
齢
者
等
の

移
動
制
約
者
に
対
す
る
配
慮
を
行
い
ま
す
。

ま
た
、
歩
行
者
動
線
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
、
多
層

化
に
対
応
し
た
サ
イ
ン
計
画
の
導
入
等
ソ
フ
ト
面
の

対
応
に
つ
い
て
も
配
慮
し
ま
す
。

ス
ァ
ン
ド
ラ
イ
ド
等
の
一
般
乗
用
車
の
た
め
の
乗
降

六

お
わ
り
に

場
の
整
備
に
よ
り
、
跨
線
橋
上
で
の
乗
降
や
違
法
駐

車
の
回
避
を
図
り
交
通
渋
滞
を
緩
和
し
、
安
全
性
を

確
保
し
ま
す
。

③
高
速
バ
ス
施
設

【四
階
】

周
辺
道
路
に
散
在
す
る
長
距
離
高
速
バ
ス
を
集
約

し
て
鉄
道
利
用
者
、
タ
ク
シ
ー
、
乗
用
車
利
用
者
に

よ
る
乗
換
え
利
便
性
の
向
上
と
、
周
辺
道
路
の
交
通

影
響
の
緩
和
と
安
全
性
の
回
復
を
図
り
ま
す
。

こ
の
他
、
基
盤
施
設
は
次
の
よ
う
な
コ
ン
セ
プ
ト
に
よ

る
整
備
を
行
い
ま
す
。

⑥
公
共
施
設
と
J
R
駅
ビ
ル

(仮
称
)
と
の
一
体
的

整
備基

盤
施
設
整
備
と
J
R
駅
ビ
ル
を
一
体
的
、
複
合

基
盤
整
備
は
、
平
成
一
四
年
一
二
月
末
に
、
線
路
上
空

の
開
発
計
画
を
審
査
す
る
東
京
都
の

｢鉄
道
駅
構
内
開
発

計
画
に
関
す
る
指
導
基
準
｣
に
基
づ
く
了
承
を
受
け
た
こ

と
か
ら
、
今
後
、
共
同
事
業
者
と
な
る
J
R
東
日
本
と
協

力
し
基
本
設
計
を
行
う
こ
と
と
な
り
ま
す
。

基
本
合
意
に
あ
る
よ
う
に
、
都
心
で
の
大
規
模
な
工
事

の
た
め
、
工
事
中
の
歩
行
者
通
行
の
現
況
サ
ー
ビ
ス
レ
ベ

ル
の
確
保
や
駅
機
能
を
生
か
な
が
ら
の
工
事
施
行
な
ど
多

く
の
工
事
行
程
上
の
制
約
の
下
、
全
体
の
工
事
期
間
は
概

ね
一
〇
年
を
目
標
と
し
、
基
盤
施
設
部
分
は
平
成
二
〇
年

代
前
半
を
、
J
R
駅
ビ
ル
は
平
成
二
〇
年
代
中
頃
の
完
成

を
目
指
し
ま
す
。



螂
瓣
/
都
南
鬮
範
と
週
略
事
業

榊
甫
稾
週
に
飜
け
る
脆
…
シ
重
尹
リ
ン
ク
◎

危
一丁

‐

道

　　　　 　 　 　 　　　　　　　

□
道チテセ 2003.3 2 7

国
土
技
術
政
策
総
合
研
究
所
道
路
研
究
部
道
路
研
究
室

一
は
じ
め
に

ニ

カ
ー
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
に
関
す
る
取
組
み
の

近
年
、都
市
の
商
業
環
境
の
変
化
や
景
気
低
迷
に
伴
い
、

現
状

中
心
市
街
地
の
衰
退
･
空
洞
化
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

1

自
動
車
共
同
利
用
と
カ
ー
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
の
定
義

今
後
、中
心
市
街
地
の
魅
力
を
回
復
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
、

自
動
車
共
同
利
用
と
は
、
｢複
数
の
人
が
共
同
で
車
両

道
路
整
備
な
ど
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
の
み
な
ら
ず
、
ソ
フ
ト

を
利
用
す
る
形
態
｣
を
示
す
言
葉
で
あ
り
、
自
動
車
の
利

的
な
施
策
を
複
合
的
に
組
み
合
わ
せ
た
対
策
が
求
め
ら
れ

便
性
を
生
か
し
つ
つ
、
都
市
交
通
に
お
け
る
過
度
な
目
動

て
い
る
。

車
依
存
を
軽
減
す
る
方
策
と
し
て
、
一
九
六
〇
年
代
後
半

本
稿
は
、
中
心
市
街
地
に
お
け
る
新
た
な
都
市
交
通
シ

頃
よ
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
導
入
が
試
み
ら
れ
、
我
が

匹こコス
テ
ム
と
し
て
、自
動
車
共
同
利
用
シ
ス
テ
ム
に
着
目
し
、

国
に
お
い
て
も
環
境
･
交
通
諸
問
題
に
対
す
る
社
会
的
関

ン　　

う
ち
カ
ー
シ
ェ
ア
リ
ン
グ

(o
聟
の
け自
適

の
都
市
交
通

心
の
高
ま
り
に
よ
り
、
低
公
害
車
両
･
I
T
S
技
術
等
を

に
お
け
る
位
置
づ
け
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
、
国
内
外
の

活
用
し
た
シ
ス
テ
ム
の
導
入
が
一
九
九
〇
年
代
後
半
よ
り

一

取
組
み
事
例
な
ど
を
も
と
に
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。

検
討
さ
れ
て
い
る

(表
1
)。

自
動
車
共
同
利
用
の
形
態
に
は

｢ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
リ
ン

表

グ

(
刃
五
の
の
け
PH目
m
(
o
p
[
せ
o
o
曰
ロ
m
あ
る
い
は
く
斜□

チューリッヒ)

,TIP(仏),White car(範),Green Car(英),Brussels
Vehlcle Experiment(ベルギー),プリート(日)等

カーシェアリングの誕生
(1948)

萌芽期(1960'~ 1970')

停滞期(1980'~ )

再評価期(199び~ )
環境意識の高まりや、IT、rrs技術の進展による車両管理技術
の高度化により、取組みが再び活発化
例:M obility Carsharing switzerland
(350自治体･900箇所、し760台、会員44,000人 200l年)



せ
8
攪
語
)
)｣
と
、
｢カ
ー
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
(〔封

幹
自
適
｣
の

三
形
態
が
あ
り
、そ
れ
ぞ
れ
下
記
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
。

①

ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
リ
ン
グ

(匹
号
の
け
雪
白
巴

複
数
の
利
用
者
で
車
両
を
空
間
的
に
シ
ェ
ア

(｢相
乗
り
｣
と
ほ
ぼ
同
義
)

②

カ
ー
シ
ェ
ア
リ
ン
グ

(0
穹
のけ自
適

複
数
の
利
用
者
で
車
両
を
時
間
的
に
シ
ェ
ア

カ
ー
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
の
運
営
上
の
仕
組
み
は
通
常
の
レ

ン
タ
カ
ー
と
類
似
す
る
部
分
も
多
い
が
、
当
初
友
人
･
知

人
同
士
の
小
規
模
で
自
然
発
生
的
な
共
同
保
有
が
次
第
に

組
織
化
さ
れ
、
一
定
の
約
束
事
の
も
と
に
運
営
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
発
展
の
経
緯
や
、
シ
ス
テ
ム
が
目
的
と
す
る

狙
い
の
違
い
な
ど
に
よ
り
、
レ
ン
タ
カ
ー
と
は
以
下
の
よ

う
な
特
徴
的
な
違
い
が
あ
る
。

参照 (http:!ゾwww agenda21.brem en.de/carをee′)

交通手段としての位置づけ

A
T
I
ll
l
l
l

自
由
度

.
利
用
者

(登
録
会
員
等
)
の
利
用
形
態
が
短
時
間
･

短
距
離
ト
リ
ッ
プ
中
心

(車
両
借
り
受
け
･
返
却
行

動
が
概
ね
ト
リ
ッ
プ
単
位
)

･
利
用
時
に
煩
雑
な
車
両
貸
出

(予
約
)
･
返
却
手
続

き
が
不
要

･
車
両
の
借
り
受
け
･
返
却
場
所
が
地
域
内
に
複
数
存

在
移
動
具
と
し
て
自
動
車
を
提
供
し
て
い
る
点
は
レ
ン
タ

カ
ー
と
共
通
で
あ
る
が
、
利
用
時
の
行
動
形
態
や
車
両
の

貸
出
･
運
行
形
態
は
、
鉄
道
駅
･
観
光
地
等
で
提
供
さ
れ

る
定
期
･
一
時
利
用
の
貸
し
自
転
車
に
近
く
、
ま
た
、
英

語
で
は
〆甘
く①-"
日
説
薄
葉
馬
と
解
説
さ
れ
て
い
る
場
合

も
あ
り
、
概
念
的
に
は
公
共
交
通
を
補
完
、
あ
る
い
は
公

共
交
通
と
自
家
用
車
の
中
間
に
位
置
す
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る

(図
1
)。

2

カ
ー
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
の
パ
タ
ー
ン

既
存
の
カ
ー
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
に
み
ら
れ
る
シ
ス
テ
ム
の

パ
タ
ー
ン
を
整
理
し
た

(表
2
)。
シ
ス
テ
ム
の
導
入
形

態
は
、
主
に
行
政
･
公
益
主
導
の
社
会
実
験

(せ
>
の
(“

年

.
米
)
、

ス
テ
ー
シ

ョ
ン
カ
ー

(
95
年

･
米
)

鶚
$
凶
コ
許
圃
(97
年

･
仏
)
等
)、
自
動
車
メ
ー
カ
主
導

の
実
証
実
験

(プ
リ
ー
ト

(
76
年

･
日
)
、
こ
の
田
せ
m
o

(
94
年

･
仏
)
等
)、
民
間
企
業

･
N
P
O
に
よ
る
事
業

化

･
ク
ラ
ブ
経
営

(弓
宅

(
71
年

･
仏
)
、
絢
>
↓
↓
◇
こ
弓
o

(88
年
･
独
)、
□
◎
の
(91
年

･
独
)
等
)
に
分
類
さ
れ
る
。

自
動
車
共
同
利
用
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、
海
外
に
お
い

て
一
九
七
0
年
代
前
半
に
実
験
や
事
業
化
が
行
わ
れ
た

が
、
い
ず
れ
も
失
敗
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、

当
時
は
人
手
に
よ
る
車
両
管
理
で
配
車
な
ど
に
手
間
取
っ

た
こ
と
や
、環
境
に
対
す
る
意
識
が
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
く
、

運
営
費
用
に
対
す
る
行
政
補
助
が
続
か
な
か
っ
た
こ
と
な

ど
が
考
え
ら
れ
る
。

一
九
七
0
年
代
に
一
旦
挫
折
し
た
カ
ー
シ
ェ
ア
リ
ン
グ

の
取
組
み
だ
が
、
一
九
九
〇
年
代
今
日
、
市
民
の
環
境
意

識
の
高
ま
り
な
ど
を
背
景
に
、
国
内
外
で
再
び
盛
ん
に
な

り
つ
つ
あ
る
が
、
我
が
国
に
お
い
て
は
高
度
道
路
交
通
シ

ス
テ
ム

(I
T
S

"
甘
言
曰
鳴
己
炉
営
超
oコ
の
濱
対
日
)

.

低
公
害
車

(電
気
自
動
車
等
)
の
ハ
イ
テ
ク
技
術
の
実
験

場
的
性
格
の
も
の
が
多
く
、
現
段
階
で
は
採
算
を
重
視
し

て
い
な
い
も
の
が
多
い
。

一
方
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て

は
、
我
が
国
と
同
様
の
コ
ン
セ
プ
ト
の
取
組
み
の
他
、
ス

イ
ス
、
ド
イ
ツ
な
ど
で
は
事
業
と
し
て
の
成
立
を
強
く
念

頭
に
置
い
た
組
織
化
が
広
が
り
つ
つ
あ
り
、
そ
の
よ
う
な

取
組
み
で
は
、
は
じ
め
は
中
古
の
ガ
ソ
リ
ン
車
を
充
当
す

る
な
ど
、
柔
軟
な
運
営
が
な
さ
れ
て
い
る
。

3

我
が
国
に
お
け
る
カ
ー
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
の
取
組
み
状

況我
が
国
に
お
け
る
最
近
の
カ
ー
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
実
証
実

験

･
社
会
実
験
等
の
取
組
み
状
況
を
整
理
し
た

(図
2
、

表
3
~
5
)。



表 2 自動車共同利用システムのパターン

システムのパターン 留意点 代表的な事例

都心部 駐車場の適切な配置が必要である。 PR/、X lTEL、Crayon('99,日)等

郊外部 鉄道駅周辺にP&R用の駐車場を確保する必要がある。 ステーションカー、エコP&R(｣99,日)等

乗捨型 会員のベアリングを考慮するなど、車両偏在化を防ぐ工夫が必要となる。 u SELEC、ICVS('99,日)等

一定型 前利用者から返却されないと、その後の利用予定に支障を来す場合がある. 離乳,門rAUT0、神戸エコカー('98,日)等

日中業務 小荷物運搬のスペース確保を考慮する必要がある。 Crayon、業務!TS/EVぐ99,日)等

通勤帰宅 パス通勤、徒歩･自転車利用からの転換を誘発しないようにする必要がある。 ステーションカー、エコP&R等

買物･余暇 タクシーやバス利用からの転換を誘発しないようにする必要がある。 都心レンタカー('99,日)、セカンドカーぐ99,日)等

定額料金 利用予定がない場合でも車両をキープされ、稼働率が低下する場合がある。 PFa XITEL、神戸エコカ一等

対時間･距離料金対時間制の場合は目的地での駐車時間等の扱いを考慮する必要がある。 STA T TA UTO等

ピークノオフピーク料金平日の朝夕ピーク利用をオフピー外こ誘導して平準化を図る。 Pfa XITBL等

訪問者用料金 車両を貸し出す際の難の管理を徹底する必要がある。 PRP、X ITEL等

あり 前利用者が超過利用すると、後利用者に影響を及ぼす場合がある。 LISBLEC、業務ITS/EV等

なし 車両の利用パターンを定常化する必要がある。 エコP&R等

あり 個人情報の取り扱いに注意が必要となる。 ステーションカー、Crayon等

なし 航続可能距離を超えた地域への走行による車両放置を防ぐ必要がある。 STATTAUT0、ECS等

低公害車 車両コストが比較的高く、充電器など付属施設が必要となる。 ステーションカー、ICVS等

ガソリン車 参加のインセンティブを促す手段に乏しい。 STATTAUT0、ECS等

京都パブリックカー(京都)

討議 膿;U“EV住毫地セカンドカー鯛餓)

‘ナい-まんな官s(関西文化学術研究都市) 毬 幽働車共同利用襲職(三廉)
　 　　　　

構蟻繃鬘廳糊臟緘熱く*廉 ミ き-すき,,い 貞廳共圏荊用奏鹸 鰄 ,北区)
　　 　

　　　　　　　　　
をシェアリングネット鰔福岡) 隣 経 費 な 囃 す ･･

繊鰍 * 滅 機構瀕3
　　　　

エコ･P & R (海老名、藤沢、厚木)

□ 薬務利用中心

□ 私事中心

□ 遍鋤私事藁競混合

図 2 国内におけるカーシェアリングの取組み状況
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我
が
国
に
お
い
て
は
、
市
街
地
に
お
け
る
高
密
度
な
土

地
の
利
用
状
況
及
び
自
動
車
保
有
時
の
駐
車
場
設
置
義
務

(車
庫
法
)
等
の
特
徴
か
ら
、
各
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
も
、

①
自
動
車

(駐
車
場
)
保
有
コ
ス
ト
が
高
い
大
都
市
中
心

部
、
②
セ
カ
ン
ド
カ
ー
用
の
駐
車
場
を
敷
地
内
に
確
保
し

に
く
い
郊
外
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
等
、
駐
車
場
用
地
が
不
足

し
が
ち
な
地
域
の
ニ
ー
ズ
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て
い
る
点

が
共
通
し
て
い
る
。

表3 国内におけるカーシェアリングの取組み事例

対象形態 業務利用中心 通勤私事･業務混合

システム名 ITS/EVシテイーカー
システム

電気貨物自動車共同
利用システム 鮒

!TSモデル地区実験i
n豊田

京都パブリックカー

主財政支援組織 経済産業省 (財)日本電動車両協
会 トヨタ自動車

晦
新エネルギー･産業
技術総合開発機構

連絡先･窓口 CEVシェアリング
(株)

(財)都市交通問題調
査会 敵 愛知県豊田市 最適化研究所

実施地域 横浜市MM2地区他 大阪市中心部 豊田市および周辺都
市 豊田市 京都市中心部

都市人口 345万人 260万人 35万人 35万人 147万人

都市面積 434km2 221km2 290km2 290km2 610km2

市内公共交通機関 地下鉄、
新交通、

バ
ス、タクシー

地下鉄、
新交通、パ

ス、タクシー
バス、

タクシー バス、タクシー
地下鉄

、
バス、タクシー

実施地域の特徴 再開発業務商業地 業務中心地 企業城下町 企業城下町 歴史的観光都市

実施時期 1999年9月~
2000年4月~2002年3
月 2000年5月~ 2001年3月~

20ol年1月~2002年
11月

受け渡し駐車場最寄
り駅 桜木町駅他2駅 西梅田駅他7駅 豊田市駅など 豊田市駅など 京都駅他6駅

大都市中心部からの
鉄道所要時間

30分(東京駅)
5分(横浜駅)

駅伏枌~ 獄名粉 總焔枌 駅震戦餓
メインユーザー 都心部業務利用 鞠椚 鰄禰轢鰤

却鯲 緘癇
廳諦朔鯲 鵜生競鰍

者
地
住

主要目的 蝸梅野蹴勘開
部
面

中
輌

集
薄

所
螂

業
叡

事
捗

模
知

親
に
保

小
市
確 飜磯砿澗鰯 萩癪

郊
ビ や

光
確蝦癈椴杷

利用車両 2人乗り小型車
、4人

乗り小型貨物車 鱗燻 轆朝乗2一 雙朝乗2 鞭助索クー

受け渡し駐車場箇所
数 10カ所 蜥 蜥 瀰 洲
車両台数 30台 給 玲 冶 鰭
利用者敷く個人登録) 300人 ー 似 穰似 棘利用会社数 鰊 ー 臥1 5蟹16 -

事前予約システム 電話、インターネット、i-mode 対“縦 秘“顧 勢ネ淳イ. 狄嬬俳聾充電形式 インダクティブ
コンダクティブ方式 褓かコ ““ “僂 "解

利用料金 5千円/月十200円/30
分等 料無 料無 料無 分欣

‘
円

た
鰐

ま
事

分
“難リム1-
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実施地域の特徴

人

ス

解
散

シ

数

社

約

式

者

会

予

形

用

用

前

電

利
利

事

充

三

ま
と
め

当
研
究
室
で
は
カ
ー
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
の
効
果
や
可
能
性

を
検
証
す
る
た
め
、
神
奈
川
県
下
で
実
施
さ
れ
た

｢
エ

コ
･
パ
ー
ク
ア
ン
ド
ラ
イ
ド

(以
下
エ
コ
P
&
R
)
社
会

実
験
｣
に
関
東
地
方
整
備
局
、
横
浜
国
道
工
事
事
務
所
等

と
と
も
に
参
画
し
た
。
以
下
に
エ
コ
P
&
R
社
会
実
験
及

び
国
内
各
地
の
事
例
収
集
に
よ
り
得
ら
れ
た
知
見
な
ど
か

ら
、
都
市
交
通
に
お
け
る
カ
ー
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
の
位
置
づ

け
や
意
義
を
ま
と
め
た
。
(エ
コ
P
&
R
社
会
実
験
の
詳

細
に
つ
い
て
は
本
誌
二
〇
〇
二
年
六
月
号
を
参
照
)。

1

都
市
交
通
に
お
け
る
カ
ー
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
の
位
置
づ

け
と
意
義

=

利
用
者
の
視
点
に
よ
る
位
置
づ
け
と
意
義

個
人
利
用
者
は
駐
車
料
金
や
バ
ス
定
期
運
賃
、
事
業
所

利
用
者
は
リ
ー
ス
車
両
の
料
金
や
使
い
勝
手
と
の
比
較
に

よ
り
カ
ー
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
を
評
価
し
て
お
り
、

図
1
に
示
す
と
お
り
、
公
共
交
通
を
補
完
、
あ
る
い
は
公

共
交
通
と
自
家
用
車
と
の
中
間
に
位
置
す
る
も
の
と
し
て

受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
利
用
者
の
多
く
は
カ
ー

シ
ェ
ア
リ
ン
グ
を
自
家
用
車
よ
り
環
境
へ
の
負
荷
が
低
い

交
通
手
段
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

②
行
政
の
視
点
に
よ
る
位
置
づ
け
と
意
義

行
政
の
視
点
で
は
、
カ
ー
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
は
公
共
交
通

を
補
完
す
る
形
で
地
域
の
モ
ビ
リ
テ
ィ
を
高
め
、
自
動
車

.?" も首斧千セ 2nn礼3



交
通
か
ら
公
共
交
通
へ
の
転
換
を
促
す
手
段
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
る
。

自
動
車
交
通
か
ら
公
共
交
通
へ
の
転
換
に
は
、
出
発
地

か
ら
目
的
地
ま
で
公
共
交
通
と
徒
歩
や
自
転
車
の
み
で
円

滑
に
移
動
可
能
で
あ
る
こ
と
が
条
件
で
あ
る
。
し
か
し
な

表4 国内におけるカーシェアリングの取組み事例

対象形態 通勤私事･業務混合

システム名 エコ･パークアンドライド けい-まんなiTS NPO法人カーシェアリ
ングネットワーク

主財政支援組織 国土交通省 経済産業省 福岡市
、
九州電力

連絡先･窓口 エコ･パークアンドライド推進協議会 (財)関西文化学術研
究都市推進機権

環境NGO西日本リサ
イクル運動市民の会

実施地域 海老名市 藤沢市 厚木市 京都府相楽郡精華
町、

木津町 福岡市東区箱崎

都市人口 12万人 38万人 2f万人 6万人 f30万人
都市面積 26km2 89km2 94km2 49km2 339km2

市内公共交通機関 バス、タクシー
モノレール、路面電
車
、
バス、タクシー

バス、タクシー バス、
タクシー

地下鉄
、
バス、

タク
シー

実施地域の特徴 郊外ベッドタウン･漿
務地混在地域

郊外ベッドタウン･業
路地混在地域

郊外ベッドタウン･業
機地混在地域 大規模開発途上地域都市内住居地･業務

地混在地域

実施時期 2000年f月~ 2001年3
月

2001年10月~2加2年
3月

2002年8月~2004年3
月(予定)

2002年1-月~2002年
12月 2002年10月~

受け渡し駐車隅最寄
り駅 海老名駅 湘南台駅 本厚木駅 高の原駅 箱崎宮前駅

大都市中心部からの
鉄道所要時間

60分(新宿駅)
30分(横浜駅) 稼鰈

蜥
鏑鯲紛 繖鰍

蜥
籟粉粉 纐纈

凉
解紛粉

駅鰐粉

メインユーザー 灘巍
蹴用

雜想鯏
郊
部
稟

者
所

勤
稟

通
事繃

用

住
駅

外
外
務

郊
郊
藥

者
所

勧
業

通
事醜

穢
用

住
駅

外
外
務

郊
郊
案

居坐員藁従城
者

地
住

居生員從
｣

城
者

地
住

主要目的 駅周辺での駐車場用
地節約 緘総保 緘般保 終鵺

繃骸僻總
文
の 飜鰍鵺翻錺

利用車両 2人乗り小型車
狄
リ顛動

功
型

乗
小

狄
剩
の 藝明棗クー

メ轆剩増
臥
劾 燃暮受け渡し駐車場箇所

数 5ヵ所 捌 婦 齋 猟
車両台数 18台 台省 胎 姶 姶
利用者敷く個人登録) 12人 狄 鉄 狄 …利用会社数 8社 鰍 罐 - ー
事前予約システム - - 対粁“ 話竈

充電形式 インダクテイブ “多 “傷 - “傷
利用料金 通勤江万円/月

業務潤お万円/月 繊鯨 覇游妨職 霧篤鼾 伽円校偏難
肌 鍬鉗靴

mき *鈎 鮴“ 汽熾

繊

当

援

詫

竃

多

必

瓱

-ア

惚

ス

剛期

対

シ

主

が
ら
、
現
実
に
は
フ
ィ
ー
ダ
ー
部
(出
発
地
↓
最
寄
り
駅
、

目
的
地
最
寄
り
駅
↓
目
的
地
な
ど
)
の
移
動
が
不
便
で
、

公
共
交
通
へ
の
転
換
が
現
実
的
で
な
い
こ
と
が
ま
ま
あ

る
。
カ
ー
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
は
、
一
定
の
人
口
集
積
が
あ
り

な
が
ら
も
バ
ス
の
利
用
が
不
便
な
郊
外
や
、
駐
車
場
等
の

襁
約

式

金

予

形

料

輔
縄
稠

車
両
保
有
コ
ス
ト
が
高
い
中
心
市
街
地
に
お
い
て
、
車
両

受
け
渡
し
拠
点
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
し
て
最
寄
り
駅
と
の

連
携
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
自
動
車
交
通
か
ら
公
共
交
通

へ
の
転
換
を
促
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

2

都
市
再
生
の
視
点
に
よ
る
位
置
づ
け
と
意
義

一
般
に
都
市
再
生
と
い
っ
た
場
合
、
都
市
の
意
味
を
広

域
的
に
捉
え
た
都
市
圏
全
体
の
活
性
化
と
、
や
や
狭
く
捉

え
た
中
心
市
街
地
の
活
性
化
の
二
つ
の
視
点
が
考
え
ら
れ

る
。
都
市
の
活
力
に
は
様
々
な
要
因
が
影
響
し
て
お
り
、

交
通
も
そ
の
中
の
一
つ
の
要
因
に
過
ぎ
な
い
が
、
中
心
市

街
地
に
賑
わ
い
を
残
し
て
い
る
都
市
は
、
公
共
交
通
指
向

型
の
ま
ち
づ
く
り
を
行
っ
て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
多
く
み

ら
れ
る
。
ま
た
、
自
動
車
社
会
が
高
度
に
発
達
し
た
ア
メ

リ
カ
に
お
い
て
も
、
近
年
は
公
共
交
通
指
向
型
開
発

(T

O
D

M
炉
営
め岫[◇
ロ
のヨ
のQ
潔
く巴
o□B
g
･
や
伝
統
的
近

隣
地
区
開
発

(T
N
D
…
弓
匡
曲
町
o
口
巴
Z
o
品
け
g
彗
o
o
a

潔
く
のけ
も
B
①□
●

と
い
っ
た
ま
ち
づ
く
り
が
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
き
て
お
り
、高
い
住
民
満
足
を
受
け
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
我
が
国
に
お
い
て
も
中
心
市
街
地

の
活
性
化
に
は
地
域
の
モ
ビ
リ
テ
ィ
向
上
が
重
要
な
要
素

の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

地
域
の
モ
ビ
リ
テ
ィ
向
上
に
は
様
々
な
手
法
が
考
え
ら

れ
る
が
、
カ
ー
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
は
、
都
市
の
中
心
的
な
駅

周
辺
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ
り
地
域
の

モ
ビ
リ
テ
ィ
を
向
上
さ
せ
、
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
寄



与
す
る
手
法
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
さ
ら
に

同
様
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
他
の
駅
や
都
市
圏
全
体
に
多
数

展
開
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
幹
線
系
道
路
の
交
通
量
や
車

両
利
用
距
離
が
減
少
し
て
大
気
質
が
改
善
さ
れ
、
環
境
の

面
か
ら
も
都
市
が
再
生
さ
れ
る
。

3

今
後
の
展
開

我
が
国
に
お
け
る
自
動
車
共
同
利
用
シ
ス
テ
ム

(主
に

カ
ー
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
)
に
関
す
る
取
組
み
は
、
I
T
、
I

T
S
技
術
の
応
用
や
低
公
害
車
の
普
及
促
進
を
目
的
と
し

た
事
例
が
多
く
、
ま
ち
づ
く
り
の
観
点
や
総
合
交
通
体
系

表5 国内におけるカーシェアリングの取組み事例

対象形態 私事中心

システム名 ITS/EV住宅地セカン
ドカー 様ガ幻窃胴蜘滕

主財政支援組織 経済産業省 交通エコロジー･モビリティ財団

連絡先･窓口 (財)自動車走行電子
技術協会 競

実施地域 稲城市多摩ニュー夕
ウン

東京都北区王子 三鷹市下連雀

都市人口 7万人 32万人 18万人
都市面積 18km2 21km2 17km2

市内公共交通織闘 収 地下鉄、路面電車
、バス、タクシー

バス、タクシー

実施地域の特徴 郊外ベッドタウン
都市内住居地･築務
地混在地域

都市内住居地･業務
地混在地域

実施時期 l999年9月~
2001年9月~2001年
12月

200l年to月~2002年
1月

受け渡し駐車場最寄
り駅 稲城駅 王子駅 三鷹駅

大都市中心部からの
鉄道所要時間 駅蜥枌 穂憲

煉
は粉紛

駅蜥扮

メインユーザー 鱗日雛照
者

郊
在 者居住鱗 者居住鱒

主要目的 飜纖琳 棘癪
都
ビ 森蝸蝋鞠窃

利用車両 坂誠馴燻 牌賑躰願 廳縣珊願
受け渡し駐車場箇所
数 禰 瀰 婦
車両台数 姶 冶 姶
利用者数(個人登録) 叺第 秋 臥
利用会社数 - ー -
事前予約システム 熟録ン莪

ぬ
醸
輛 秒争“議 沫淋“*猷

稲
充電形式 薇新 一 -

利用料金 獨鯆プ霧鰡鍋 猯贈畑
仇
街禰癬 獅網彬翻

堺 彰練“晦 http://MM私6oonno.orJp/

の
中
で
の
位
置
づ
け
が
明
確
で
な
い
も
の
も
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
純
粋
な
営
利
を
目
的
と
し
た
事
業
化
で
は
、
バ

ス
利
用
者
か
ら
の
転
換
誘
発
な
ど
が
懸
念
さ
れ
る
。

ま
た
、
国
内
に
お
け
る
取
組
み
事
例
は
い
ず
れ
も
交
通

流
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
規
模
で
は
な
い
た
め
、
実
際

の
効
果
は
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
。
今
後
は
、
自
動
車
共
同

利
用
シ
ス
テ
ム
を
広
範
囲
に
導
入
し
た
際
の
効
果
を
定
量

的
に
分
析

･
評
価
す
る
と
と
も
に
、
シ
ス
テ
ム
が
具
備
す

べ
き
要
件
を
整
理
し
、
総
合
交
通
体
系
に
お
け
る
自
動
車

共
同
利
用
の
位
置
づ
け
等
に
つ
い
て
さ
ら
に
調
査
を
進
め

る
予
定
で
あ
る
。

参
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験
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一

は
じ
め
に

平
成
一
五
年
通
常
国
会
に
お
い
て
、
今
後
の
道
路
整
備

の
大
き
な
方
向
付
け
を
行
う
次
の
四
本
の
法
案
が
提
出
さ

れ
る
。
い
ず
れ
も
二
月
四
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
、
本
通
常

国
会
に
お
い
て
早
期
の
成
立
が
望
ま
れ
る
。

二

｢社
会
資
本
整
備
重
点
計
画
法
｣
及
び
｢社

会
資
本
整
備
重
点
計
画
法
の
施
行
に
伴
う
関

係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
｣
に
つ
い
て

従
来
、
社
会
資
本
整
備
に
関
す
る
長
期
計
画
は
そ
れ
ぞ

れ
の
分
野
ご
と
に
定
め
ら
れ
て
い
た
が
、
予
算
配
分
の
硬

直
性
、
事
業
間
の
連
携
の
不
十
分
さ
な
ど
の
弊
害
が
指
摘

さ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
批
判
を
踏
ま
え
、
｢社
会
資

本
整
備
重
点
計
画
法
｣
は
、
平
成
一
四
年
度
及
び
一
五
年

度
に
終
期
を
迎
え
る
九
本
の
長
期
計
画
を
一
本
化
し
、
連

い
、
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
を
廃
止
。

携
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
政
策
目
標

(ア
ウ
ト
カ
ム
)

③

揮
発
油
税
等
の
充
当
、
国
の
負
担
･

レ
ベ
ル
で
重
点
化
を
行
い
、
社
会
資
本
の
重
点
的
、
効
率

的
な
整
備
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
標
に
、
新
た
な
長
期
計

画
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
伴
い
、
港
湾
、
都
市
公
園
、
下
水
道
の
緊
急
措

置
法
は
廃
止
さ
れ
、
治
山
治
水
緊
急
措
置
法
か
ら
治
水
に

係
る
規
定
が
削
除
さ
れ
る
と
と
も
に
、
道
路
関
係
の
緊
急

措
置
法
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
な
改
正
が
な
さ
れ
る

(｢社
会
資
本
整
備
重
点
計
画
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律

の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
｣)。

の
道
路
整
備
緊
急
措
置
法

①

法
律
名
を

｢道
路
整
備
費
の
財
源
等
の
特
例
に

関
す
る
法
律
｣
に
改
正
。

②

社
会
資
本
整
備
重
点
計
画
へ
の
一
本
化
に
伴

③

揮
発
油
税
等
の
充
当
、
国
の
負
担
割
合
の
特
例

等
の
措
置
を
平
成
一
五
年
度
以
降
の
五
箇
年
間
に

延
長
。

④

社
会
資
本
整
備
重
点
計
画
に
即
し
て
、
揮
発
油

税
等
を
充
当
し
て
行
う
五
箇
年
間
の
道
路
の
整
備

に
関
す
る
事
業
の
量
を
閣
議
決
定
。

⑤

揮
発
油
税
等
の
充
当
対
象
と
し
て
、
道
路
整
備

に
密
接
に
関
連
す
る
環
境
対
策
事
業
等
を
追
加
。

②
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
関
す
る
緊
急
措
置

法①

法
律
名
を

｢交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
の
推

進
に
関
す
る
法
律
｣
に
改
正
。

②

補
助
等
を
行
う
道
路
の
指
定
、
社
会
資
本
整
備

重
点
計
画
に
即
し
た
実
施
計
画
の
策
定
、
補
助
特

道
路
局
路
政
課
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例
な
ど
警
察
庁
と
国
土
交
通
省
が
連
携
し
た
重
点

的
な
事
業
実
施
の
仕
組
み
を
措
置
。

く社会資本整備重点計画>
=平成1 6年度以降の6箇年間を計画期間

園　
　

　
　

　
　

湾

、
満
期

　
　緑地、下水道、河川、砂防、地すべり、急傾斜地、海岸

(事業の効果を増大させるため一体として実施される事業や
ソフト施策を含む)

0対象とする社会資本整備事案

　
　
　

　

　　
　　

　　　

　
　
　

　

　
　　　　　
　
　

　　　　

　

　　　
　　　　　　

　　　　
　

　　　　　　
　　　

繊
繃
黛
"
鯰
鰯
顱
鯛
拂
勲
襁
,
,
,
,
,“報

象叙緊急措置法

< 計画の策定 ･実施プロセス>

　　　　　　　　　　　 　　　　
･社会経済情勢の変化に対応した計画期間中の見直しを餓務付け
･政策評価の実施

⑧その他事業の重点的、効果的かつ効率的な実施に関し必要な

①重点目標とその灘戒のため実施すべき事業の綴要
→アウトカム (成果)目標に重点 (総事業費は内容としない)

②事梨を効果的かつ効率的に実施するための措置
→社会資本整備の改革の取組み方針を明示

･地 民等の理解と協力の確保

地域特性 ･民間活力活用等への配慮 等　

　
　

　

　
　

念
分

項
組
秒

　
　

　
　
　

基
,

瓶
@

0

O

9本の事案分野別計画面

※

化

繊
靴
鰯
,
の
た
め
の

終
漿
は

　　

　　
　　
　
　

　
　　
　

　
　
　

三

｢本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
の
債
務
の
負
担

の
軽
減
を
図
る
た
め
に
平
成
一
五
年
度
に
お

い
て
緊
急
に
講
す
べ
き
特
別
措
置
に
関
す
る

法
律
｣
及
び

｢高
速
自
動
車
国
道
法
及
び
沖

縄
振
興
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
｣
に
つ
い
て

こ
れ
ら
二
法
案
は
、
道
路
関
係
四
公
団
の
民
営
化
に
関

す
る
当
面
の
措
置
と
し
て
平
成
一
四
年
一
二
月
三
一日
の

政
府

･
与
党
協
議
会
申
し
合
わ
せ
に
お
い
て
決
定
さ
れ
た

事
項
に
つ
い
て
、
予
算
関
連
法
案
と
し
て
措
置
す
る
も
の

で
あ
る
。

の
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
の
債
務
の
負
担
の
軽
減
を

図
る
た
め
に
平
成
一
五
年
度
に
お
い
て
緊
急
に
講
育

べ
き
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律

本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
の
財
務
状
況
に
か
ん
が
み

そ
の
債
務
の
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
政
府
は
、

本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
の
債
務
の
う
ち
、
政
令
で
定

め
る
長
期
借
入
金
及
び
本
州
四
国
連
絡
橋
債
券
に
係

る
債
務
を
一
般
会
計
に
お
い
て
承
継
す
る
こ
と
等
を

規
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
な
承
継
債
務
は
政

令
で
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
約
一
･
三
兆

円
の
債
務
が
一
般
会
計
に
承
継
さ
れ
、
自
動
車
重
量

税
の
一
部
を
そ
の
返
済
に
充
て
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
o
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②
高
速
自
動
車
国
道
法
及
び
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法

の
一部
を
改
正
す
る
法
律

日
本
道
路
公
団
に
代
わ
る
新
会
社
に
よ
る
整
備
の

補
完
措
置
と
し
て
、
必
要
な
高
速
道
路
を
建
設
す
る

た
め
、
国
と
地
方
の
費
用
負
担
に
よ
る
新
た
な
直
轄

事
業
を
導
入
す
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
な
負
担
割

合
は
政
令
で
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
高
速

自
動
車
国
道
の
新
設
、
改
築
に
係
る
国
の
負
担
割
合

は
三
/
四

(北
海
道
に
お
い
て
は
八
･
五
/
一
0
、

沖
縄
に
お
い
て
は
九

･
五
/
-
○
)
が
想
定
さ
れ
て

い 沖
る 縄
o に

お
し、

ゞ備讃主流…,.･…….‐一●,……--1,.･….".… .….….…

料金収入を活用した盤帯　
　　　　　　　　　　　

　
　　　　　　　　 　　

　
　　

　　 　　　　

料金収入を活用した整備　 　 　 　　　　　　　
負担割合 国:3角 地方:l/4

日本道路公団に代わる顔雛による
整備･管理部難しいと見込業れる

平成15年度予算 事梨費:約1,300徳円
国費: I,000億円

法改正後の高速自動車国道の整備スキーム

本四公団
国債整理中特別会計 承總 切囃し

債務 約2.眺円
約1.34兆円 出資金 約0.9兆円

一般会計 計 約3,4兆円

H 15~ H 19

全体予算顫 約乱 47“K円(利払い含む)
H 15年度予算額 2,245億円

本州四国連絡橋公団債務の処理スキーム

に夢簸鰡〕

平成14年12月l2日(木) ｢道路関係四公団の民営化について｣ 政府 ･与党申し合わせ (抄)

2 . 平成 16 年度予算に関連する事項

によ) 杯･ 1.3 *
による出資の期間を平成 34

の旭
で、lo

早期に処理するとと
ことにより、 将来におもに、 国及び地方による出、 の期間 平浅 34 ‐ で lo 年【 長 p こ に )、 将ユ‐こ o

ける国民負担の膨張を避けるとともに、 現行料金の引上げを前提とせずに本四架橋としての自

立的経営を可能なものとする。 (後略)
② 新直轄方式の導入

新会社による整備の補完措置として、 必要な高速道路を建設するため、 国と地方の負担

(国 :地方= 3 : 1 ) による新たな直轄事業を導入する。 また、これに伴い新たに必要となる

地方負担を考慮して、国から地方へ税源移譲を行う。
③ この直轄による整備は、 できる限り少ない財政負担で高速道路ネットワークを整備する観点

から、 1 . ①のコスト縮減や新会社による投資可能額を踏まえ、 約 3兆円を現時点での目安と

し、 今後の交通需要、 金利動向等を踏まえ、 必要に応じ見直すものとする。 また、 対象とする

路線は、 料金収入により管理費を賄えない路線など、 新会社による整備 ･管理が難しいと見込

まれる路線 ･区間とする。

　　　　　　　　　
債務の切り離し
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道
路
整
備
費
の
財
源
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律

目̂
的
)

第
一条

こ
の
法
律
は
、
道
蹄
(遭
難
法
(昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
)

に
よ
る
道
路
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
の
交
通
の
安
全
の
確
保
と
そ
の
円
滑
化

を
図
る
と
と
も
に
、
生
活
環
境
の
改
普
こ
擬
す
る
た
め
、
道
5

9尉
灘

等
に
関
す
る
特
併
を
定
め
、
も
つ
て
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
と
国
民
生
活
の

向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

定̂
義
)

築
三
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
｢道
路
整
備
費
｣
と
は
、
高
速
自
動
車
国
道
及
び

一;
"‐
,.港
に
政
令
で
定
め
“秀

′
%
‐の
他
ハ
潴
吊
り
新
設
、
改
築

,
維
持
凌
げ
炙
蓄
と
掲
T
b
事
実

こ̂
れ
こ
纏
妾
.‐周
誼~ず･る
菱
小坑t

そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
事
葉
を
含
む
。
以
下
｢道
路
の
整
備
に
関
す
る
事
業

｣
と
い
う
。
)
の
実
施
に
要
す
る
国
が
支
弁
す
る
経
費
を
い
う
。

(道
路
整
備
費
の財
源
)

第
三
条
政
府
は
、
平
成
十
五
年
度
以
降
五
箇
年
間
は
、
毎
年
度
、
次
に
掲
げ
る

願
の
合
算
額
(当
該
年
度
の
前
々
年
度
の
揮
発
油
税
の
収
入
頴
の
予
算
額
の
全

額
及
び
石
油
ガ
ス
視
の
収
入
額
の
予
算
額
の
二
分
の
一に
相
当
す
る
金
額
の
合

算
額
(以
下
｢揮
発
油
税
等
の
収
入
額
の
予
算
額
｣
と
い
う
。
)
が
同
年
度
の

揮
発
油
税
の
収
入
額
の
決
算
額
の
全
額
及
び
石
油
ガ
ス
税
の
収
入
額
の
決
算
額

の
二
分
の
一に
相
当
す
る
金
廟
の
合
算
顔
(以
下
『揮
発
油
税
等
の
収
入
額
の

決
算
額
｣
と
い
う
。
)
を
超
え
る
と
き
は
、
第
一号
に
掲
げ
る
顫
か
ら
当
該
超

え
る
板
を
控
除
し
た
瓶
)
に
相
当
す
る
金
額
を
道
路
蛭
籤
費
の
財
源
に
充
て
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
当
該
年
度
の
揮
発
油
税
等
の
収
入
額
の
予
算
額

二
当
鼓
年
度
の
前
々
年
度
の
揮
発
油
税
等
の
収
入
額
の
予
算
額
が
同
年
度
の

揮
発
油
税
等
の
収
入
額
の
決
算
額
に
不
足
す
る
と
き
は
、
当
跛
不
足
額

2
政
府
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
露
戍
一五
年
度
口′費
3
鐙
年
間
は

、
附
敢
の
許
す
範
囲
内
に
お
い
て
、
道
路
整
備
費
の
財
源
に
つ
き
必
要
な
措
置

を
鵠
す
る
も
の
と
す
る
。

3
国
土
交
通
大
臣
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
描
鑽
を
辯
じ
て
平
成
十
五
年
度

以
降
五
箇
年
間
に
行
う
べ
き
道
路
の
難
儀
に
関
す
る
事
業
の
舩
の
案
を
作
成
も

て
簑
盡
6
米
狸
ノ.文
ゆ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
前
項
の
事
嫌
の
量
は
、
社
会
資
本
整
備
露
点
計
画
法
(平
成
十
五
年
法
律
第

号
)
第
二
条
第
一項
に
規
定
す
る
社
会
資
本
整
備
重
点
計
画
に
期
し
た

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

6
国
土
交
通
大
臣
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
閣
離
の
決
定
が
あ
っ
た
と
き
は

、
髭
滋
実
~
同
項
の
野↑摂
の
津
‘

;
′
知
事
に
通
知
し
状
ナ
も
ま
な
ら

な
い
c

8
同
三
項
の
規
定
は
、
第
三
項
の
事
業
の
惧
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
堝
合
に
っ

改

正

案

決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
道
路
整
薊
五
箇
年
計
園
に
は
、
次
の
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
五
範
年
間
に
行
う
べ
き
道
路
の
膨
鏥
の
日
舞

--
五
箇
年
間
に
行
う
べ
き
道
路
の
蟹
畑
の
事
案
の
握

3
建
設
大
臣
は
、
第
一項
の
規
定
に
よ
1
‘i
i
.｣
-f
‘
"
I
‘
;
萃
f
ま

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
案
の
う
ち
高
速
自
動
車
国
道
に

係
る
部
分
に
つ
い
て
‐
f‘
"̂
隠
、
経
済
企
画
庁
茂
危
う"--=
--F
妻
歎
に
、

そ
の
他
の
部
分
に
つ
い
て
は
経
済
企
画
庁
長
官
及
び
国
土
庁
長
官
に
協
議
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
建
設
大
臣
は
、
第
一項
の
規
定
に
よ
る
閣
議
の
決
定
が
あ
った
と
き
は
、
遅

滞
な
く
、
}

止=
変
針
ロ
ン.琵
道
府
與
知
螂
と
歪
印
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

6
第
一項
、
第
二
顫
筬
び
前
項
の
規
定
は
、
遵
虐
!
-
“飾
年
計
画
を
変
更
し

ま
う
と
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一項
及
び
前
項
中

-建
設
大
臣
｣
と
あ
る
の
は
、
一国
土
交
通
大
臣
｣
と
談
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。道̂

路
整
備
費
の
財
瀬
)

第
三
条
政
府
は
、
平
成
十
年
度
以
降
五
箇
年
間
は
、
毎
年
度
、
次
に
掲
げ
る
顔

の
合
算
額
(当
該
年
度
の
前
々
年
度
の
懲
冤
汕
蹟
の
収
入
額
の
予
算
額
の
全
額

及
び
石
油
ガ
ス
税
の
収
入
額
の
予
算
額
の
二
分
の
一に
相
当
す
る
金
額
の
合
算

額
(以
下
｢揮
発
油
税
等
の
収
入
額
の
予
算
額
｣
と
い
う
。
)
が
同
年
度
の
揮

発
満
税
の
収
入
額
の
決
算
額
の
全
額
及
び
石
油
ガ
ス
税
の
収
入
額
の
決
算
額
の

二
分
の
一に
相
当
す
る
金
額
の
合
算
領
(以
下
｢揮
発
油
親
等
の
収
入
額
の
決

算
額
｣
と
い
う
。
)
を
超
え
る
と
き
は
、
第
一号
に
掲
げ
る
額
か
ら
当
篏
超
え

る
頬
を
蓬
除
し
た
飯
)
に
相
当
す
る
金
額
を
道
路
整
襁
五
箇
年
針
園
の
実
施
に

要
十
う
回
泙
支
弁
十
る
経
費
(以
下
-

"
:
‐と
い
う
c
)
の
財
源
に

充
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
当
該
年
度
の
揮
発
曲
説
等
の
収
入
額
の
予
算
額

二
当
該
年
度
の
前
々
年
度
の
揮
発
油
観
等
の
収
入
額
の
予
扉
額
が
同
年
度
の

揮
発
油
説
等
の
収
入
額
の
決
算
額
に
不
足
す
る
と
き
は
、
当
該
不
足
額

2
政
府
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
通
路
整
備
五
箇
年
計
画
を
実
施
す

る
た
め
、
財
政
の
許
す
範
囲
内
に
お
い
て
、
同
項
の
道
路
整
備
費
の
財
源
に
つ

き
必
要
な
描
恆
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

、
改
築
、
維
持
及
び
修
繕
(以
下
｢道
路
の
留
側
｣
と
い
う
◇
)
に
欄
す
る
計

第
二
条
建
設
大
臣
は
、
平
成
十
年
度
以
降
五
,髓

鯖
脚
は剥
け
る
高
速
自
動
車
国

(目
的
)

第
一条

こ
の
法
律
は
、
道
路
(道
路
法
(昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
)

に
よ
る
道
路
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
を
緊
急
か
つ計
画
的
に
整
備
す
る
こ
と

に
よ
り
、
道
路
交
通
の
安
全
の
確
保
と
そ
の
円
滑
化
を
困
る
と
と
も
に
、
生
活

環
境
の
改
醤
に
資
し
、
も
っ
て
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
と
国
民
生
活
の
向
上

に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(道
路
整
備
五
箇
年
計
画
)

現

行

○

道
路
整
備
緊
急
措
置
法

(昭
和
三
十
三
年
法
律
第
三
十
四
号
)
(沙
)

(傍
線
の
部
分
は
訂
正
部
分
)

(傍
線
の
部
分
は
訂
正
部
分
)

○

交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
関
す
る
緊
急
措
置
法
(昭
和
四
十
一年
法
律
第
四
十
五
号
)
(抄
)

改

定

案

現

行

(特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
を
実
施
す
べ
き
道
路
の
指
定
)

箱
三
条

国
家
公
安
委
員
会
及
び
国
土
交
通
大
臣
は
、
道
路
に
お
け
る
交
通
事
故

の
発
生
状
況
、
交
通
量
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
内
閣
府
令
･国
上
交
通
省

令
で
定
め
る
基
灘
に
従
い
、
特
に
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
道
路
を
、
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
葉
で
こ
れ
に
要
す
る
費
用
の
全

部
又
は
一部
を
国
が
負
担
し
、
又
は
補
助
す
る
も
の
(以
下
-特
定
交
通
安
全

施
設
等
整
備
事
業
｣
と
い
う
。
)
を
実
施
す
べ
き
道
路
と
し
て
指
定
す
る
も
の

と
す
る
。

2
･3
略

、
都
道
府
県
道
及
び
建
設
大
臣
が
道
路
管
理
者
で
あ
る
市
用
村
道
に
つ
い
て
、

平
成
人
生
度
以
降
の
七
箇
年
間
に
お
い
て
実
施
す
べ
き
交
通
安
全
施
設
等
整
鰤

事
案
に
関
す
る
計
画
の
案
を
作
成
し
、
当
該
計
画
の
案
と
同
条
の
規
定
に
よ
り

提
出
さ
れ
た
市
町
杆
の
交
通
安
全
施
設
等
蛭
箱
事
業
に
関
す
る
計
画
の
案
と
を

藺
癒
し
て
当
該
都
道
府
県
の
交
通
安
全
施
設
等
整
備
瑯
葉
に
関
す
る
総
合
的
な

計
画
(以
下
｢総
合
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
繋
七
箇
年
計
面
｣
と
い
う
ぐ
)

を
作
成
し
、
財
政
構
造
改
革
の
推
進
に
榔
す
る
特
別
据
置
法
の
施
行
の
日
か
ら

起
算
も
て
二
月
を
経
過
し
た
ロ
ま
で
に
、
当
該
計
画
を
国
家
公
安
委
員
会
及
び

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

総̂
合
交
通
安
全
施
設
等
繁
儀
事
業
七
箇
鯖
酬
誠

建
設
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
削
除

(特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
を
実
施
す
べ
き
澁
路
の指
定
)

館
六
条
国
家
公
安
委
員
会
及
び
国
土
交
通
大
臣
は
、
道
路
に
お
け
る
交
通
事
故

の
発
生
状
況
、
交
通
量
そ
の
他
の事
情
を
考
慮
し
て
内
閣
府
令
･国
土
交
通
省

令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
緊
急
に
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
道
路
を
、
中
成
人
年
度
以
降
の
七
箇
年
間
に
お
い
て
交
通
安
全
施

級
等
整
備
事
嬢
で
こ
れ
に
要
す
る
費
用
の
塗
鎖
又
は
一割
を
匡
か
角
推
し

又

は
補
助
す
る
も
の
(以
下
｢特
定
交
通
安
全
籏
設
等
轄
鰯
事
業
｣
と
い
う
。
)

を
実
施
す
べ
き
漬
賂
と
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

2
･3
賂

(特
定
交
通
安
全
施
設
等
髯
掬
事
業
七
箭
年
計
画
)

第
七
条
国
家
公
安
委
員
会
及
び
建
毅
大
臣
は
、
協
攝
に
よ
り
、
第
四
条
の
規
定

に
よ
り
提
出
さ
れ
た
総
合
交
通
安
全
施
設
等
韓
鯛
事
業
七
箇
年
計
画
に
係
る
交

通
安
全
施
設
等
整
備
事
楽
の
う
ち
,
前
条
第
一項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た

道
路
に
つ
い
て
、
平
成
八
年
度
以
降
の
七
箇
年
間
に
お
い
て
実
施
す
べ
き
特
定

交
通
安
全
施
設
館
整
備
事
業
に
関
す
る
計
画
(以
下
-特
定
交
通
安
全
施
設
等

整
備
率
葉
七
箇
年
計
画
｣
と
い
う
。
)
の
繋
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
c

2
内
閲
総
理
大
臣
及
び
建
設
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
特
定

交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
七
箇
年
計
画
の
繋
に
つ
い
て
、
閣
議
の
決
定
を
求

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
c

3
特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
菜
七
箇
年
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

36 道イテセ 2003,3

定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
七
箇
年
間
に
行
う
べ
き
特
定
交
通
安
全
施
設
箒
壁
畑
事
巽
の
実
施
の
目
精

二
七
箇
年
間
に
行
う
べ
き
特
定
交
通
安
創
施
設
等
整
備
事
案
の
量

4
国
家
公
安
委
員
会
及
び
建
設
大
臣
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
閣
議
の
決
定

が
あ
った
と
き
は
、
遅
満
な
く
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
総
合
交

通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
七
箇
年
計
画
を
取
り
ま
と
め
た
資
料
を
添
え
て
、
特

定
交
通
安
全
施
設
等
欧
鏑
事
業
七
箇
年
計
画
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



(以
下
｢重
点
菌
｣
と
い
う
。
)
に
即
し
て
、
内
閣
府
令
･国
土
交
通
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
脇
鎚
に
よ
り
重
点
計
画
の
針
園
期
間
に
お
け
る
特

定
交
通
安
全
施
設
等
塾
鯆
事
葉
の
実
施
針
面
(以
下
【実
施
針
西
｣
と
い
う
。

)
を
作
成
し
、
そ
れ
ぞ
れ
国
家
公
安
委
員
会
又
は
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
実
施
計
画
は
、
交
通
事
故
の
態
様
、
交
通
及
び
道
路
の
状
況
等
を
考
慮
し
て

、
効
果
的
に
交
通
事
故
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
定
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

3
前
二
項
の
規
定
は
、
実
施
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

特̂
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
の
実
施
)

第
五
条
都
道
府
県
公
安
委
員
会
及
び
道
路
管
理
者
は
、
実
施
計
画
に
従
い
、
特

定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

馴
前
各
項
の
規
定
は
、
特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
七
箇
年
計
画
の変
更

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一項
、
第
二
頭
及
び
前
項
中

-建
設
大
臣
｣
と
あ
る
の
は
、
｢国
土
交
通
大
臣
｣
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

るで(特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
案
の
実
施
計
画
)

第
八
条
都
道
府
県
公
安
委
員
会
及
び
道
路
管
理
者
は
、
特
定
交
通
安
全
施
設
等

整
備
事
業
七
圏
年
計
画
に
即
し
て
、
鎚
理
府
令
･建
設
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
協
議
に
よ
り
特
定
交
通
安
全
施
設
館
整
備
事
業
の実
施
計
画
を
作
成

し
、
そ
れ
ぞ
れ
国
家
公
安
委
員
会
又
は
建
設
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

2
前
項
の
実
施
計
画
は
、
交
通
事
故
の
憲
様
、
交
通
及
び
道
路
の
状
況
等
を
考

慮
し
て
、
効
果
的
に
交
通
事
故
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
定
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

3
前
二
項
の
規
定
は
、
第
一項
の
実
施
計
園
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
｢総
理
府
令
･建
設
省
令
｣
と
あ
る
の
は
【内
閣

府
令
･国
土
交
通
省
令
｣
と
、
『建
殻
大
臣
｣
と
あ
る
の
は
-国
土
交
通
大
臣

｣
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

(交
通
安
全
施
設
等
館
徊
事
業
の
実
施
)

第
九
条
都
道
府
県
公
安
委
員
会
及
び
道
路
管
理
者
は
、
前
条
第
一項
の
実
施
計

画
に
従
い
、
特
定
交
通
安
全
施
設
等
賤
備
事
業
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

ば
な
ら
な
い
。

2
都
道
府
県
公
安
委
員
会
及
び
道
路
管
理
者
(国
土
交
通
大
臣
で
あ
る
道
路
管

理
者
を
除
く
。
)
は
、
総
合
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
七
箇
年
計
画
に
従
い

、
特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
案
以
外
の
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
(以

下
‐地
方
単
独
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
案
｣
と
い
う
。
)
を
実
施
し
な
げ
れ

本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
の
債
務
の
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
に
平
成
十
五
年
度

に
お
い
て
緊
急
に
講
ず
べ
き
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律

(趣
旨
)

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団

(以
下

｢公
団
｣
と
い
う
。)
の
危
機
的
な
財
務
状

況
に
か
ん
が
み
、
公
団
の
債
務
の
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
に
平
成
十
五
年
度
に
お
い
て
緊
急
に
講

ず
べ
き
措
置
と
し
て
、
政
府
に
よ
る
公
団
の
債
務
の
承
継
に
関
す
る
特
別
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
も

の
と
す
る
。

(
一
般
会
計
に
よ
る
債
務
の
承
継
)

第
二
条

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
時
に
お
い
て
、
そ
の
時
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
公
団
の
債
務

で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
、
一
般
会
計
に
お
い
て
承
継
す
る
。

一

長
期
借
入
金
に
係
る
債
務
及
び
当
該
債
務
に
係
る
利
息

(こ
の
法
律
の
施
行
の
日

(以
下

｢施

行
日
｣
と
い
う
。)
以
前
に
発
生
し
て
い
る
利
息
の
う
ち
、
施
行
日
以
後
に
支
払
わ
れ
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。)
に
係
る
債
務

二

本
州
四
国
連
絡
橋
債
券
に
係
る
債
務

(施
行
日
前
に
支
払
期
が
到
来
し
た
利
息
に
係
る
も
の
を

除
く
。)

2

前
項
の
政
令
で
定
め
る
債
務
は
、
公
団
が
、
当
該
債
務
の
負
担
の
軽
減
に
よ
り
、
そ
の
余
の
債
務

を
着
実
に
減
少
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(国
債
に
関
す
る
法
律
の
適
用
等
)

第
三
条

前
条
の
規
定
に
よ
り
政
府
が
承
継
す
る
債
務
に
係
る
本
州
四
国
連
絡
橋
債
券
に
つ
い
て
は
、

国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
法

(明
治
三
十
九
年
法
律
第
六
号
。
第
二
条
第
三
項
を
除
く
。)、
国
債
に

関
す
る
法
律

(明
治
三
十
九
年
法
律
第
三
十
四
号
。
第
六
条
及
び
第
八
条
を
除
く
。)
そ
の
他
の
法

令
中
国
債
に
関
す
る
規
定
を
適
用
し
、
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
法

(昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
一

号
)
第
三
十
八
条

(第
四
項
及
び
第
五
項
を
除
く
。)
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

2

前
項
に
規
定
す
る
本
州
四
国
連
絡
橋
債
券
で
あ
っ
て
前
条
の
規
定
に
よ
る
承
継
の
際
現
に
社
債
等

登
録
法

(昭
和
十
七
年
法
律
第
十
一
号
)
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

当
該
承
継
の
時
に
、
当
該
登
録
に
係
る
登
録
機
関
は
、
当
該
登
録
の
抹
消
を
行
う
と
と
も
に
、
当
該

登
録
を
受
け
て
い
る
事
項
を
日
本
銀
行
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

3

日
本
銀
行
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
通
知
を
受
け
た
事
項
の
登
録
を
行
う
も
の

と
す
る
。

4

前
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
は
、
国
債
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
登
録
と
み
な
す
。

5

第
一
項
に
規
定
す
る
本
州
四
国
連
絡
橋
債
券
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
承
継
の
日
以
後

二
週
間
、
国
債
の
登
録

(相
続
、
遺
贈
、
合
併
、
強
制
執
行
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
由
に
よ
る

移
転
の
登
録
を
除
く
。)
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
国
債
の
登
録
の
除
却
に
つ
い
て
も
、
同

様
と
す
る
。

附

則

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か

ら
施
行
す
る
。
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(費
用
の
負
担
)

第
二
十
条
高
速
自
動
車
国
道
の
管
理
に
要
す
る
費
用
は
、
こ
の
法
律
及
び
他
の

法
律
に
特
別
の
規
定
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
国
が
そ
の
四
分
の
三
以
上
で

政
令
で
定
め
る
割
合
を
、
都
道
府
県
(地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
一‐条
の
十
九

第
一項
の
4
′多
-門
の
区
域
内
に
お
け
る
貧
軽
き
1
‐L
1
ー
こ
あ
っ
て
は
、
当

該
指
定
都
市
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
‘
)
が
そ
の
余
の
都
合
を
負
担
す

2
前
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
負
担
す
べ
き
高
速
自
動
車
国
道
の
管
理
に

要
す
る
費
用
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば

改

正

案

定
に
よ
り
都
道
府
県
が
負
担
す
べ
き
高
速
割
鱗
革
国
道
の
管
理
に

管
理
に
要
す
る
費
用
の
一割
を
当
該
都
道
府
県
に
負
担
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

2
国
は
、
高
速
自
動
車
国
遠
の
存
ず
る
都
道
府
県
が
著
し
く
利
益
を
愛

費̂
用
の
負
担
〕

第
二
十
条
高
速
自
動
車
国
道
の
管
理
に
要
す
る
費
用
は
、
こ
の
法
律
及
び
他
の
法

律
に
特
別
の
規
定
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
国
の
負
担
と
す
る
。

現

行

○

高
速
自
動
車
国
道
法

(昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
)
(抄
)

(傍
線
の
部
分
は
訂
正
部
分
)



バ
ス
停
鬮
噺
に
講
置
さ
れ
る
趾
薹
に
対
す
る

悳
趾鬮欖
の
纖
卿
に
係
る
遭
囃
歯
卿
の
轢
纜
い
帽
つ
い
て

道
路
局
路
政
課
道
路
利
用
調
整
室

一

は
じ
め
に

従
来
、
指
定
区
間
内
の
国
道
に
つ
い
て
は
、
通
行
の
安

全
確
保
等
の
観
点
か
ら
、
上
屋
に
対
す
る
壁
面
の
設
置
及

び
広
告
物
の
添
加
を
認
め
て
こ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
近
年
、
｢高
齢
者
、
身
体
障
害
者
等
の
交
通
機
関
を

利
用
し
た
移
動
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
｣
(平

成
一
二
年
法
律
第
六
八
号
、
い
わ
ゆ
る
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
)

の
制
定
･
施
行
を
は
じ
め
と
す
る
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
関

す
る
議
論
や
関
心
の
高
ま
り
を
受
け
、
こ
の
観
点
を
踏
ま

え
た
道
路
環
境
の
整
備
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た

中
で
、
高
齢
者
等
に
よ
る
利
用
が
多
く
想
定
さ
れ
る
公
共

交
通
機
関
で
あ
る
バ
ス
に
関
し
て
も
、
こ
れ
を
と
り
ま
く

道
路
環
境
の
整
備
に
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
考
え

ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

高
齢
者
等
に
よ
る
バ
ス
を
利
用
し
た
移
動
円
滑
化
の
観

点
か
ら
は
、
上
屋
の
新
た
な
整
備
の
促
進
が
望
ま
し
い
と

こ
ろ
で
あ
り
、
加
え
て
、
バ
ス
が
高
齢
者
等
を
含
む
大
量

の
市
民
を
廉
価
な
料
金
で
輸
送
す
る
性
格
を
有
し
て
い
る

こ
と
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
バ
ス
停
留
場
は
、
多
く
の
市
民

が
利
用
す
る
待
合
い
施
設
と
し
て
、
一
定
の
壁
面
等
に
よ

っ
て
風
雨
や
排
気
等
を
遮
断
す
る
こ
と
を
始
め
、
多
様
な

機
能
の
発
揮
が
期
待
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。

そ
こ
で
、
バ
ス
を
利
用
す
る
一
般
市
民
の
待
合
い
時
に

お
け
る
快
適
性
の
向
上
に
資
す
る
も
の
と
す
る
た
め
、
一

定
の
要
件
の
下
、
バ
ス
停
留
所
に
設
置
さ
れ
る
上
屋
に
風

雨
等
を
遮
る
壁
面
の
設
置
を
認
め
る
こ
と
と
し
、さ
ら
に
、

上
屋
の
新
規
整
備
を
促
進
す
る
た
め
、
一
定
の
要
件
の
下

で
バ
ス
停
留
所
に
設
置
さ
れ
る
上
屋
に
対
す
る
広
告
板
の

添
加

(及
び
広
告
物
の
表
示
)
を
認
め
る
こ
と
に
し
た
。

こ
れ
を
実
施
す
る
た
め
、
今
般
、

○

バ
ス
停
留
所
の
上
屋
へ
の
壁
面
の
設
置
を
認
め
る

よ
う
、
上
屋
等
に
関
す
る
現
行
の
通
達
を
改
正

(『｢
ベ
ン
チ
及
び
上
屋
の
道
路
占
用
の
取
扱
い
に
つ

い
て
｣
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
』
平
成
一
五
年
一
月

三
一
日
付
け
国
道
利
第
二
二
号
)、

○

路
上
広
告
物
の
道
路
占
用
は
、
こ
れ
ま
で
、
添
加

看
板
、
突
出
看
板
、
立
看
板
等
の
設
置
に
関
す
る
一

般
的
な
基
準
を
設
け
、
厳
正
に
運
用
し
て
き
た
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
広
告
板
を
添
加
し
た
上
屋
の
取
扱
い

勢

に
関
す
る
新
た
な
通
達
を
発
出
し
、
そ
の
基
準
を
明

2

確
化

(内

ス
停
留
所
に
設
置
さ
れ
る
上
屋
に
対
す

訛

る
広
告
物
の
添
加
に
係
る
道
路
占
用
の
取
扱
い
に
つ

道

い
て
｣
平
成
一
五
年
一
月
三
一
日
付
け
国
道
利
第
三

雄



四
、
二
六
号
)。

の
措
置
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

以
下
、
こ
の
措
置
の
内
容
に
つ
い
て
紹
介
す
る
こ
と
と

す
る
。

二

｢ベ
ン
チ
及
び
上
屋
の
道
路
占
用
の
取
扱

い
に
つ
い
て
｣
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

(平

成
一
五
年
一
月
三
一
日
付
け
国
道
利
第
二
二

号
)
の
内
容

従
来
、
バ
ス
停
留
所
に
設
置
さ
れ
る
上
屋
に
対
す
る
壁

面
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
歩
行
者
の
安
全
な
通
行
空
間
の

確
保
の
観
点
か
ら
、
原
則
と
し
て
認
め
な
い
も
の
と
し
て

取
り
扱
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
一
般
に
、
壁
面
に

は
風
雨
を
遮
る
こ
と
等
に
よ
り
バ
ス
利
用
者
の
待
合
い
時

に
お
け
る
快
適
性
の
向
上
に
資
す
る
効
用
が
認
め
ら
れ
る

ほ
か
、
バ
ス
が
市
民
を
大
量
か
つ
廉
価
な
料
金
で
輸
送
す

る
公
共
交
通
機
関
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
こ
と
に
か
ん

が
み
れ
ば
、
バ
ス
停
留
所
に
は
多
く
の
市
民
が
利
用
す
る

待
合
施
設
と
し
て
多
様
な
機
能
が
期
待
さ
れ
て
い
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
は
、
前
記

一
に
お
い

て
、
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
バ
ス
停
留
所
に
設
置
さ
れ
る
上
屋
に
お
け
る

壁
面
の
設
置
を
=
疋
の
要
件
の
下
で
認
め
る
こ
と
と
し
、

｢
ベ
ン
チ
及
び
上
屋
の
道
路
占
用
の
取
扱
い
に
つ
い
て
｣

(平
成
六
年
六
月
三
〇
日
付
け
建
設
省
道
政
発
第
三
二
号
、

以
下

｢三
二
号
通
達
｣
)
の
一
部
を
下
記
の
と
お
り
改
正

す
る
こ
と
と
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

2

上
屋
の
構
造
等

1

上
屋
の
設
置
場
所

バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
等
の
趣
旨
に
か
ん
が
み
、
上
屋
の
設

置
場
所
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
場
所
と
す
る
も
の
と

し
た
。

①

上
屋
を
設
置
し
た
後
、
歩
道

(自
転
車
歩
行
者
道

及
び
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
を
含
む
。
以
下
同

じ
。)
の
幅
員
か
ら
路
上
施
設
及
び
占
用
物
件
の
幅

員
を
減
じ
た
幅
員

(以
下

｢有
効
幅
員
｣
と
い
う
。)

が
原
則
と
し
て
二
m
以
上

(自
転
車
歩
行
者
道
に
あ

っ
て
は
、
三

m
以
上
、
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
に

あ
っ
て
は
、
四
m
以
上
)
確
保
で
き
る
歩
道

(た
だ

し
、
歩
行
者
の
交
通
量
が
多
い
場
所
に
あ
っ
て
は
、

三
,
五
m
以
上

(自
転
車
歩
行
者
道
に
あ
っ
て
は
、

四
m
以
上
)
確
保
で
き
る
歩
道
)。

②

設
置
す
る
上
屋
が
壁
面
を
有
す
る
場
合
、
交
差
点

の
附
近
、
沿
道
か
ら
の
出
入
り
が
あ
る
場
所
等
、
運

転
者
の
視
界
を
妨
げ
る
こ
と
の
な
い
場
所
。

③

近
傍
に
視
覚
障
害
者
誘
導
用
ブ
ロ
ッ
ク

(当
該
上

屋
へ
誘
導
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。)

が
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
視
覚
障
害
者
の
上

屋
へ
の
衝
突
等
を
防
止
す
る
観
点
か
ら
、
当
該
ブ
ロ

ッ
ク
と
の
間
に
十
分
な
間
隔
を
確
保
で
き
る
場
所
。

壁
面
を
有
す
る
上
屋
を
設
置
す
る
に
当
た
り
、
上
屋
の

構
造
等
の
基
準
と
し
て
、
次
の
内
容
を
追
加
し
て
い
る
。

①

設
置
す
る
上
屋
が
壁
面
を
有
す
る
場
合
に
は
、
道

路
管
理
上
支
障
の
な
い
も
の
に
限
る
こ
と
と
し
、
か

つ
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
o

一

壁
面
の
幅
及
び
高
さ
は
、
上
屋
の
幅
及
び
高

さ
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

壁
面
の
面
数
は
、
三
面
以
内
で
あ
る
こ
と
。

三

壁
面
の
材
質
は
、透
明
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

上
屋
が
設
置
さ
れ
る
道
路
の
状
況
を
勘
案

し
、
必
要
に
応
じ
て
上
屋
内
に
照
明
設
備
を

設
け
る
こ
と
o

②

上
屋
に
は
、
装
飾
の
た
め
の
電
気
設
備
を
設
置
し

な
い
こ
と
o

③

上
屋
に
は
、
別
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、
広
告
物

等
の
添
加
又
は
塗
装
を
し
な
い
こ
と
。
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3

上
屋
の
占
用
主
体
及
び
管
理
等

上
屋
の
管
理

(ゴ
ミ
箱
を
設
置
す
る
場
合
は
、
そ
の
管

理
を
含
む
。)
に
つ
い
て
は
、
占
用
者
か
ら
あ
ら
か
じ
め

管
理
規
定
等
を
徴
し
、
そ
の
管
理
に
万
全
を
期
す
る
よ
う

指
導
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
特
に
、
上
屋
が
壁
面
を

有
す
る
構
造
で
あ
る
場
合
に
は
、
壁
面
へ
の
は
り
紙
及
び

落
書
き
、
路
面
の
塵
芥
の
除
去
等
に
つ
い
て
、
道
路
の
美

観
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
管
理
規
定
等
の



内
容
が
十
分
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
に
し

阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
良
好
な
道

1

占
用
の
許
可
の
基
本
的
手
続

て
い
る
。
ま
た
、
占
用
許
可
に
当
た
っ
て
は
、
占
用
の
許

可
を
行
う
に
際
し
て
の
一
般
的
な
条
件
の
ほ
か
に
、
占
用

物
件
を
常
時
良
好
に
維
持
管
理
す
る
べ
き
旨
の
条
件
を
附

す
る
こ
と
と
し
た
。

4

そ
の
他

そ
の
他
、
上
屋
の
占
用
許
可
に
つ
い
て
、
次
の
内
容
を

追
加
し
て
い
る
。

①

ベ
ン
チ
、
ゴ
ミ
箱
等
が
、
上
屋
の
目
的
に
付
随
す

る
物
件
と
認
め
ら
れ
、
か
つ
、
そ
の
構
造
が
上
屋
と

構
造
上
一
体
不
可
分
で
あ
っ
て
一
般
的
な
方
法
で
は

分
離
で
き
な
い
構
造
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に

は
、
こ
れ
ら
を
上
屋
と
併
せ
て
一
の
占
用
物
件
と
し

て
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
た
。

②

既
設
の
占
用
物
件
で
あ
る
上
屋
に
壁
面
を
設
置
す

る
場
合
に
は
、
道
路
法
第
三
二
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
取
り
扱
う
こ
と
に
し
た
。

三

バ
ス
停
留
所
に
設
置
さ
れ
る
上
屋
に
対
す

る
広
告
物
の
添
加
に
係
る
道
路
占
用
の
取
扱

い
に
つ
い
て
(平
成
一
五
年
一
月
三
一
日
付
け

国
道
利
第
二
四
、
二
六
号
)
の
内
容
に
つ
い
て

こ
れ
ま
で
、
バ
ス
停
留
所
に
設
置
さ
れ
る
上
屋
に
対
す

る
広
告
物
の
添
加
に
つ
い
て
は
、
信
号
機
及
び
道
路
標
識

の
効
用
を
妨
げ
る
こ
と
等
に
よ
っ
て
道
路
交
通
の
安
全
を

路
環
境
の
確
保
の
観
点
か
ら
、
抑
制
的
に
取
り
扱
っ
て
き

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
バ
ス
が
市
民
を
大
量
に
か
つ
低
廉
な

料
金
で
輸
送
す
る
公
共
交
通
機
関
と
し
て
の
性
格
を
有
す

る
こ
と
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
バ
ス
利
用
者
た
る
市
民
の
日

常
生
活
に
お
け
る
利
便
性
の
向
上
を
図
る
観
点
か
ら
、
バ

ス
停
留
所
に
お
け
る
待
合
施
設
と
し
て
の
上
屋
の
整
備
が

推
進
さ
れ
る
こ
と
は
、
公
益
上
も
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
、
ま
た
、
高
齢
者
、
身
体
障
害
者
等
の
公
共

交
通
機
関
を
利
用
し
た
移
動
の
円
滑
化
の
観
点
か
ら
も
、

上
屋
が
整
備
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
と
考
え

ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
バ
ス
停
留
所
に
お
け
る
上
屋
の
新
た
な
整
備

の
促
進
及
び
適
切
な
維
持
管
理
に
資
す
る
も
の
と
す
る
た

め
、
今
後
、
広
告
料
収
入
を
上
屋
の
整
備
及
び
維
持
管
理

に
必
要
な
費
用
に
充
当
さ
せ
る
と
の
枠
組
み
の
下
、
バ
ス

停
留
所
に
お
け
る
広
告
板
を
有
す
る
構
造
の
上
屋
を
、
新

規
か
つ
一
体
的
に
整
備
す
る
形
態
の
も
の
を
=
疋
の
要
件

の
下
で
認
め
る
こ
と
と
し
、
そ
の
取
扱
い
に
必
要
な
事
項

を

｢バ
ス
停
留
所
に
設
置
さ
れ
る
上
屋
に
対
す
る
広
告
物

の
添
加
に
係
る
道
路
占
用
の
取
扱
い
に
つ
い
て
｣
(平
成

一
五
年
一
月
三
一
日
付
け
国
道
利
第
二
四
及
び
二
六
号
、

以
下
、
｢二
四
号
通
達
｣
及
び
｢二
六
号
通
達
｣)
を
発
出

し
、
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

バ
ス
停
留
所
に
広
告
板
を
有
す
る
構
造
の
上
屋
を
設
置

し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、占
用
許
可
手
続
に
当
た
っ
て
、

当
該
物
件
の
各
部
分
の
効
用
に
か
ん
が
み
、
上
屋

(壁
面

が
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、壁
面
を
含
む
。以
下
同
じ
。

と
、
当
該
上
屋
に
添
加
さ
れ
る
広
告
板

(以
下

｢添
加
広

告
板
｣
と
い
う
。)
に
分
け
て
取
り
扱
う
こ
と
し
た
。

そ
の
基
本
的
な
手
続
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
上
屋バ

ス
事
業
者
が
、新
規
の
占
用
許
可
申
請
を
行
う
。

②
添
加
広
告
板

添
加
広
告
板
に
つ
い
て
は
、
道
路
法
第
四
一
条
の

趣
旨
を
踏
ま
え
て
、
上
屋
と
は
独
立
の
物
件
と
み
な

し
、
添
加
広
告
板
を
用
い
て
広
告
事
業
を
行
お
う
と

す
る
者

(以
下

｢広
告
事
業
者
｣
と
い
う
。)
が
、

新
規
の
占
用
許
可
申
請
を
行
う
。
な
お
、
上
屋
に
設

置
さ
れ
る
壁
面
の
う
ち
、
そ
の
全
面
が
広
告
板
と
し

て
使
用
さ
れ
る
構
造
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ

の
広
告
板
と
し
て
の
効
用
に
か
ん
が
み
、
こ
れ
を
添

加
広
告
板
と
し
て
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。

③
手
続
上
の
留
意
点

前
記
①
及
び
②
の
手
続
に
当
た
っ
て
は
、
道
路
管

理
者
へ
の
申
請
は
、
同
時
に
行
う
も
の
と
す
る
。
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対

地

瀉

民

◇

車道(バスの進行方向)

設置例3 (バスターミナル)

内側は運転者に直接訴求する
ため不司

歩道の残幅員2.OM以上

幼

　

　

　

　

広告物掲示可 (ベンチ、
及びベンチに攝接した盤面への
時刻表その他の貼付特等により、当擾広告物による迩転者への訴
求が低減される堝合)

歩道の残幅員2,OM以上

2
ー

　
　

車道(車の進行方向)

広告物掲示可
(外側内側とも)

広告物掲示可
(外側内側とも)

ベンチ ベンチ

咽□｣〃

2

物
件
の
設
置
場
所
及
び
構
造
等
に
係
る
占
用
許
可
基

準前
記
1
の
取
扱
い
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
物
件
の

設
置
場
所
及
び
構
造
等
に
係
る
許
可
基
準
は
、
次
に
掲
げ

る
と
こ
ろ
と
し
て
い
る
。

①

上
屋
の
設
置
場
所
及
び
構
造
等
に
つ
い
て
は
、
三

二
号
通
達
n
2
及
び
3
に
掲
げ
る
基
準
を
適
用
す

る
。
な
お
、
こ
の
う
ち
三
二
号
通
達
ロ
3

(7
)
に

つ
い
て
は
、
本
通
知
の
基
準
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

②

添
加
広
告
板
の
設
置
場
所
及
び
構
造
等
に
つ
い
て

は
、次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
し
て
い
る
。

な
お
、
具
体
の
添
加
広
告
板
の
添
加
場
所
及
び
広
告

物
の
表
示
方
向
に
つ
い
て
は
、
別
図
を
参
考
と
さ
れ

た
い
。

一

添
加
広
告
板
の
添
加
場
所
は
、
上
屋
の
壁
面

(添
加
広
告
板
が
壁
面
の
効
用
を
兼
ね
る
場
合
は
、

壁
面
に
相
当
す
る
位
置
。
以
下

｢壁
面
等
｣
と
い

う
。)
の
う
ち
、
車
道
か
ら
上
屋
に
正
対
し
て
正
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面
の
車
道
側
及
び
左
側
の
壁
面
等
以
外
の
も
の
と

し
、
添
加
広
告
板
を
用
い
て
掲
示
さ
れ
る
広
告
物

は
、
明
ら
か
に
運
転
者
に
対
す
る
訴
求
の
対
象
と

な
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
駅
前
広
場

等
の
島
式
乗
降
場
に
お
け
る
場
合
に
つ
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

二

添
加
広
告
板
の
幅
及
び
高
さ
は
、
上
屋
の
幅
及

び
高
さ
の
範
囲
内
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

添
加
広
告
板
の
材
質
及
び
形
状
は
、
相
当
強
度

の
風
雨
、
地
震
等
に
耐
え
る
堅
固
な
も
の
で
、
倒

壊
、
落
下
、
は
く
離
、
老
朽
、
汚
損
等
に
よ
り
美

観
を
損
い
、
又
は
公
衆
に
危
険
を
与
え
る
お
そ
れ

の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

添
加
広
告
板
の
構
造
は
、
広
告
物
の
更
新
作
業

に
際
し
て
、
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ

る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。

五

添
加
広
告
板
は
、
内
照
式
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
た
だ
し
、
周
囲
の
環
境
と
の
調
和
を
著
し
く

損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

六

添
加
広
告
板
を
用
い
て
掲
示
す
る
広
告
物
の
表

示
面
積
は
、
一
面
に
つ
き
二
話
以
内
で
あ
る
こ
と
。

七

広
告
物
の
掲
示
面
は
、
表
裏
二
面
に
表
示
す
る

場
合
を
含
め
て
、全
体
で
三
面
以
内
で
あ
る
こ
と
。

た
だ
し
、
三
面
以
上
の
掲
示
面
を
設
け
て
も
、
車

両
ま
た
は
歩
行
者
の
通
行
の
状
況
等
に
よ
り
、
当

該
広
告
物
が
、
運
転
者
に
対
す
る
直
接
の
訴
求
の

対
象
と
な
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

八

広
告
物
の
掲
示
に
よ
り
生
ず
る
死
角
か
ら
の
飛

び
出
し
に
よ
る
事
故
を
回
避
す
る
観
点
か
ら
、
必

要
と
認
め
ら
れ
る
安
全
策
が
講
じ
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

特
に
、
車
道
か
ら
上
屋
に
正
対
し
て
右
側
の
壁

面
等
に
添
加
さ
れ
る
添
加
広
告
板
に
つ
い
て
は
、

当
該
添
加
広
告
板
の
最
下
部
と
路
面
と
の
間
に
適

当
な
間
隔
を
確
保
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
上

屋
の
外
側
に
お
け
る
防
護
策
等
の
設
置
そ
の
他
の

手
段
に
よ
り
十
分
な
安
全
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
る

も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

3

物
件
の
管
理
に
係
る
占
用
許
可
基
準

上
屋
及
び
添
加
広
告
板
の
管
理
に
当
た
っ
て
は
、
前
記

一
一
3
に
述
べ
た
よ
う
に
、
道
路
の
美
観
を
確
保
す
る
観

点
を
踏
ま
え
た
内
容
の
管
理
協
定
等
を
徴
し
て
、
そ
の
管

理
に
万
全
を
期
す
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
と
し
、
次
に
掲

げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
バ
ス
事
業
者
と
広
告
事
業
者
と

の
間
で
合
意
が
あ
る
こ
と
を
、
両
者
間
の
契
約
書
等
に
よ

り
確
認
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

①

上
屋
を
使
用
す
る
権
利
は
、
添
加
広
告
板
が
添
加

さ
れ
て
い
る
間
に
お
い
て
は
、
当
該
上
屋
の
設
置
時

に
お
け
る
費
用
負
担
関
係
を
問
わ
ず
、
バ
ス
事
業
者

が
有
す
る
こ
と
o

②

添
加
広
告
板
を
用
い
た
広
告
事
業
に
よ
り
広
告
事

業
者
が
得
る
収
入
が
、
上
屋
の
整
備
及
び
維
持
管
理

に
要
す
る
費
用
の
原
資
に
充
当
さ
れ
る
こ
と
。

③

上
屋
及
び
添
加
広
告
板
の
設
置
及
び
管
理
に
起
因

し
て
道
路
管
理
に
支
障
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
占
用
者
で
あ
る
バ
ス
事
業
者
又
は
広
告
事
業
者

が
、
そ
の
支
障
の
原
因
関
係
に
応
じ
て
道
路
管
理
者

に
責
任
を
負
う
こ
と
。
ま
た
、
こ
の
場
合
に
お
け
る

各
事
業
者
と
道
路
管
理
者
と
の
間
及
び
両
事
業
者
の

相
互
間
の
連
絡
通
報
関
係
並
び
に
各
事
業
者
に
お
け

る
責
任
の
所
在
が
明
確
で
あ
る
こ
と
。

④

道
路
管
理
者
が
上
屋
の
占
用
主
体
た
る
バ
ス
事
業

者
に
対
し
、
監
督
処
分
等
に
よ
り
上
屋
の
移
設
、
撤

去
等
を
命
ず
る
場
合
に
は
、
当
該
上
屋
及
び
こ
れ
に

添
加
さ
れ
る
添
加
広
告
板
の
所
有
権
を
有
す
る
広
告

事
業
者
に
お
い
て
も
、
添
加
広
告
板
の
移
設
、
撤
去

等
を
含
め
て
こ
れ
に
応
じ
る
用
意
が
あ
る
こ
と
。

⑤

上
屋
の
占
用
を
廃
止
す
る
と
き
は
、
当
該
上
屋
に

添
加
さ
れ
て
い
る
添
加
広
告
板
も
占
用
を
廃
止
す
る

こ
シ
ー0

⑥

添
加
広
告
板
の
占
用
を
廃
止
す
る
場
合
に
お
け

る
、上
屋
の
存
置
の
可
否
及
び
権
利
関
係
に
つ
い
て
、

バ
ス
事
業
者
と
広
告
事
業
者
と
の
協
議
等
に
よ
り
妥

当
な
取
扱
い
が
定
め
ら
れ
る
こ
と
o
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4

許
可
申
請
書
の
添
付
書
類

バ
ス
事
業
者
と
広
告
事
業
者
が
、
道
路
占
用
の
申
請
を

す
る
に
当
た
り
、
そ
の
許
可
申
請
書
に
は
、
占
用
の
許
可

の
申
請
の
際
に
通
常
徴
す
る
書
面
の
ほ
か
、
前
記
2
及
び

3
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る
た
め

の
書
面
を
添
付
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

5

占
用
許
可
条
件

道
路
管
理
者
が
道
路
占
用
の
許
可
を
す
る
場
合
に
は
、

許
可
を
行
う
に
際
し
て
の
一
般
的
な
条
件
の
ほ
か
、
次
の

条
件
を
附
す
こ
と
と
し
て
い
る
。

①

上
屋
及
び
添
加
広
告
板
の
設
置
、
管
理
及
び
運
用

等
に
係
る
当
事
者
間
の
契
約
の
う
ち
、
道
路
管
理
に

影
響
を
及
ぼ
す
内
容
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
道
路
管
理
者
に
届
け
出
る
こ
と
。

②

事
故
時
に
お
け
る
連
絡
通
報
体
制
及
び
管
理
に
係

る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
道
路
管
理

者
に
届
け
出
る
こ
と
o

③

さ
ら
に
、
広
告
事
業
者
に
対
す
る
添
加
広
告
板
の

占
用
許
可
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
添
加
広
告
板
を
用

い
て
掲
示
す
る
広
告
物
の
取
扱
い
に
関
し
て
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
占
用
許
可
条
件
と
し
て
附

す
こ
と
。

一

広
告
物
の
色
彩
等
は
、
信
号
機
又
は
道
路
標
識

に
類
似
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
効
用
を
妨
げ
る
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

二

広
告
物
は
、
反
射
材
料
式
で
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
。

三

広
告
物
の
表
示
内
容
は
、
公
序
良
俗
に
反
す
る

も
の
で
は
な
い
こ
と
。

四

広
告
物
は
、
屋
外
広
告
物
条
例
の
許
可
を
受
け

た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

6

そ
の
他

そ
の
他
留
意
事
項
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
し
て

い
る
。

①

添
加
広
告
板
の
占
用
許
可
を
与
え
る
に
際
し
て

は
、
こ
の
基
準
に
よ
る
ほ
か
、
道
路
交
通
法
、
屋
外

広
告
物
法
及
び
屋
外
広
告
物
条
例
の
許
可
基
準
を
併

せ
て
勘
案
し
、
か
つ
、
屋
外
広
告
物
関
係
機
関
と
緊

密
な
連
絡
を
と
っ
て
公
正
な
処
理
を
行
う
よ
う
努
め

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

②

本
通
達
に
基
づ
く
広
告
物
の
取
扱
い
に
つ
い
て

は
、
｢指
定
区
間
内
の
一
般
国
道
に
お
け
る
路
上
広

告
物
等
の
占
用
許
可
基
準
に
つ
い
て
｣
(昭
和
四
四

年
八
月
二
〇
日
建
設
省
道
政
発
第
五
二
号
)
は
、
適

用
し
な
い
こ
と
と
し
た
。

③

占
用
料
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、

ア

上
屋
部
分
の
占
用
料
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、

｢
ベ
ン
チ
及
び
上
屋
の
道
路
占
用
料
の
取
扱
い
に

つ
い
て
｣
(平
成
六
年
七
月
一
九
日
建
設
省
道
政

発
第
三
七
号
)
記
2
①
を
適
用
す
る
。

イ

添
加
広
告
板
の
占
用
料
は
、
広
告
事
業
者
か
ら

特

徴
収
す
る
が
、
そ
の
取
扱
い
に
当
た
り
、
一
の
添

3

加
広
告
板
の
表
裏
二
面
に
広
告
物
を
表
示
し
て
い

の

る
も
の
の
占
用
料
に
つ
い
て
は
、
｢占
用
料
徴
収

セ一丁

事
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て
｣
(平
成
八
年
一
月
二

避

六
日
建
設
省
道
政
発
第
三
号
、
第
三
号
の
二
、
第

三
号
の
三
)
記
1

を
適
用
。

な
お
、
二
、
三
の
通
達
に
よ
る
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、

道
路
使
用
許
可
制
度
を
所
管
す
る
警
察
庁
交
通
局
と
も
調

整
を
行
っ
て
お
り
、
同
庁
も
、
当
該
取
扱
い
に
関
す
る
事

項
を
定
め
た
通
達
を
各
都
道
府
県
警
察
に
対
し
て
発
出
し

て
い
る
。

四

お
わ
り
に

バ
ス
停
留
所
の
上
屋
に
設
け
る
壁
面
や
広
告
板
を
有
す

る
上
屋
の
道
路
占
用
許
可
に
関
す
る
取
扱
い
に
つ
い
て
、

概
説
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
考
え
方
を
踏
ま
え
て
、
道
路
管

理
者
、
関
係
事
業
者
、
所
轄
警
察
署
、
関
係
自
治
体
等
と

の
十
分
な
連
絡
調
整
の
下
で
、
高
齢
者
等
の
移
動
円
滑
化

や
美
観
の
確
保
に
も
配
慮
し
た
バ
ス
停
留
所
の
上
屋
の
整

備
が
促
進
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。



へ
は
じ
め
に
〉

本
訴
訟
は
、
平
成
七
年
一
月
一
七
日
に
発
生
し
た
兵
庫

県
南
部
地
震

(淡
路
島
北
端
を
震
源
地
と
す
る
マ
グ
ニ
チ

ュ
ー
ド
七
･
三
の
内
陸
直
下
型
地
震
)
に
よ
っ
て
、
兵
庫

県
西
宮
市
内
の
阪
神
高
速
道
路
三
号
神
戸
線
の
橋
脚
が
倒

壊
し
た
際
に
、
当
該
道
路
を
走
行
し
て
い
た
自
動
車
の
運

転
手
A
が
、
橋
脚
の
倒
壊
に
伴
う
橋
桁
の
落
下
に
巻
き
込

ま
れ
て
死
亡
し
た
事
故
に
つ
い
て
、
遺
族
で
あ
る
×
が
、

現
場
付
近
に
発
生
し
た
地
震
動
は
通
常
予
測
可
能
な
も
の

で
あ
り
、
橋
脚
の
倒
壊
原
因
は
、
設
計
上
、
施
工
上
、
維

持
･
管
理
上
の
瑕
疵
が
複
合
的
に
作
用
し
て
発
生
し
た
も

の
で
あ
る
と
し
て
、
阪
神
高
速
道
路
公
団
に
対
し
、
国
家

賠
償
法
二
条
一
項
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
求
め
た
事
案
で

あ
る
。

本
訴
訟
の
第
一
審
判
決
が
平
成
九
年
一
月
の
提
訴
以

来
、
六
年
余
の
審
理
を
経
て
、
平
成
一
五
年
一
月
二
人
日
、

神
戸
地
方
裁
判
所
尼
崎
支
部
に
お
い
て
言
い
渡
さ
れ
た
。

本
判
決
は
、
橋
脚
の
倒
壊
原
因
は
、
設
計
震
度
を
上
回

る
地
震
力
を
受
け
た
た
め
で
あ
る
と
推
認
す
る
の
が
相
当

で
あ
る
と
し
、
倒
壊
し
た
橋
脚
に
は
、
設
計
上
、
施
工
上
、

維
持
･
管
理
上
の
瑕
疵
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、
原
告

の
請
求
を
棄
却
し
た
。
本
稿
で
は
、
本
判
決
の
概
要
等
を

紹
介
す
る
。

(な
お
、原
告
は
平
成
一
五
年
二
月
六
日
に
控
訴
し
た
。

(訴
訟
の
概
要
〉

一

訴
訟
の
経
緯

①
事

件

名

神
戸
地
方
裁
判
所
尼
崎
支
部

平
成
九
年

(ワ
)
第
三
〇
号

損
害
賠
償
請
求
事
件

　　　

　

　

-追
求
町
　

　
　　
　

　
　
　
　　
　
　
　　　
　
　

　　
　

　

　
　
　　
　
　
　
　
　
　

　　　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　　
　
　
　
　
　
　　
　　
　　　
　　
　　
　
　

　
　　　　　　
　　

　

位置図 (本件橋脚の倒壊現場)

　　 　　　　　 　　　　　

震
築
遺
族
訴
訟
卿
◎
暮
判
決
に
つ
い
て

(平
成
岬
五
年
一
月
二
八
目

神
戸
地
方
裁
判
所
尼
崎
支
部
)

阪
神
高
速
道
路
公
団
総
務
部
総
務
課



②
提
訴
年
月
日

③
原

告

④
被

告

◎
請
求
の
内
容

へ判
決
の
概
要
〉

平
成
九
年
一
月
一
六
日

×

(故
A
の
母
)

阪
神
高
速
道
路
公
団

被
告
は
原
告
に
対
し
、
A
の
死
亡

に
伴
う
損
害
賠
償
金
九
、
二
〇
〇

余
万
円

(遅
延
利
息
を
含
ま
ず
)

を
支
払
え
。

げ
に
排
斥
で
き
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。け
だ
し
、

山
陽
新
幹
線
や
三
号
神
戸
線
の
他
の
橋
脚
等
で
は
、

施
工
の
不
手
際
が
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
と
し
か
考
え

ら
れ
な
い
事
実
が
認
め
ら
れ
、
簡
単
に
は
片
付
け
ら

れ
な
い
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ

の
よ
う
な
間
接
事
実
だ
け
で
は
、
前
記
判
断
を
覆
し

て
本
件
橋
脚
の
施
工
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
推
定
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

②

現
場
付
近
の
地
震
動

本
件
地
震
当
時
の
震
度
階
は
、
家
屋
の
倒
壊
率
等

か
ら
認
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、地
震
工
学
上
、

地
震
動
の
威
力
が
構
造
物
に
及
ぼ
す
影
響
を
判
断
す

る
際
の
指
標
と
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
一
方
、

最
大
加
速
度

(ガ
ル
)
は
、
地
震
動
の
威
力
が
構
造

物
に
及
ぼ
す
影
響
を
定
量
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
可

能
で
あ
り
、
地
震
工
学
上
も
重
要
な
指
標
と
し
て
位

置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

本
件
橋
脚
は
、
関
東
地
震
級
の
地
震
動
で
あ
る
最

大
地
表
加
速
度
三
〇
0
~
四
〇
〇
ガ
ル
を
想
定
し
て

耐
震
設
計
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
本
件
橋
脚
の
み
な

ら
ず
、
そ
の
構
造
及
び
固
有
周
期
も
類
似
し
て
い
る

と
推
察
さ
れ
る
周
辺
の
橋
脚
も
相
当
な
損
傷
を
被
っ

て
い
る
こ
と
、
本
件
橋
脚
か
ら
西
方
に
約
一
蹴
も
離

れ
て
い
な
い
大
阪
ガ
ス
西
宮
供
給
所
で
七
九
ニ
ガ
ル

と
い
う
大
き
な
加
速
度
が
観
測
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

比
較
的
距
離
の
近
い
東
方
の
港
湾
技
術
研
究
所

(尼

崎
)
で
も
四
七
ニ
ガ
ル
が
観
測
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

学
術
的
に
支
持
さ
れ
て
い
る
基
盤
波
補
間
法
に
よ
る

加
速
度
推
定
で
は
本
件
現
場
付
近
に
発
生
し
た
地
震

動
は
五
二
五
ガ
ル
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
、
本

件
現
場
周
辺
の
建
物
の
被
災
状
況
か
ら
も
相
当
の
加

速
度
の
地
震
動
が
本
件
現
場
付
近
を
襲
っ
た
こ
と
が

十
分
に
窺
え
る
こ
と
等
を
総
合
す
る
と
、
本
件
橋
脚

付
近
に
発
生
し
た
最
大
地
表
加
速
度
は
本
件
橋
脚
の

設
計
震
度
を
超
え
る
五
〇
〇
ガ
ル
程
度
は
存
在
し
た

と
推
認
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

③

本
件
橋
脚
の
倒
壊
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

縮
小
模
型
に
よ
る
再
現
実
験
結
果
、
設
計
時
の
資

料
か
ら
計
算
し
た
構
造
物
の
耐
力
、
地
震
動
が
構
造

物
に
作
用
す
る
際
の
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト
と
せ
ん
断
力

と
い
う
二
種
類
の
力
の
理
論
等
か
ら
す
る
と
、
本
件

橋
脚
は
、
斜
め
に
せ
ん
断
破
壊
さ
れ
、
橋
脚
上
部
が

神
戸
側
に
滑
り
落
ち
た
こ
と
に
よ
り
大
阪
側
の
橋
桁

が
落
下
し
、
橋
脚
中
間
部
を
下
部
ひ
び
割
れ
線
に
沿

っ
て
剥
ぎ
取
り
、
次
い
で
、
基
部
を
押
し
つ
ぶ
し
た

も
の
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
原
告
が
主

張
す
る
よ
う
に
本
件
橋
脚
が
三
つ
の
R
C
塊
に
分
断

さ
れ
る
と
い
う
大
き
な
破
壊
を
し
た
こ
と
を
も
っ

て
、
施
工
の
瑕
疵
の
存
在
を
推
認
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。

②
設
計
上
、
維
持

･
管
理
上
の
瑕
疵
の
有
無

①

既
往
の
地
震

一

主
文

の
原
告
の
請
求
を
棄
却
す
る
。

②
訴
訟
費
用
は
原
告
の
負
担
と
す
る
。

二

判
断

①
施
工
上
の
瑕
疵
の
有
無

①

直
接
資
料
に
よ
る
判
断

倒
壊
後
の
本
件
橋
脚
か
ら
採
取
し
た
材
料
に
つ
い

て
の
強
度
試
験
結
果
や
本
件
橋
脚
を
撤
去
す
る
際
の

実
測
結
果
か
ら
、
本
件
橋
脚
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
、
主

鉄
筋
、
帯
鉄
筋
は
い
ず
れ
も
必
要
な
強
度
を
充
た
し

て
お
り
、
施
工
に
つ
い
て
も
基
準
ど
お
り
で
あ
っ
た

こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。

な
お
、
被
告
に
よ
る
施
工
管
理
に
つ
い
て
は
、
規

定
上
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
標
準
示
方
書
や
被
告
共
通

仕
様
書
に
よ
り
厳
密
な
管
理
手
順
が
取
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
が
、
実
際
に
そ
れ
が
完
璧
に
な
さ
れ

て
き
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
原
告
の
指
摘
も
む



橋
脚
の
耐
震
性
に
関
す
る
管
理
の
合
理
性
を
検
証

す
る
た
め
に
は
、
本
件
地
震
ま
で
に
発
生
し
た
既
往

の
地
震
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
地
震

の
規
模
と
い
う
点
で
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
に
着
目
す
る

と
、
本
件
地
震
の
規
模
は
、
既
往
の
内
陸
直
下
型
地

震
と
し
て
は
、
一
〇
〇
年
以
上
前
に
発
生
し
た
濃
尾

地
震
を
除
い
て
最
大
級
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
被
害
の

程
度
と
い
う
点
で
は
、
京
阪
神
に
甚
大
な
被
害
を
も

た
ら
し
た
地
震
と
し
て
は
、
一
八
三
〇
年
の
京
都
地

震
以
来
で
あ
っ
た
。
な
お
、
明
治
時
代
以
降
、
阪
神

間
に
被
害
を
及
ぼ
し
た
地
震
は
、
紀
伊
半
島
沖
を
震

源
と
す
る
プ
レ
ー
ト
境
界
型
地
震
の
昭
和
南
海
地
震

だ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
地
震
に
お
い
て
も
兵
庫
県
の

被
害
は
、
死
者
五
〇
人
程
度
で
あ
っ
た
。

②

被
告
の
想
定
と
地
震
の
予
測
に
関
す
る
知
見

被
告
は
、
本
件
橋
脚
が
準
拠
し
た
耐
震
設
計
基
準

に
お
い
て
、
設
計
水
平
震
度
の
標
準
を
○
･
二
と
し

て
い
た
。
標
準
は
○
･
二
で
あ
る
が
、
地
盤
に
よ
る

補
正
値
を
設
け
て
い
て
○
･
二
0
~
○
･
二
人
に
な

っ
て
い
る
こ
と
、
こ
の
標
準
値
は
国
の
基
準
た
る
示

方
書
と
も
一
致
し
て
お
り
、
関
東
地
震
級
の
地
震
を

想
定
し
て
も
標
準
は
0
･
二
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る

こ
と
等
か
ら
、
被
告
の
想
定
が
甘
か
っ
た
と
は
い
え

な
い
。

確
か
に
、
本
件
地
震
ク
ラ
ス
の
内
陸
直
下
型
地
震

は
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
地
震
が
発
生
す
る

場
所
や
規
模
に
つ
い
て
は
、
活
断
層
の
調
査
に
よ
り

れ
ば
、
確
実
に
倒
壊
を
免
れ
得
た
と
ま
で
は
断
言
で

あ
る
程
度
の
精
度
で
予
測
可
能
で
あ
る
も
の
の
、
地

き
な
い
に
し
て
も
、
倒
壊
を
防
止
し
得
た
可
能
性

震
が
発
生
す
る
時
期
に
つ
い
て
は
、
活
断
層
の
平
均

活
動
間
隔
が
非
常
に
長
い
ば
か
り
か
、
活
動
間
隔
に

ば
ら
つ
き
も
大
き
い
こ
と
か
ら
、
構
造
物
の
設
計
等

の
工
学
的
な
指
針
と
し
て
耐
え
得
る
ほ
ど
の
確
立
し

た
知
見
が
あ
っ
た
と
は
言
い
難
く
、
既
往
の
内
陸
直

下
型
地
震
を
見
て
も
、
兵
庫
県
南
部
に
お
け
る
地
震

は
少
な
く
と
も
近
年
は
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、

他
の
地
域
で
発
生
し
た
内
陸
直
下
型
地
震
に
つ
い
て

も
、
強
震
計
に
よ
る
観
測
デ
ー
タ
が
十
分
に
揃
っ
て

い
た
わ
け
で
も
な
く
、
地
震
の
規
模
に
つ
い
て
も
、

桁
外
れ
に
大
き
い
濃
尾
地
震
を
除
け
ば
最
大
級
の
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
被
告
の
予
測
が
甘

か
っ
た
と
は
断
じ
得
な
い
。

③

ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
に
つ
い
て

被
災
後
の
本
件
橋
脚
か
ら
採
取
さ
れ
た
コ
ン
ク
リ

ー
ト
コ
ア
の
強
度
試
験
結
果
や
事
前
の
定
期
点
検
結

果
か
ら
、
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
の
存
在
は
否
定
的
に

見
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

④

鋼
板
巻
き
立
て
工
法
に
よ
る
補
強
の
欠
如

鋼
板
巻
き
立
て
工
法
を
実
施
し
て
い
れ
ば
、

せ
ん
断
力
に
対
す
る
耐
力
補
強
に
な
っ
た
こ
と
は
間

違
い
な
く
、
本
件
橋
脚
が
せ
ん
断
破
壊
を
契
機
と
し

て
三
つ
の
R
C
塊
に
破
壊
さ
れ
た
と
い
う
事
情
を
考

慮
す
る
と
、
鋼
板
巻
き
立
て
工
法
が
実
施
さ
れ
て
い

き
な
い
に
し
て
も
、
倒
壊
を
防
止
し
得
た
可
能
性
も

否
定
し
切
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
大
都
市
圏
の
市
街
地
に
お
け
る

高
速
道
路
が
、
い
か
に
公
共
性
を
有
す
る
も
の
と
さ

れ
、
し
か
も
、
橋
脚
が
倒
壊
す
れ
ば
、
高
速
道
路
上

や
道
路
下
の
み
な
ら
ず
近
隣
住
民
等
に
も
多
大
な
被

害
を
及
ぼ
す
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と

し
て
も
、
極
め
て
強
力
か
つ
広
範
囲
に
及
ぶ
破
壊
力

を
持
っ
た
自
然
現
象
で
あ
る
地
震
に
対
し
て
無
制
限

の
耐
力
を
持
た
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
か
ら
、
地
震
に
対
す
る
そ
の
備
え
る

べ
き
人
工
的
な
安
全
性
も
無
制
限
の
も
の
ま
で
要
求

さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
既
往
の
地
震
等
の
知
見
を

前
提
と
し
て
持
つ
べ
き
水
準
を
画
し
て
い
く
ほ
か
な

い
。地

震
に
対
す
る
構
造
物
の
耐
力
に
関
す
る
研
究

は
、
新
た
な
地
震
の
経
験
の
み
な
ら
ず
、
地
震
動
の

性
質
や
そ
の
把
握
、
そ
れ
ら
が
構
造
物
に
与
え
る
影

響
、
補
修
方
法
、
材
料
に
関
す
る
知
見
等
々
、
地
球

物
理
学
や
地
震
工
学
、
建
築
学
等
の
様
々
な
分
野
の

研
究
成
果
を
総
合
し
て
日
々
進
化
し
て
い
く
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
に
応
じ
て
実
際
の
施
工
の
場
で
も
実
用

化
可
能
な
も
の
か
ら
順
次
取
り
入
れ
ら
れ
、
基
準
自

体
も
次
々
に
改
定
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
不
可
避
で
あ

る
こ
と
も
前
提
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
新
設



構
造
物
に
つ
い
て
は
、
そ
の
段
階
で
新
し
い
基
準
を

適
用
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
で
、
当
然
そ
れ
に
従
っ

て
設
計
施
工
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
既
設
の
高
速

道
路
の
橋
脚
に
つ
い
て
は
、
新
た
な
知
見
や
基
準
が

明
ら
か
に
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
都
度
、
こ

れ
と
従
前
の
知
見
や
基
準
を
比
較
し
、
そ
れ
ま
で
適

正
に
施
工
管
理
さ
れ
て
き
た
も
の
を
即
座
に
瑕
疵
あ

る
も
の
と
評
価
し
、
新
た
な
知
見
や
基
準
に
即
応
で

き
な
け
れ
ば
、
瑕
疵
の
存
在
を
理
由
に
供
用
を
中
止

す
べ
き
と
い
う
の
は
、
人
間
の
時
間
感
覚
か
ら
す
れ

ば
非
常
に
長
い
ス
パ
ン
で
考
え
ざ
る
を
得
な
い
ほ
ど

発
生
時
期
の
予
測
が
困
難
な
地
震
と
、
こ
れ
ら
営
造

物
の
果
た
す
社
会
経
済
的
機
能
を
比
較
考
量
す
れ

ば
、
相
当
と
は
解
し
難
い
し
、
現
実
的
で
も
な
い
。

そ
う
す
る
と
、
供
用
を
続
け
た
ま
ま
、
必
要
に
応
じ

て
可
能
な
限
り
補
強
し
て
い
く
と
い
う
方
法
を
取
ら

ざ
る
を
得
な
い
が
、
そ
の
場
合
、
補
強
が
な
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
か
ら
直
ち
に
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
を

欠
い
て
い
た
と
評
価
す
る
の
は
妥
当
で
は
な
く
、
新

た
に
得
ら
れ
た
知
見
の
内
容
、知
見
に
対
す
る
評
価
、

知
見
に
基
づ
く
補
修
等
の
技
術
的
可
能
性
、
基
準
の

改
定
の
有
無
、
基
準
の
改
定
の
趣
旨
、
そ
れ
ら
を
総

合
し
た
当
該
構
造
物
に
対
す
る
補
修
の
必
要
性
、
緊

急
性
等
を
考
慮
し
て
、
合
理
的
期
間
内
に
な
す
べ
き

補
修
が
な
さ
れ
て
い
た
か
(そ
の
過
程
に
あ
っ
た
か
)

と
い
う
観
点
か
ら
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
を
欠
く
か

を
判
断
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

本
件
の
場
合
、
被
告
は
、
既
設
橋
梁
の
対
策
委
員

会
を
設
け
海
外
の
知
見
等
に
も
配
慮
し
て
研
究
検
討

を
続
け
て
い
た
こ
と
、
通
達
に
従
っ
て
震
災
点
検
を

実
施
し
て
お
り
、
そ
の
時
点
で
の
補
修
の
必
要
性
の

高
い
橋
脚
を
選
抜
し
て
い
く
方
法
も
不
適
切
で
は
な

い
こ
と
、
多
数
あ
る
橋
脚
を
効
率
よ
く
管
理
･
保
守

す
る
た
め
に
シ
ス
テ
ム
化
す
る
と
い
う
手
法
も
是
認

で
き
る
こ
と
、
地
震
を
対
象
と
し
た
補
修
計
画
に
つ

い
て
、
他
の
同
種
公
団
と
同
様
に
五
年
間
を
区
切
り

に
し
て
い
る
の
も
耐
震
対
策
の
不
合
理
な
遅
延
と
ま

で
は
い
え
な
い
こ
と
、
本
件
橋
脚
は
、
本
件
地
震
時

に
は
間
に
合
わ
な
か
っ
た
も
の
の
平
成
九
年
ま
で
に

は
補
強
さ
れ
て
い
た
蓋
然
性
が
あ
る
こ
と
な
ど
の
事

情
を
考
慮
す
る
と
、
被
告
に
お
い
て
は
、
三
号
神
戸

線
の
耐
震
補
強
に
つ
い
て
、
供
用
開
始
後
の
知
見
や

基
準
の
内
容
を
十
分
に
考
慮
し
な
が
ら
、
必
要
性

･

緊
急
性
の
高
い
橋
脚
か
ら
順
番
に
補
強
を
実
施
し
て

い
た
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
本
件
地
震
が
発
生
し
た

も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
、
鋼
板
巻
き
立
て
工
法
が

実
施
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
本
件
橋
脚
に
つ
い
て
も
通

常
有
す
べ
き
安
全
性
を
欠
い
て
い
る
と
は
い
え
な

しV

へ本
判
決
の
特
徴
〉

本
判
決
は
、
阪
神

淡
路
大
震
災
に
よ
る
道
路
構
造
物

の
被
災
に
伴
い
発
生
し
た
災
害
に
対
し
、
道
路
管
理
者
の

責
任
に
つ
い
て
判
断
し
た
初
め
て
の
判
決
で
あ
る
。

地
震
は
、
大
雨
等
と
異
な
り
、
通
行
止
め
を
行
な
う
こ

と
に
よ
っ
て
被
害
を
回
避
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

ま
た
、
地
震
動
の
実
態
の
把
握
や
被
災
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を

始
め
と
す
る
地
震
動
が
構
造
物
に
及
ぼ
す
影
響
に
関
す
る

知
見
等
々
、
今
後
の
解
明
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問

題
が
少
な
く
な
い
。

本
判
決
は
、
地
震
に
対
す
る
既
設
構
造
物
の
管
理
責
任

に
つ
い
て
、
新
た
に
得
ら
れ
た
知
見
の
内
容
、
知
見
に
対

す
る
評
価
、
知
見
に
基
づ
く
補
修
等
の
技
術
的
可
能
性
、

基
準
の
改
定
の
有
無
、
基
準
の
改
定
の
趣
旨
、
そ
れ
ら
を

総
合
し
た
当
該
構
造
物
に
対
す
る
補
修
の
必
要
性
、
緊
急

性
等
を
考
慮
し
、
合
理
的
期
間
内
に
な
す
べ
き
補
修
が
な

さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
通
常
有
す
べ
き
安
全

性
を
有
し
て
い
た
か
判
断
す
る
の
を
相
当
と
し
た
。
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本件橋脚 (西P 16 7橋脚) の倒壊現場写真
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本件橋脚 (西P 16 7橋脚) の被災状況図
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被災遺族訴訟の争点における当事者の主張と裁判所の判断
項 目 原告の主張 被告の主張 裁判所の判断

設袈計の瑕疵 公団は耐震-泌匿計基準 僕)の策定に当たり、想定を
趨勒薩誘即.15~ 0.25G としたのに、基準震度を02 5
ではなく、0.れに抑えたの&坏 合理である。

昭奔差ド醇9年道超覇蚤僞示所書“洋捜した昭覇痒幹鱒きの公団墓錘
(案)に基づき適正に“遼獲十した。地盤の補正係数にょり0.25
まで関応している。

本f飜硼力$準拠する耐震減殺鰭計基準において、公団が想定地震を02
~ 0.あと評価しながら、 構造嫁物の設輻抹く平震度の標準値を0.2として
いたことについでま、現実の適用にあたっては地盤による補正値を設
けていて0.20 ~ 0.麹となっていること、 0.2の設定でも倒壊には至ら
ないという工学的な判断を加味していると認められること、この標準
値は国の基準である示方書とも雪致しており、閑麗務馬級の地震を想
定しても標準‘即.2となると考えられることからすれば、公湿]の想定
が甘かったとはいえない。

泡鰔此 本‘蠣間脚内部のコンクリートの約半分功もミラバラに

壊れており、工事の不正 ･手抜きがあったことば明ら

かである。

瀦檄以翻り職では、鞠圧螂力擬
破断していることから、本4鯛橋脚にも同様の施工不良
が推測される。
倒壊した他の橋脚では帯鉄筋の端部にフックを設け

コンクリートに定着させるなどされておらず、本件橋

脚にも帯鉄筋の燐結諌不十分幼魂翻りされる。

国の委員会 信.≦= ;* デート.-‐“" …"衿工三へ＼レリ、1*℃′,コミヱ杉
の調査報偕書により使用部材の強度め鑿準を冠足してい
たことは明らかである。
国の委員会の調査報階r書や被災当時の本f篩講の写真

から圧玉鞍部の瓶動き随正であったことそば明らかである。
国の委員会の調査報晧書等により帯鉄筋の施動、適正

なことは明らかである。

倒壊後の本件橋脚から採取した材料について強度試験を実巍芭した
結果や本f羽問脚を撤去する際に寸法等を実測した結果から、コンクリ
ート、主鉄筋、帯鉄筋のいずれについても必要な強度を充たしていた
こと、かぶり厚等の施工力婁準どおりであったことが判明している。
残されだ資料からは、本籍総帥で多数の圧接部が破断したこと、圧

接部が千鳥配置されていなかったことを認めるに足る証拠はない。
昭訴聾9年度の示方書では、フックを設けなくても重擬継手によって

コンクリ- ト内に十分埋め込んでいれる盪捲谷されるものとされてい
るところ、本f撚 彌の帯鉄規筋は、重ね維鮮のラップ長を確齢Rしたうえ

で、かぶりコンクリ- ト内“埋め込まれているから、施虹=当時の基準
を満たしていた。

総 ･縦の緘 本f羽間脚内部のコンクリート力めミラバラに砕鯛敬っ
ており、アル骨反応が相当進館了していたのは間違いな

し、。
公団は圈弼1年頃には主鉄筋蝦落とし部の補引載粉法

である F鋼板巻立て工洩 のろ甑効性を認めながら、本
件地震までにわず力数体しか土事を完了しなかった。

日常点検 (月 1回) と定期点検〔5 ~ 7年に1回 (最
終は平成元年)〕の結果からは、アルカリ骨材反応によ

るひび事りれ等の異常はなかった。
国の通達に沿って震災痴倹と補強工事を適正に実施し

てきた。
本件橋脚については、第11次道路整備五箇年計画の終

期である平成9年度末までに補強されたと考えられる。

日常点検と定期点検結果からは異常が発見されなかったこと、被災
後の本件橋脚から採取したコンクリートの強度試験結果でも十分な
強度を有していたことから、アルカリ骨材反応の存在は否定的に見る
のが相当である。
鋼板巻立て工法が邉実施されていれば倒壊を免れ得た可能性も否定

しきれないところであるが、補強がなされていなかったから直ちに通
常有すべき安全性を欠いていたと評価するのは妥当ではなく、新たに
得られた知見の内谷、知見にあげ罵る評価、知見に基づく補修舞耆の技術
的可盲幼虫 基準の改定の有無、基準の改定の趣旨、それらを総合した
当該構造巻物に★･付一る補修の必要性、緊急性等を考慮して、 舒嘲り期間
内になすべき補修がなされていたかという観点から通町常有すべき安

全性を欠くかを判断するのが相当である。
本籍覇脚の場合、公団は、通達に従って震諺も点検を実巍れており補

修の必要性の高い橋脚を選抜する方法も不適切ではないこと、補れ鯛計
画について他公団と同様に5年間を区切 明こしているのも}耐震鯛策

の不治理為睦延とまではいえないこと、平成9年までには補強されて

いた‐能勢謳防ぎあることなどの事情を考慮すると、知見や基準を十分し考

慮しながら必要性 ･緊急性の高し権脚から順番に補強を実飜ましていた

過程において、本件鰯勳凝生したものと見ることができ、通甜常有す
べき安全性を欠いていたとはいえない。
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平成15年度 ｢道路ふれあい月間｣
推進標語を募集します "

国土交通省では、 毎年 8月を ｢道路ふれあい月間｣ として、 道路の正しい利用や
道路愛護思想の普及に努めていますが、 この行事の一環として、 昨年に引き続き、
平成15年度 ｢道路ふれあい月間｣ 推進標語を広く一般から募集します。
道路は、 生活の向上と経済の発展に欠くことのできない国民共有の、 つまりあな

たの財産です。 そこで、 国民の皆さん一人一人に、 道路の役割をより一層理解して
頂くことによって、 道路を安全に維持し、 あなたの子孫に受け継いでいくことを目
的にしています。
推進標語は ｢道路は国民共有の、 つまりあなたの財産です。〈みんなが道路と親

しみ、 ふれあい、 常に広く、 美しく、 安全に、 共に楽しく利用しましょう〉｣ をテ
ーマに、 下記の募集要領により広く募集しますので、 奮ってご応募ください。

《募 集 要 領》
(1) 応募方法

官製ハガキに標語 1点と、 氏名、 住所、 電話番号、 性別、 年齢、 職業 〔一般 ･学生
(高校生以下) 別〕を記入して郵送してください。
宛先 / 〒 10 2 - 0 0 8 2

東京都千代田区-番町10番6号 一番町野田ビル5階
道路広報センター
平成15年度 ｢道路ふれあい月間｣ 推進標語募集係 あて

なお、 インターネットでも募集を受け付けています。 ホームページの場所(U R L){ま
h ttp :// w w w a rc h ite c tu re .ip/h yo u g o / です。

(2 ) 応募期間
平成15年3月3 1日 (月) まで (当日必着)

(3 ) 発表方法
｢道路ふれあい月間｣ 前に入賞作品が決定次第、本人に直接通知するとともに機関誌
等に掲載します。

(4 ) 賞
最優秀賞 1点
優 秀 賞 一般2点 ･学生2点
優 良 賞 一般2 点 ･学生2点

(5 ) 問合せ先
国土交通省道路局道路交通管理課 te l0 3 一5 2 5 3 一8 1 1 1 1 (内線 :3 7 4 2 3 )

応募作品は、 プロデューサーの残間里江子さん、 元オリンピック ･バドミントン選手の
陣内貴美子さん、 放送作家 ･コラムニストの山田美保子さん、 俳優の渡辺文雄さんの審査
員によって厳正に審査されます。 その結果、 最優秀賞 1点、 優秀賞一般 2 点 ･学生 2 点、
及び優良賞一般 2点 ･学生 2点が選定され、 道路情報板、 ポスター、 チラシ等で ｢道路ふ
れあい月間｣ の推進に幅広く活用します。

なお、 最優秀賞、 優秀賞及び優良賞を受賞された方には賞状と盾並びに副賞を贈呈し
ます。

◇この機会にあらためて、道路の重要性をみんなで考えてみましょう◇

* 最優秀賞
* 優秀賞
* 優良賞

〈副 賞〉
D V D プレーヤー
デジタルカメラ
カメラ

道ネテセ 2003.3 5 Z



平成電年度社会実験実施地域の公募について

国土交通省道路局は、 地域の方々が発案した道路に関する新しい施策に

ついて、 場所と期間を限定して試行 (実験)し、 地域の方々に参加頂きなが

ら、 施策を本格導入するが否かの判断材料を得るため、 平成15年度の社会

実験実施地域を公募します。

◎実験内容について

社会実験は以下の要件を満たすことが必要です。
① 対象となる施策が、 本格実施時には法令、 その他諸制度の変更等を求めるもの

であっても、 社会実験時には現行の法令、 その他諸制度の範囲内で実験実施が可

能なもの。
② 単年度で実施できる内容であり、実験終了後 3ヶ月以内 (但し当該年度末まで)

に実験の成果について報告できること。

⑧ 実験により得られた成果の公表が可能であること。
また、 実験結果を道路行政に活用するため、 実験内容や検討項目について、 修正を

お願いする場合があります。
◎申請資格

申請に当たっては、 申請時点において国土交通省道路局とともに実施主体と

して実験を実施することが可能な以下の条件を満たす団体、 組織を対象としま

す。

① 地方公共団体等 (含む一部事務組合、広域連合)

② 施策に関連する地方公共団体とともに実験を実施することが可能な特定非営利

活動促進法 (N P O 法) に基づく団体

③ 渋滞対策協議会などの公的な任意団体 (ただし、 施策に関連する地方公共団体

が構成員に含まれること)

◎申請期間
平成15年 4月 1日 (火) ~ 平成15年 4月25日 (金)

◎申請方法
所定の申請様式に記入し、 申請地域を所轄する国土交通省地方整備局等において実験

内容について説明の上、 提出してください。
なお、 公募要領、 申請様式、 提出先等詳細は、 国土交通省道路局社会実験ホームペー

ジをご覧下さい。

国土交通省道路局社会実験ホームページ

h ttp :/ / w w w .m lit,g o .jp / ro a d / d e m o p ro / in d e x .h t m

問合せ先 :国土交通省道路局地方道･環境課地域道路調整室 課長補佐 遠藤 和重

T el:O 3‐525 3‐8 = 1G勺線38‐272)/ O3‐5253‐84 98(直通)
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な
か
っ
た

だ
ろ
う
よ
o

A
夫

道
路
区
域
の
話
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
よ
。確
か
、

道
路
の
垂
直
方
向
に
宇
宙
の
果
て
か
ら
地
球
の
中
心
ま

で
｢道
路
｣
が
存
在
す
る
と
観
念
さ
れ
る
ん
だ
っ
て
ね
。

と
す
る
と
、
道
路
上
空
の
空
間
は
、
道
路
以
外
に
は
使

え
な
い
の
?

B
夫

道
路
と
い
う
の
は
、
一
般
交
通
の
用
に
供
さ
れ
る

の
が
本
来
の
姿
だ
か
ら
、
道
路
本
来
の
目
的
を
損
ね
る

よ
う
な
こ
と
は
当
然
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
何

の
た
め
に
道
路
を
造
っ
た
の
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
ち
ゃ

う
か
ら
。
だ
か
ら
、
道
路
に
電
柱
、
下
水
道
管
な
ど
の

工
作
物
を
設
置
す
る
場
合
は
道
路
管
理
者
の
許
可

(道

路
法
第
三
十
二
条
第
一
項
)
が
必
要
に
な
っ
て
い
る
な

ど
、道
路
管
理
者
が
厳
し
く
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
る
ん
だ
。

A
夫

そ
り
ゃ
そ
う
だ
ろ
う
け
ど
、
道
路
の
上
下
の
空
間

が
今
ま
で
有
効
活
用
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
批
判
も
あ

る
ん
じ
ゃ
な
い
の
?

B
夫

ム
ム
･
･
･
、
確
か
に
、
そ
う
い
う
議
論
も
あ
る

ん
だ
。
内
閣
府
に
設
置
さ
れ
た
総
合
規
制
改
革
会
議
が

平
成
一
四
年
三
一月
に
総
理
に
規
制
改
革
に
関
す
る
第

二
次
答
申
を
提
出
し
て
い
て
、
そ
こ
で
は

｢道
路
空
間

と
建
築
物
の
立
体
的
利
用
を
図
る
こ
と
に
つ
い
て
検
討

す
べ
き
｣
と
さ
れ
て
い
る
ん
だ
。

A
夫

や
っ
ぱ
り
現
行
法
制
度
で
は
、
道
路
空
間
が
有
効

利
用
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
て
い
る
人
も
い
る
と
い
う

こ
と
だ
ね
。
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
道
路
法
に
は

｢立
体
道
路
制
度
｣
と
い
う
も
の
が
あ
る
ら
し
い
じ
ゃ

な
い
か
。
そ
れ
で
道
路
区
域
を
立
体
的
に
設
定
し
て
、

道
路
の
上
下
の
空
間
を
も
っ
と
有
効
に
活
用
し
た
ら
ど

う
だ
ろ
う
?

例
え
ば
、
こ
の
街
の
交
差
点
上
空
に
で

か
い
レ
ス
ト
ラ
ン
を
造
る
こ
と
を
考
え
て
み
る
と
、
こ

の
辺
り
に
は
余
り
レ
ス
ト
ラ
ン
が
な
い
か
ら
す
ご
く
儲

か
る
だ
ろ
う
し
、
そ
う
す
る
と
そ
こ
か
ら
税
収
は
上
が

る
し
、
雇
用
も
生
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
周
辺
で
働
く
人
に

と
っ
て
も
、
お
昼
を
と
る
場
所
の
選
択
肢
が
増
え
て
、

み
ん
な
ハ
ッ
ピ
ー
じ
ゃ
な
い
の
か
な
?

B
夫

ち
ょ
っ
と
待
っ
て
く
れ
。
立
体
道
路
制
度
と
い
う

の
は
、
そ
も
そ
も
道
路
建
設
を
促
進
す
る
た
め
の
制
度

な
ん
だ
。
地
価
が
高
騰
し
た
平
成
元
年
頃
、
道
路
用
地

を
取
得
す
る
こ
と
が
と
て
も
困
難
に
な
り
、
必
要
な
道

路
整
備
が
進
ま
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
立
体
道
路
制

度
は
そ
の
と
き
に
創
設
さ
れ
た
制
度
で
、
要
は
道
路
用

地
を
購
入
し
な
く
て
も
、
構
造
物
の
一
部
を
道
路
区
域

に
設
定
す
る
こ
と
に
よ
り
道
路
を
建
設
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
し
た
も
の
だ
。
だ
か
ら
、
既
に
道
路
が
あ

る
部
分
に
立
体
道
路
制
度
を
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
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週
鼈
溝
令
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係
Q
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A

道
路
は
誰
の
も
の
?

ー
道
路
空
間
の
立
体
的
利
用
に
つ
い
て
-



い
ん
だ
。

A
夫

制
度
が
な
い
な
ら
制
度
を
作
れ
ば
い
い
じ
ゃ
な
い

か
。
さ
っ
き
僕
が
い
っ
た
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
ん

だ
か
ら
。

B
夫

も
し
そ
う
い
う
制
度
が
あ
っ
た
と
仮
定
し
て
も
、

そ
う
単
純
に
は
い
か
な
い
よ
。
例
え
ば
、
道
路
と
い
う

の
は
緊
急
時
の
避
難
路
に
も
な
っ
て
い
る
ん
だ
。も
し
、

大
地
震
が
起
き
て
、
道
路
上
空
の
構
造
物
が
崩
壊
し
て

し
ま
っ
た
ら
、
道
路
が
閉
鎖
さ
れ
て
避
難
で
き
ず
、
被

害
が
拡
大
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
、
道
路
に
フ

タ
を
す
る
よ
う
な
構
造
物
が
あ
っ
た
ら
、
火
事
に
な
っ

た
と
き
に
ハ
シ
ゴ
車
が
通
行
で
き
な
か
っ
た
り
、
そ
の

構
造
物
に
放
水
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
り
と
消
火

活
動
に
支
障
を
来
す
か
も
し
れ
な
い
。

A
夫

そ
れ
は
、
崩
壊
し
な
い
よ
う
な
構
造
に
し
ろ
と
い

う
話
だ
ろ
う
し
、
ま
た
、
消
防
の
話
だ
っ
て
、
代
替
交

通
路
を
確
保
す
る
な
ど
す
れ
ば
良
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
?

B
夫

ま
あ
、
待
て
。
そ
れ
だ
け
じ
ゃ
な
い
。
道
路
上
空

の
空
間
は
、
さ
っ
き
も
い
っ
た
よ
う
に
貴
重
な
オ
ー
プ

ン
ス
ペ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
空
間
は
、

法
的
に
は
道
路
を
保
有
す
る
国
･
地
方
公
共
団
体
な
ど

の
も
の
だ
け
ど
、
そ
こ
に
住
む
人
･
働
く
人
な
ど
、
関

係
す
る
み
ん
な
の
も
の
と
い
う
意
識
も
強
い
ん
だ
。
そ

こ
を
活
用
す
る
に
は
、
そ
の
人
た
ち
と
十
分
に
話
し
合

い
を
持
ち
、
納
得
し
て
も
ら
わ
な
い
と
い
け
な
い
だ
ろ

う
ね
。

A
夫

う
~
ん
。
確
か
に
、
あ
る
日
突
然
、
道
路
の
上
空

に
自
分
の
意
に
添
わ
な
い
構
造
物
が
設
置
さ
れ
た
ら
、

気
分
が
悪
い
か
も
し
れ
な
い
。
折
角
の
貴
重
な
空
間
だ

か
ら
、
色
ん
な
使
用
法
が
提
案
さ
れ
る
だ
ろ
う
し
。

B
夫

そ
う
だ
ろ
う
?

道
路
と
い
う
の
は
単
に
一
般
交

通
の
用
に
供
す
れ
ば
足
り
る
も
の
で
は
な
く
、
オ
ー
プ

ン
ス
ペ
ー
ス
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
公
共
的
役
割
を
も
同

時
に
果
た
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
だ
。

A
夫

そ
の
道
路
を
管
理
す
る
の
が
道
路
局
っ
て
こ
と

か
。
さ
す
が
B
夫
、
本
来
的
役
割
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ

に
よ
っ
て
生
ず
る
公
共
的
役
割
ま
で
引
き
受
け
る
な
ん

て
、
殊
勝
な
心
が
け
だ
ね
。

B
夫

ま
あ
、
そ
の
分
、
色
々
と
口
を
出
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
い
る
わ
け
だ
。

A
夫

で
も
、
関
係
な
い
と
こ
ろ
に
口
出
し
す
る
の
は
ル

ー
ル
違
反
だ
ぞ
。

B
失

え

っ
“

所
掌
を
超
え
て
口
出
し
す
る
こ
と
は
な

い
け
ど

,
.
･
o

A
夫

違
う
よ
、
こ
の
前
の
合
コ
ン
だ
よ
。
隣
の
テ
ー
ブ

ル
に
ま
で
口
出
し
し
や
が
っ
て

!
。

B
夫

あ
あ
、
あ
の
タ
イ
プ
は
私
の
所
掌
な
ん
だ
。
君
の

所
掌
は
ぽ
っ
ち
ゃ
り
系
に
限
ら
れ
る
っ
て
聞
い
て
い
た

か
ら

･
･
･



週
隧
轡
蠣
者
間
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禰
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(そ
⑭
㈲
)

道
路
局
路
政
課
道
路
利
用
調
整
室

道
路
パ
ト
ロ
ー
ル
の
途
中
で
、
国
道
の
区
域
内
に

県
道
の
照
明
灯
が
設
置
さ
れ
て
い
る
の
に
気
が
つ
い

た
ん
で
す
け
ど
、
そ
ん
な
申
請
が
出
て
い
た
記
憶
が

な
い
ん
で
不
法
占
用
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
調
べ
て

い
た
ん
で
す
よ
。

坂
上
係
員

(パ
ト
ロ
ー
ル
中
に
も
占
用
の
こ
と
が
思
い
つ
く
な

ん
て
な
か
な
か
成
長
し
て
き
た
ん
じ
ゃ
な
い
。)

そ
う
。
そ
れ
で
ど
う
だ
っ
た
。

大
野
係
員

や
っ
ぱ
り
道
路
占
用
許
可
さ
れ
て
い
な
い
み
た
い

で
す
ね

,
.
･
o

こ
れ
は
一
大
事
だ
。
す
ぐ
に
県
に
連
絡
し
て
道
路
占

用
許
可
申
請
を
あ
げ
て
も
ら
わ
な
い
と
。

坂
上
係
員

は
い
、
は
い
、
は
い
。
慌
て
な
い
、
慌
て
な
い
。

大
野
係
員

こ
れ
が
慌
て
ず
に
い
ら
れ
ま
す
か
川

不
法
占
用
の
解
消
に
向
け
て
、
ビ
ッ
シ
ビ
シ
指
導
を

大
野
係
員

よ
-
っ
し
。
今
日
も
張
り
切
っ
て
、
ビ
ッ
シ
ビ
シ
道

路
パ
ト
ロ
ー
ル
に
い
く
ぞ
ー
。

(道
路
パ
ト
ロ
ー
ル
の
途
中
で
)

大
野
係
員

(あ
れ
れ
っ
、
な
ん
だ
あ
れ
ば
?

国
道
の
区
域
内

に
県
道
の
方
を
向
い
て
い
る
照
明
灯
が
設
置
さ
れ
て

い
る
ぞ
。
占
用
物
件
な
の
か
な
ぁ
?

事
務
所
に
帰
っ

た
ら
す
ぐ
に
調
べ
て
み
よ
う
。)

大
野
係
員

た
だ
い
ま
パ
ト
ロ
ー
ル
か
ら
戻
り
ま
し
た
。

(急
い
で
許
可
が
出
て
い
る
か
調
べ
な
い
と
J

坂
上
係
員

あ
ら
、
ど
う
し
た
の
?

そ
ん
な
に
慌
て
て
。

大
野
係
員

し
て
、成
果
が
上
が
っ
て
き
た
と
こ
ろ
な
の
に

!
。

坂
上
係
員

ま
あ
、
落
ち
着
い
て
考
え
て
み
て
。

高
速
道
路
の
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
に
入
る
と
こ
ろ
に

緑
色
の
案
内
標
識
あ
る
わ
よ
ね
え
。
あ
れ
も
道
路
占
用

許
可
さ
れ
て
い
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
?

大
野
係
員

そ
う
い
え
ば
、
許
可
し
て
い
な
い
で
す
ー

。

あ
あ
、
こ
ん
な
に
道
路
管
理
者
の
不
法
占
用
が
た
く

さ
ん
あ
る
な
ん
て
ー

。
僕
は
今
ま
で
何
を
し
て
た

ん
だ
。

坂
上
係
員

ま
あ
ま
あ
、落
ち
込
む
前
に
私
の
話
を
聞
き
な
さ
い
。

今
回
の
よ
う
な
場
合
は
ね
、
道
路
管
理
者
間
の
協
議
に

よ
っ
て
設
置
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
よ
。

大
野
係
員

ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
?

坂
上
係
員

道
路
法
第
十
一
条
の
規
定
は
知
っ
て
る
わ
よ
ね
。

大
野
係
員

路
線
が
重
複
す
る
場
合
、
上
位
道
路
が
管
理
す
る
っ

て
ヤ
ツ
で
す
ね
。
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(路
線
が
重
複
す
る
場
合
の
措
置
)

第
十
一条

国
道
の
路
線
と
都
道
府
県
道
又
は
市
町
村
道
の
路
線
と
が
重
複
す
る
場
合

に
お
い
て
は
、
そ
の
重
複
す
る
道
路
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
国
道
に
関
す
る
規
定
を

適
用
す
る
。



坂
上
係
員

じ
ゃ
あ
、
国
道
と
県
道
が
立
体
交
差
し
て
い
る
部
分

が
あ
る
わ
ょ
ね
。
そ
こ
の
管
理
区
分
は
ど
の
よ
う
に
取

り
扱
っ
て
い
る
と
思
う
?

大
野
係
員

そ
れ
は
、
国
道
で
管
理
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

今
、
道
路
法
第
十
一
条
を
持
ち
出
し
た
ば
っ
か
り
じ
ゃ

な
い
で
す
か
。

坂
上
係
員

違
う
の
よ
。
道
路
法
第
十
一
条
は
、
平
面
交
差
の
場

合
を
規
定
し
て
い
る
の
。
こ
の
よ
う
に
立
体
交
差
を
し

て
い
る
場
合
は
、
国
道
の
道
路
管
理
者
と
県
道
の
道
路

管
理
者
が
協
議
し
て
、
お
互
い
の
管
理
区
分
を
決
め
て

い
る
の
よ
。

大
野
係
員

な
る
ほ
ど
。
で
も
、
こ
れ
と
あ
の
照
明
灯
と
何
が
関

係
あ
る
ん
で
す
か
。

坂
上
係
員

(鈍
い
わ
ね
、
も
う
)
あ
の
照
明
灯
も
ね
、
道
路
管

理
者
同
士
が
協
議
し
て
、
県
道
の
道
路
管
理
者
が
設
置

2

都
道
府
県
道
の
路
線
と
市
町
村
道
の
路
線
と
が
重
複
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ

の
重
複
す
る
道
路
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
道
に
関
す
る
規
定
を
適
用
す
る

3

他
の
道
路
の
路
線
と
重
複
す
る
よ
う
に
路
線
を
指
定
し
、
認
定
し
、
若
し
く
は
変

更
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
他
の
道
路
の
路
線
と
重
複
し
て
い
る
路
線
に
つ
い
て
路
線

を
廃
止
し
、
若
し
く
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
現
に
当
該
道
路
の
路
線
を
認
定

し
て
い
る
者
に
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
て
い
る
の
よ
。

大
野
係
員

と
い
う
こ
と
は
ー

、
あ
の
照
明
灯
は
不
法
占
用

じ
ゃ
な
く
て
、
道
路
管
理
者
同
士
の
協
議
に
よ
り
設
置

さ
れ
て
い
た
ん
で
す
ね
。

あ
~
、
よ
か
っ
た
。
ほ
っ
と
し
ま
し
た
。

坂
上
係
員

(早
と
ち
り
は
相
変
わ
ら
ず
ね
。)

大
野
係
員

と
い
う
こ
と
は

!
、
道
路
法
第
三
十
五
条
の
協

議
占
用
だ
と
言
う
こ
と
で
す
ね
!

坂
上
係
員

(ズ
ル
ッ
。)

あ
~
の
~
ね
え
~
。
も
う
一
回
条
文
を
読
み
直
し
て

み
な
さ
い
よ
。
道
路
法
第
三
十
五
条
の
協
議
占
用
と
い

う
の
は
、
国
の
行
う
道
路
の
占
用
の
特
例
な
の
よ
。

相
手
は
、
県
の
道
路
管
理
者
な
ん
だ
か
ら
、
適
用
さ

れ
る
わ
け
が
な
い
じ
ゃ
な
い
。

大
野
係
員

そ
う
で
す
よ
ね
。
協
議
と
い
う
響
き
だ
け
で
安
直
に

考
え
て
、
頭
の
中
で
ご
ち
ゃ
混
ぜ
に
な
っ
て
ま
し
た
。

で
も
、
そ
れ
じ
ゃ
あ
、
道
路
管
理
者
間
の
協
議
は
何
に

基
づ
い
て
行
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
か
ね
ぇ
。

坂
上
係
員

(道
路
法
令
総
覧
を
パ
ラ
パ
ラ
と
め
く
り
な
が
ら
)

え
ー
っ
と
、
そ
れ
は
ね
え

･
･
･
。

大
野
係
員

な
~
ん
だ
。
坂
上
さ
ん
も
知
ら
な
い
ん
だ
。

坂
上
係
員

う
る
さ
い
っ
!

今
探
し
て
る
ん
だ
か
ら
も
う
ち
ょ

っ
と
待
ち
な
さ
い
っ
-
.

(う
~
っ
。
ど
こ
に
の
っ
て

る
ん
だ
ろ
う
。
)

大
野
係
員

･
･
･
o

坂
上
係
員

何
よ
っ
、
そ
の
疑
わ
し
げ
な
目
は
。
調
べ
て
お
く
か

ら
明
日
ま
で
時
間
を
ち
ょ
う
だ
い
。

大
野
係
員

(
ニ
ヤ
ニ
ヤ
し
な
が
ら
)
は
ー
い
。
僕
も
調
べ
て
お

き
ま
ー
す
。

渡
邊
課
長

(助
け
船
を
出
そ
う
か
と
思
っ
た
け
ど
、
お
も
し
ろ

そ
う
だ
か
ら
、
も
う
ち
ょ
っ
と
様
子
を
見
て
お
く
か
。)

て
お
く
か
こ

律

(次
号
に
続
く
)

道 2003,3

(国
の
行
う
道
路
の
占
用
の
特
例
)

第
三
十
五
条

郵
便
そ
の
他
国
の
行
う
事
業
の
た
め
の
道
路

の
占
用
に
つ
い
て
は
、

第
三
十
二
条
第
一項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
が
道
路

管
理
者
に

協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
れ
ば
足
り
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
各
号

に
掲
げ
る
事
項
及
び
第
三
十
九
条
に
規
定
す
る

占
用
料
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

は
、
政
令
で
そ
の
基
準
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

※
平
成
一四
年
法
律
第
九
八
号
で
平
成
一
五
年
四
月
一
日
か
ら

の
部
分
は
削
ら
れ

る
。



損
失
補
償
金
請
求
事
件
"

〔
一
審
判
決
〕
平
成
一
二
年
九
月
二
九
日

東
京
地
方
裁
判
所

請
求
棄
却

(原
告
控
訴
)

〔二
審
判
決
〕
平
成
一
三
年
四
月
三

日

東
京
高
等
裁
判
所

控
訴
棄
却

(控
訴
人
上
告
)

宮
坂
高
裁
判
決
〕
平
成
一
三
年
七
月
六
日

最
高
裁
判
所

上
告
却
下

(確
定
)

1

事
実
の
概
要

本
件
は
、
高
速
自
動
車
国
道
の
事
業
用
地
で
あ
る
本
件

土
地
に
条
件
付
所
有
権
移
転
仮
登
記
を
有
す
る
原
告
が
、

被
告
の
申
請
に
基
づ
き
収
用
委
員
会
が
な
し
た
本
件
土
地

に
係
る
収
用
裁
決
に
お
け
る
損
失
補
償
金
の
額
が
低
額
に

す
ぎ
る
と
し
て
、
被
告
に
対
し
、
適
正
な
補
償
額
の
支
払

を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。

本
件
土
地
は
、
都
心
と
直
結
す
る
東
急
田
園
都
市
線
の

最
寄
駅
か
ら
直
線
距
離
四
五
〇
メ
ー
ト
ル
に
位
置
し
て
お

り
、
鶴
見
川
支
流
の
谷
本
川
の
右
岸
に
あ
っ
て
、
そ
の
北

方
百
メ
ー
ト
ル
の
位
置
に
は
国
道
二
四
六
号
、
南
方
に
は

東
名
高
速
道
路
が
存
し
て
い
る
。
本
件
土
地
が
属
す
る
谷

本
川
沿
岸
地
域
は
、
市
街
化
調
整
区
域
、
農
業
振
興
地
域

及
び
農
用
地
区
域
の
指
定
を
受
け
て
お
り
、
主
と
し
て
畑

又
は
田
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。

2

当
事
者
の
主
張

(主
に
一審
判
決
に
よ
る
)

①

原
告
の
主
張

損
失
補
償
は
、
近
傍
類
地
の
取
引
価
格
を
基
準
と
し
て

正
常
な
取
引
価
格
を
も
っ
て
補
償
す
べ
き
と
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
、
本
件
土
地
と
同
じ
く
谷
本
川
沿
岸
に
所
在
し
、

本
件
土
地
と
同
一
の
公
法
上
の
規
制
を
受
け
て
い
た
区
役

所
総
合
庁
舎
予
定
地
が
、
本
件
土
地
の
買
収
開
始
直
前
の

時
期
に
横
浜
市
に
よ
っ
て
宅
地
見
込
地
と
し
て
評
価
さ

れ
、
買
収
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
取
引
事
例
と

し
て
参
照
し
、
本
件
土
地
も
宅
地
見
込
地
と
し
て
評
価
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
本
件
土
地
は
、
単
位
面
積
あ
た
り
の

価
格
を
総
合
庁
舎
予
定
地
の
評
価
額
の
二
分
の
一
で
評
価

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
評
価
は
合
理
的
な
根
拠
に

基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
財
産
権
の
不
可
侵
を
定
め
た
憲

法
第
二
九
条
第
三
項
に
抵
触
す
る
。

②

被
告
の
主
張

本
件
土
地
は
、
現
況
が
農
地
で
あ
る
た
め
農
地
と
し
て

評
価
し
た
が
、
損
失
補
償
金
の
額
は
、
宅
地
見
込
地
地
域

内
に
属
す
る
こ
と
を
考
慮
し
て
算
定
し
て
い
る
。た
だ
し
、

本
件
土
地
と
総
合
庁
舎
予
定
地
と
は
、
地
域
の
種
別
と
し

て
同
じ
宅
地
見
込
地
に
属
す
る
と
い
っ
て
も
、
両
地
域
は

谷
本
川
を
挟
ん
で
そ
の
状
況
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
総
合
庁
舎
予
定
地
は
左
岸
に
あ
り
、
直
接
市

街
化
区
域
に
隣
接
し
、
駅
、
商
店
街
等
に
も
至
近
距
離
に

あ
り
、
市
街
化
区
域
に
編
入
さ
れ
る
期
待
感
が
当
初
か
ら

極
め
て
高
い
の
に
対
し
、
本
件
土
地
は
右
岸
に
あ
り
、
近

隣
一
面
に
畑
が
広
が
っ
て
い
る
地
域
で
あ
り
、
両
者
の
地

域
要
因
に
格
差
が
あ
る
の
は
極
め
て
明
白
で
あ
る
。
よ
っ

て
、
本
件
土
地
を
総
合
庁
舎
予
定
地
の
評
価
額
の
二
分
の

一
の
額
で
評
価
し
た
本
件
裁
決
は
適
正
で
あ
る
。

≦首矛〒セ 20033 6 7

3

判
決
の
要
旨

本
件
土
地
及
び
残
地
は
農
用
地
区
域
内
で
利
用
さ
れ
て

お
り
、
今
後
も
同
区
域
の
解
除
の
可
能
性
は
な
い
こ
と
か

ら
、
熟
成
度
の
低
い
宅
地
見
込
地
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、

本
件
補
償
額
が
低
額
に
過
ぎ
る
と
す
る
理
由
は
な
い
。

4

判
決
の
ポ
イ
ン
ト

①

本
件
土
地
の
種
別
に
つ
い
て

土
地
収
用
法
第
七
一
条
の
規
定
に
よ
る
と
、
収
用
す
る

土
地
又
は
そ
の
土
地
に
関
す
る
所
有
権
以
外
の
権
利
に
対

“
損
失
補
償
金
請
求
事
件

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
訟
務
係



す
る
補
償
金
の
額
は
、
近
傍
類
地
の
取
引
価
格
等
を
考
慮

し
て
算
定
す
べ
き
と
さ
れ
て
お
り
、
近
傍
類
地
の
取
引
価

格
等
と
は
、
取
得
す
る
土
地
の
近
傍
に
あ
り
、
当
該
土
地

と
同
様
の
環
境
、
形
状
等
を
有
す
る
土
地
又
は
当
該
近
傍

地
の
地
域
の
特
性
と
類
似
す
る
特
性
を
有
す
る
土
地
の
取

引
価
格
を
い
う
と
解
さ
れ
て
い
る
。
本
件
土
地
の
近
傍
地

域
は
、
農
地
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
都
心
に

繋
が
る
鉄
道
の
駅
及
び
主
要
国
道
に
近
い
こ
と
に
加
え

て
、
区
全
体
と
し
て
は
、
住
宅
地
と
し
て
の
開
発
が
進
み
、

人
口
が
増
加
し
つ
つ
あ
る
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
農

地
地
域
か
ら
宅
地
地
域
へ
と
転
換
し
つ
つ
あ
る
地
域
に
該

当
す
る
も
の
と
し
て
、
宅
地
見
込
地
で
あ
る
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
宅
地
化
に
好

都
合
な
地
理
的
条
件
を
備
え
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

当
該
地
域
は
、
公
共
事
業
以
外
の
事
業
目
的
に
お
い
て
農

用
地
区
域
が
解
除
さ
れ
た
こ
と
を
認
め
る
に
足
る
証
拠
は

な
く
、
引
き
続
き
、
農
地
と
し
て
利
用
さ
れ
て
お
り
、
今

後
も
農
用
地
区
域
の
解
除
の
可
能
性
は
極
め
て
低
く
、
ま

た
、
本
件
土
地
自
体
に
つ
い
て
は
本
件
事
業
を
理
由
と
し

て
農
用
地
区
域
と
し
て
の
指
定
が
解
除
さ
れ
た
が
、
こ
れ

に
よ
り
近
傍
地
域
に
つ
い
て
も
住
宅
需
要
を
理
由
と
す
る

農
用
地
区
域
の
解
除
の
可
能
性
が
高
い
と
ま
で
い
う
こ
と

は
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
宅
地
見
込
地
と
い
え
ど
も
、
熟

成
度
の
低
い
宅
地
見
込
地
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

②

取
引
事
例
に
つ
い
て

宅
地
見
込
地
の
評
価
に
当
た
っ
て
は
、
転
換
前
の
土
地

の
種
別
で
あ
る
農
地
と
し
て
の
比
準
価
格
を
標
準
と
し
、

宅
地
と
な
る
期
待
性
を
加
味
し
て
得
た
価
格
を
比
較
考
量

し
て
決
定
す
る
の
が
相
当
と
認
め
ら
れ
て
い
る
。原
告
は
、

本
件
土
地
に
つ
い
て
比
準
価
格
を
求
め
る
に
際
し
、
総
合

庁
舎
予
定
地
を
取
引
事
例
と
し
て
採
用
す
べ
き
で
あ
る
と

主
張
す
る
。
た
し
か
に
、
総
合
庁
舎
予
定
地
が
買
収
さ
れ

た
当
時
、
同
地
と
本
件
土
地
は
、
行
政
的
条
件
を
同
じ
く

し
、
農
地
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
点
で
共
通
し

て
い
た
が
、
総
合
庁
舎
予
定
地
は
市
街
化
区
域
と
直
接
に

隣
接
し
て
お
り
、同
地
が
存
す
る
谷
本
川
左
岸
地
域
に
は
、

駅
、
商
店
街
の
ほ
か
、
警
察
署
、
税
務
署
等
の
官
公
署
が

立
地
し
、
主
要
地
方
道
が
貫
通
す
る
等
都
市
機
能
の
中
心

地
と
な
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
本
件
土
地
は
一
面
に
農
地

が
広
が
っ
て
い
る
地
域
の
中
心
に
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら

れ
、
総
合
庁
舎
予
定
地
が
、
宅
地
見
込
地
の
中
で
も
市
街

化
区
域
に
編
入
さ
れ
る
期
待
感
が
比
較
的
大
き
く
、
買
収

当
時
に
お
い
て
も
熟
成
度
が
高
い
宅
地
見
込
地
と
評
価
し

得
た
の
に
対
し
、
本
件
土
地
は
、
事
業
認
定
の
告
示
が
な

さ
れ
た
時
点
に
お
い
て
も
そ
の
程
度
に
ま
で
は
至
ら
ず
、

同
じ
く
宅
地
見
込
地
に
あ
る
と
は
い
え
両
者
の
地
域
要
因

に
は
格
差
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
も
そ

も
、
庁
舎
建
設
に
あ
た
っ
て
は
、
本
件
土
地
等
で
問
題
と

な
っ
て
い
る
公
的
規
制
の
適
用
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

総
合
庁
舎
予
定
地
は
公
的
規
制
の
な
い
土
地
の
価
格
で
任

意
買
収
さ
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
が
、
本
件
土
地
は
、
公

的
規
制
を
伴
う
土
地
と
し
て
、
そ
の
市
場
取
引
価
格
を
評

価
す
べ
き
で
あ
り
、
総
合
庁
舎
予
定
地
を
取
引
事
例
と
し

て
参
照
す
る
こ
と
は
妥
当
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な

状
況
に
お
い
て
、
本
件
裁
決
に
お
け
る
補
償
金
の
額
は
、

本
件
土
地
を
調
整
区
域
の
農
用
地
と
は
い
え
当
該
地
域
内

の
農
地
価
格
は
市
街
化
の
影
響
を
強
く
受
け
、
農
地
本
来

の
収
益
性
を
前
提
と
し
た
価
格
か
ら
は
遥
か
に
垂
離
し
た

高
水
準
に
あ
る
と
判
断
し
、
こ
れ
と
類
似
す
る
市
街
化
調

整
区
域
か
ら
取
引
事
例
を
収
集
し
、
こ
れ
を
比
準
す
る
こ

と
に
よ
り
算
定
さ
れ
て
お
り
、
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
。
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些れ鬱◎跳鱗

い
い
お
湯
、
い
い
汗
、
健
康
の
も
と

み
な
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
東
京
都

の
上
田
で
す
。

一
年
経
つ
の
も
早
い
も
の
で
、
も

う
仕
上
げ
の
三
月
と
な
り
ま
し
た
。

い
か
が
お
過
ご
し
で
す
か
。
一
年
中
、

忙
し
く
動
き
回
り
、
あ
っ
と
い
う
間

に
年
度
末
で
す
。
た
ま
に
は
、
一
年

の
疲
れ
を
癒
す
話
題
で
も
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。

テ
レ
ビ
番
組
の
中
で
一
番
安
上
が

り
、
か
つ
、
視
聴
率
が
良
い
ベ
ス
ト

三
の
番
組
は
、
ク
イ
ズ
、
料
理

(ラ

ー
メ
ン
)、
温
泉
宿
だ
そ
う
で
す
。

そ
こ
で
、
そ
の

一
つ
の
テ
ー
マ

｢近
場
で
ゆ
っ
く
り
で
き
る
日
帰
り

温
泉
｣
を
紹
介
し
ま
す
。

東
京
郊
外
か
ら
車
で
一
~
二
時
間

く
ら
い
、
宿
泊
す
る
と
財
布
に
負
担

が
か
か
る
と
心
配
の
方
に
お
薦
め
で

す
。
日
帰
り
温
泉
も
た
く
さ
ん
で
き

ま
し
た
。

1

温
泉
が
増
え
た
背
景

昭
和
六
三
年
竹
下
内
閣
の
地
域
振

興
費
｢ふ
る
さ
と
創
生
一
億
円
事
業
｣

で
各
自
治
体
が
村
お
こ
し
を
行
っ
て

久
し
い
。
全
国
三
、
二
八
七
の
市
町

村
に
一
律
一
億
円
が
配
ら
れ
、
観
光

物
産
店
な
ど
が
数
多
く
建
設
さ
れ
、

な
か
で
も
金
塊
購
入
や
温
泉
づ
く
り

に
使
っ
た
自
治
体
が
話
題
に
な
り
ま

し
た
。
全
国
の
一
割
を
越
す
三
五
四

自
治
体
が
温
泉
掘
り
に
そ
の
資
金
を

投
入
し
ま
し
た
。

世
の
中
の
動
き
を
み
る
と
、
①
高

齢
化
社
会
を
迎
え
、
暇
と
時
間
に
余

裕
が
で
き
ま
し
た
。
②
公
共
温
泉
の

よ
う
な
手
近
で
手
ご
ろ
な
料
金
で
利

東
京
都
建
設
局

上
田

興
文

用
で
き
る
施
設
を
地
方
自
治
体
が
競

っ
て
建
設
し
た
。
③
バ
ブ
ル
期
の
よ

う
な
本
格
的
な
豪
華
ホ
テ
ル
温
泉
に

か
げ
り
が
さ
し
て
き
た
。
④
ス
ト
レ

ス
を
解
消
す
る
た
め
、
自
然
の
空

気
、
露
天
風
呂
で
の
静
養
･
保
養
が

求
め
ら
れ
て
い
る
。
な
ど
、
公
共
温

泉
建
設
に
追
い
風
が
吹
い
て
い
ま
し

た
。こ

う
し
た
背
景
の
も
と
に
世
界
一

の
温
泉
国
に
な
り
ま
し
た
。

戸政湯ったり館 奥多摩温泉 もえぎの湯

2

温
泉
事
情

温
泉
施
設
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま

す
。

･
村
お
こ
し
型

こ
こ

一
〇
年
く
ら
い
の
間
に
で
き

た
施
設
で
、
施
設
内
に
特
産
品
、
お

み
や
げ
の
売
店
や
観
光
案
内
な
ど
を

備
え
た
比
較
的
小
さ
な
温
泉
が
多
い

で
す
。
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･
熱
源
活
用
型

清
掃
工
場
等
の
余
熱
を
有
効
利
用

し
た
地
域
住
民
の
憩
い
の
場
、
健
康

増
進
を
目
的
と
し
て
い
る
施
設
で

す
。
和
室
の
休
憩
所

(大
広
間
)
で

は
、
カ
ラ
オ
ケ
な
ど
を
楽
し
み
、
ま

た
、
熱
源
を
温
水
プ
ー
ル
な
ど
に
利

用
し
て
い
る
ケ
ー
ス
も
多
い
で
す
。

･
レ
ジ
ャ
ー
施
設
型

民
間
が
経
営
し
て
い
る
健
康
ラ
ン

ド
で
、
食
事
な
ど
を
取
り
な
が
ら
レ

ジ
ャ
ー
を
楽
し
み
サ
ウ
ナ
、
ジ
ャ
グ

ジ
ー
、
打
た
せ
湯
な
ど
豊
富
な
種
類

の
温
泉
を
め
ぐ
り
楽
し
む
遊
湯
施
設

で
す
。

.
温
泉
付
マ
ン
シ
ョ
ン

珍
し
い
ケ
ー
ス
と
し
て
、
最
近
は

温
泉
付
の
マ
ン
シ
ョ
ン
が
分
譲
さ
れ

て
い
ま
す
。
供
給
過
剰
気
味
の
マ
ン

シ
ョ
ン
業
界
で
は
、
い
か
に
付
加
価

値
を
つ
け
る
か
な
ど
住
宅
販
売
競
争

も
激
化
し
て
い
ま
す
。

やまと天目山温泉 やまとふれあいやすらぎセンター

3

温
泉
の
ご
案
内

都
内
に
も
都
庁
の
裏
に

｢新
宿
十

二
社
天
然
温
泉
｣
な
ど
が
あ
り
ま
す

が
、
今
回
は
、
東
京
郊
外
に
あ
る
公

共
温
泉
施
設
を
簡
単
に
紹
介
し
ま

す
。東

京
都
内
で
は
、
日
の
出
町
の

｢三
ツ
沢
つ
る
つ
る
温
泉
｣、
奥
多
摩

町
の

｢も
え
ぎ
の
湯
｣
、
町
田
市
の

｢
ロ
テ
ン
ガ
ー
デ
ン
｣、
武
蔵
村
山
市

の

｢か
た
く
り
の
湯
｣
、
桧
原
村
の

｢数
馬
の
湯
｣、
八
王
子
市
の

｢戸
吹

湯
っ
た
り
館
｣
、
羽
村
市
の

｢
フ
レ

ッ
シ
ュ
ラ
ン
ド
西
多
摩
｣
な
ど
が
あ

り
、
さ
ら
に
、
東
京
郊
外
か
ら
も
う

少
し
足
を
延
ば
す
と
山
梨
県
に
な
り

ま
す
が
、
小
菅
村
の

｢小
菅
の
湯
｣

丹
波
山
村
の

｢
の
め
こ
い
湯
｣
、
神

奈
川
県
で
は
道
志
村
の

｢道
志
の

湯
｣
、
藤
野
町
の
｢や
ま
な
み
温
泉
｣
、

清
川
村
の

｢別
所
の
湯
｣
、
厚
木
市

の

｢七
沢
荘
｣
な
ど
こ
れ
以
外
に
も

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
も
一

般
道
を
の
ん
び
り
楽
し
み
な
が
ら
の

温
泉
と
な
り
ま
す
。
か
え
っ
て
、
高

速
道
路
を
利
用
し
距
離
は
遠
い
が
時

間
的
に
近
い

｢天
目
山
温
泉
｣
な
ど

は
お
も
し
ろ
い
。
大
月
イ
ン
タ
ー
で

お
り
、
笹
一
酒
造
で
試
飲
な
ど
ち
ょ

っ
と
寄
り
道
し
、
温
泉
直
前
で
鯛
釣

り
も
楽
し
い
。
ま
た
、
ド
ラ
イ
ブ
が

好
き
な
方
へ
の
一
回
り
コ
ー
ス

｢大

菩
薩
の
湯
｣
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

塩
山
の
青
梅
街
道
沿
い
に
あ
り
、
重

厚
感
の
あ
る
門
を
く
ぐ
る
と
、
神
社

参
り
か
ハ
イ
キ
ン
グ
気
分
で
す
。
他

県
の
宣
伝
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。さ

て
、
露
天
風
呂
や
サ
ウ
ナ
な
ど

多
種
多
様
な
メ
ニ
ュ
!
を
設
け
て
い

る
温
泉
も
あ
り
、
湯
質
に
も
そ
れ
ぞ

れ
特
徴
が
あ
り
ま
す
が
、
や
は
り
、

都
内

(郊
外
)
の
近
い
と
こ
ろ
を
い

く
つ
か
ご
案
内
し
ま
す
。

ま
ず
、
近
場
の
国
道
一
六
号
沿
い

ロテンガーデン



の
町
田
市
と
八
王
子
市
の
境
に
あ
る

｢
ロ
テ
ン
ガ
ー
デ
ン
｣
か
ら
。
こ
こ

は
、
近
く
に

｢八
王
子
温
泉
福
福
の

湯
｣
｢多
摩
テ
ッ
ク
天
然
温
泉
ク

ア
,
ガ
ー
デ
ン
｣
が
あ
り
ま
す
。
地

図
上
で
は
、
二
~
三
蛔
の
間
隔
で
一

直
線
上
に
位
置
し
、
い
ず
れ
も
深
さ

一
、
三
0
o
m
位
の
源
泉
な
の
で
、

た
ぶ
ん
同
質
の
湯
な
の
で
し
ょ
う
。

酸
化
鉄
分
が
多
い
の
か
コ
ー
ヒ
ー
色

を
し
て
お
り
、
わ
ず
か
に
ヌ
ル
ッ
と

し
た
感
じ
の
湯
で
す
。

次
は
、
今
の
時
代
に
マ
ッ
チ
し
た

　　　　　　　　を覇

ス
ー
パ
ー
銭
湯
で
す
。
ご
み
焼
却
場

と
い
う
と
イ
メ
ー
ジ
は
悪
い
で
す

が
、
そ
の
余
熱
を
利
用
し
て
一
昨
年

オ
ー
プ
ン
し
た

｢
フ
レ
ッ
シ
ュ
ラ
ン

ド
西
多
摩
｣
青
梅
、
羽
村
、
福
生
、

瑞
穂
の
三
市
一
町
で
運
営
す
る
西
多

摩
衛
生
組
合
が
焼
却
場
建
設
を
受
け

入
れ
た
還
元
施
設
と
し
て
建
設
さ
れ

た
も
の
で
す
。
深
さ
千
数
百
m
の
温

泉
で
は
な
い
で
す
が
、
ラ
ジ
ウ
ム
鉱

物
を
利
用
し
た
ト
ロ
ン
泉
(サ
ウ
ナ
)

が
人
気
で
、
オ
ー
プ
ン
以
来
一
年
間

の
入
浴
者
数
は
、
当
初
予
定
の
二
倍

の
一
六
万
人
に
も
達
し
ま
し
た
。

フレッシュランド西多摩 大浴場

4

｢ふ
る
さ
と
創
生
｣
か
ら
一
四
年

市
町
村
が
自
主
的
･
主
体
的
に
実

施
す
る
地
域
づ
く
り
へ
の
取
組
み
を

支
援
す
る
た
め

｢自
ら
考
え
自
ら
行

う
地
域
づ
く
り
｣
事
業
は
、
地
域
づ

く
り
推
進
事
業

(平
成
二
~
四
)

ふ
る
さ
と
づ
く
り
事
業

(平
成
五
~

一
三
)
へ
と
受
け
継
が
れ
た
。
そ
の

中
心
と
な
っ
た
制
度
は
、
ま
ち
づ
く

り
へ
の
支
援
な
ど
一
部
の
み
を
残
し

廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

九
〇
年
代
の
大
型
景
気
対
策
と
連

動
し
、
｢地
域
総
合
整
備
事
業
債
｣

を
活
用
し
て
、
開
発
思
想
の
も
と
に

地
方
の
自
治
体
は
ハ
コ
物
建
設
を
中

心
に
幅
広
く
展
開
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
地
総
債
の
残
高
も
か
さ

む
一
方
で
、
ハ
コ
物
施
設
は
維
持
費

が
地
方
財
政
を
圧
迫
す
る
要
因
と
な

る
な
ど
、
い
ま
や
厳
し
い
総
括
を
迫

ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
な
か
で
、
公
共
の
温
泉

は
利
用
客
が
増
え
る
傾
向
に
な
っ
て

い
る
が
、
さ
ら
に
工
夫
を
し
、
少
し

で
も
地
方
財
政
に
負
担
の
か
か
ら
な

い
施
設
と
な
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま

す
。

わ
せ
外
観
か
ら
風
呂
ま
で
江
戸
時
代

風
に
統

一
し
て
い
る
と
い
う
。

ま
た
、
東
京
ド
ー
ム

(文
京
区
)

は
、
ド
ー
ム
近
く
に
天
然
温
泉
と
商

業
施
設
が
一
体
と
な
っ
た

｢ラ
ク
ー

ア
｣
が
、
五
月
予
定
。

さ
ら
に
、
六
月
に
は
豊
島
園
遊
園

地

(練
馬
区
)
で
も
敷
地
内
に
温
泉

を
オ
ー
プ
ン
さ
せ
る
と
い
う
。

遊
園
地
は
、
来
場
者
の
減
少
を
く

い
止
め
る
た
め
に
起
死
回
生
を
図
る

策
と
し
て
、
幅
広
い
年
齢
層
が
楽
し

め
る
施
設
へ
と
変
わ
り
つ
つ
あ
り
ま

す
。高

齢
化
社
会
を
迎
え
た
現
在
、
景

気
回
復
の
起
爆
剤
の
ひ
と
つ
と
し
て

明
る
い
話
に
な
っ
て
ほ
し
い
で
す
。

最
後
に
、
冷
た
い
ビ
ー
ル
は
、
風

呂
上
が
り
に
は
最
高
で
す
が
、
車
で

の
日
帰
り
温
泉
で
は
自
粛
を
!

5

続
々
と
オ
ー
プ
ン
の
話
題

公
共
の
温
泉
施
設
以
外
で
も
ス
ー

パ
ー
銭
湯
、
健
康
ラ
ン
ド
は
、
あ
ち

こ
ち
に
存
在
し
ま
す
。
今
年
度
も
上

半
期
に
民
間
の
三
つ
の
大
型
温
泉
施

設
が
相
次
い
で
で
き
ま
す
。

江
東
区
の
お
台
場
の
一
角
に

｢大

江
戸
温
泉
物
議巴
が
三
月
に
オ
ー
プ

ン
予
定
。
江
戸
関
府
四
〇
〇
年
に
合



些れ鬱⑭廊臟

来
ま
い
｢さ
ぬ
き
｣
へ
、
食
べ
ま
い
｢さ
ぬ
き
う
ど
ん
｣

｢と
ん
び
の
広
場
｣
へ
よ
う
こ
そ
。

平
成
一
四
年
度
の
四
国
ブ
ロ
ッ
ク
幹

事
を
仰
せ
つ
か
っ
て
お
り
ま
す
香
川

県
東
京
事
務
所
の
植
村
と
申
し
ま

す
。み

な
さ
ん
が
こ
れ
を
読
む
頃
に

は
、
ブ
ロ
ッ
ク
幹
事
と
し
て
そ
ろ
そ

ろ
お
役
ご
免
と
な
っ
て
い
る
こ
と
と

思
い
ま
す
が
、
あ
と
一
歩
、
何
と
か

最
後
ま
で
が
ん
ば
り
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。

◇
さ
ぬ
き
う
ど
ん
ブ
ー
ム

香
川
県
と
い
え
ば

｢さ
ぬ
き
う
ど

ん
｣
と
い
う
ぐ
ら
い
、
今
、
全
国
的

に
、
特
に
東
京
で
は
さ
ぬ
き
う
ど
ん

が
ブ
ー
ム
に
な
っ
て
い
ま
す
。
｢本

場
の
さ
ぬ
き
う
ど
ん
が
安
い
値
段
で

東
京
で
も
味
わ
え
る
｣
と
い
う
ふ
れ

こ
み
で
、
香
川
県
内
外
の
数
社
が
チ

ェ
ー
ン
展
開
し
た
数
店
が
火
付
け
役

と
な
り
、
今
で
は
十
数
店
舗
に
ま
で

増
え
て
い
ま
す
。
テ
レ
ビ
、
新
聞
、

雑
誌
等
で
も
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら

れ
た
た
め
か
、多
い
店
で
は
毎
日
二
、

0
0
0
人
程
が
来
店
し
、
時
間
帯
に

か
か
わ
ら
ず
途
切
れ
る
こ
と
な
く
い

つ
も
数
十
人
が
列
を
作
っ
て
い
る
と

い
う
フ
ィ
ー
バ
ー
ぶ
り
で
す
。
私
も

よ
く
人
か
ら
聞
か
れ
ま
す
の
で
、
何

店
か
は
行
っ
て
み
ま
し
た
が
、
行
列
の

長
さ
と
待
ち
時
間
の
長
さ
に
入
る
の

香
川
県
東
京
事
務
所

植
村

康
成

を
あ
き
ら
め
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
ブ
ー
ム
に
乗
っ
て
か
、
こ
こ

最
近
、
香
川
県
の
さ
ぬ
き
う
ど
ん
店

に
も
県
外
か
ら
、
地
元
香
川
県
で
本

場
の
さ
ぬ
き
う
ど
ん
を
食
べ
よ
う

と
、
多
く
の
人
々
が
押
し
か
け
て
い

る
と
い
う
話
し
を
よ
く
聞
く
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
休
日
と
も
な
る
と
有

名
な
店
で
は
今
ま
で
に
な
い
す
ご
い

行
列
が
で
き
て
い
る
そ
う
で
す
。
新

聞
に
よ
る
と
何
店
か
の
有
名
な
さ
ぬ

き
う
ど
ん
店
を
回
っ
て
い
ろ
い
ろ
な

さ
ぬ
き
う
ど
ん
を
味
わ
う
バ
ス
ツ
ア

ー
も
で
き
た
そ
う
で
す
。

み
な
さ
ん
も
、
瀬
戸
大
橋
を
渡
っ

て
、
四
国
の
高
速
道
路
を
通
っ
て
、

香
川
県
に
来
て
、
本
場
の
さ
ぬ
き
う

ど
ん
を
味
わ
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

こ
こ
で
は
そ
の
時
の
一
助
に
な
れ

ば
と
、
香
川
県
の
さ
ぬ
き
う
ど
ん
に

つ
い
て
み
な
さ
ん
に
ご
紹
介
さ
せ
て

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。1と蜘蛛

　　
、フ
う
る

玉
の
け

釜
あ
あ

つ
し

あ
だ

◇
さ
ぬ
き
う
ど
ん
の
由
来
と
特
徴

う
ど
ん
は
、
香
川
県
出
身
と
い
わ

れ
る
空
海

(弘
法
大
師
)
が
中
国
の

長
安
か
ら
う
ど
ん
の
製
法
を
持
ち
帰

っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
現

在
の
形
の
う
ど
ん
は
室
町
時
代
の
半

ば
頃
生
ま
れ
、
江
戸
時
代
に
広
が
っ

た
よ
う
で
す
。

香
川
県
は
、自
然
条
件
に
恵
ま
れ
、

西から東から



古
く
か
ら
瀬
戸
内
海
で
は
塩

(讃
岐

三
白
の
一
つ
)
が
獲
れ
、
讃
岐
平
野

で
は
良
質
な
小
麦
が
栽
培
さ
れ
て
い

た
た
め
、
こ
の
小
麦
と
塩
を
使
っ
て

長
い
間
の
創
意
工
夫
に
よ
る
手
打
ち

の
製
法

(土
3
寒
6

(夏
は
塩
1
に

水
3
、
冬
は
塩
1
に
水
6
)
と
い
う

独
自
の
塩
加
減
)
で
、
現
在
の
コ
シ

が
強
く
、
艶
が
あ
る
さ
ぬ
き
う
ど
ん

の
麺
が
で
き
て
き
た
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。

◇
う
ど
ん
店
の
特
徴

･
な
ん
て
っ
た
っ
て
安
い

う
ど
ん
一
玉
の

｢か
け
小
｣
で
は

も
っ
と
も
安
価
な
の
は
九
〇
円
で
、

平
均
し
て
も
一
五
〇
円
前
後
。
二
玉

で
も
二
〇
〇
円
程
度
で
す
。

う
ど
ん
の
上
に
の
せ
る
天
ぷ
ら
な

ど
の
ト
ッ
ピ
ン
グ
の
種
類
は
多
く
ち

く
わ
の
天
ぷ
ら
が
最
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー

で
す
が
、
安
い
も
の
は
五
〇
円
ぐ
ら

い
か
ら
高
く
て
も
一
五
〇
円
ぐ
ら
い

と
こ
れ
も
安
い
。

一
つ
か
二
つ
の
せ

て
う
ど
ん
と
あ
わ
せ
て
も
三
〇
〇
円

も
あ
れ
ば
十
分
で
す
。

･
｢セ
ル
フ
の
店
｣
で
の
食
べ
方

｢
セ
ル
フ
の
店
｣
が
多
い
の
で
、

そ
こ
で
の
う
ど
ん
の
食
べ
方
を
ご
紹

介
し
ま
す
。
多
い
の
は
ま
ず
、
カ
ウ

ン
タ
ー
で
う
ど
ん
玉
の
数
を
告
げ
、

鉢
に
入
っ
た
麺
を
受
け
取
り
、
自
分

で
湯
が
き
、
オ
プ
シ
ョ
ン
の
天
ぷ
ら
、

寿
し
等
を
と
り
、
蛇
口
付
き
の
タ
ン

ク
か
ら
自
分
で
だ
し
を
か
け
、
代
金

を
払
い
、
食
べ
終
わ
っ
た
ら
鉢
を
返

し
に
い
く
と
い
う
パ
タ
ー
ン
で
す
。

き丸
ど

た
だ
、
店
に
よ
っ
て
こ
の
パ
タ
ー

ン
に
違
い
が
あ
り
、
初
め
て
入
っ
た

店
で
は
そ
の
店
の
パ
タ
ー
ン
が
わ
か

ら
な
い
の
で
、
並
ん
で
待
っ
て
い
る

間
に
他
の
人
、
特
に
常
連
客
と
思
わ

れ
る
人
の
行
動
を
よ
く
観
察
し
て
同

じ
よ
う
に
行
動
す
る
こ
と
が
ス
ム
ー

ズ
に
か
つ
お
い
し
い
さ
ぬ
き
う
ど
ん

を
食
べ
る
こ
つ
で
す
。
香
川
県
の
人

で
も
初
め
て
の
店
で
は
緊
張
し
て
み

ん
な
キ
ョ
ロ
キ
ョ
ロ
す
る
の
が
普
通

で
す
か
ら
恥
ず
か
し
が
ら
ず
に
よ
く

観
察
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

常
連
客
の
食
べ
て
い
る
う
ど
ん
が

そ
の
店
で
の
お
い
し
い
う
ど
ん
の
食

べ
方
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で

す
か
ら
。
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『わ
く
わ
く
東
讃
編
』
と

『う
き

う
き
西
讃
編
』
か
ら
な
り
、
各
編
五

〇
店
ず
つ
場
所
、
営
業
時
間
、
メ
ニ

ュ
ー
と
値
段
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

香
川
県
内
観
光
案
内
所
の
ほ
か
、
香

川
県
の
東
京
事
務
所
･
大
阪
事
務

所
、
東
京
観
光
物
産
セ
ン
タ
ー
な
ど

で
配
布
し
て
い
ま
す
の
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

東
京
で
の
有
名
な
さ
ぬ
き
う
ど
ん

店
に
つ
い
て
も
香
川
県
の
東
京
事
務

所
、
東
京
観
光
物
産
セ
ン
タ
ー
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
三
月
二
五

日
に
は
東
京
新
橋
に
愛
媛
県
と
共
同

で
東
京
ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ
が
オ
ー

プ
ン
し
ま
す
。
そ
こ
で
は
手
打
ち
の

本
場
さ
ぬ
き
う
ど
ん
を
味
わ
う
こ
と

が
で
き
ま
す
の
で
上
京
の
際
に
は
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

◇
有
名
な
う
ど
ん
店

香
川
県
の
さ
ぬ
き
う
ど
ん
店
と
は

い
っ
て
も
県
下
に
約
七
〇
〇
店
舗
も

あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
特
徴
の
あ
る
さ

ぬ
き
う
ど
ん
が
味
わ
え
ま
す
。

と
い
う
こ
と
で
香
川
県
観
光
協
会

で
は
、
本
場
の
さ
ぬ
き
う
ど
ん
の
店

一
〇
〇
店
を
紹
介
し
た

｢さ
ぬ
き
う

ど
ん
百
店
満
点
-
L
を
発
行
し
ま
し

た
。



『湖
繭
地
域
で
の
巽
同
剣
卿
◎

糊
業
り
薹
幽
醐
嘩
蕊
遭
櫨
鎖
葉
轢
』
に
つ
い
て

藤
沢
市
計
画
建
築
部
都
市
計
画
課

藤
沢
市
で
は
、
平
成
一
三
年
度
に
国
土
交
通
省
、
神
奈

川
県
の
協
力
の
も
と
、
｢湘
南
地
域
で
の
共
同
利
用
･
相

乗
り
型
自
動
車
交
通
社
会
実
験
｣を
実
施
し
ま
し
た
の
で
、

そ
の
概
要
を
紹
介
し
ま
す
。

一
は
じ
め
に

藤
沢
市
は
、
人
口
約
三
九
万
人
、
市
域
面
積
約
七
○
頬
、

東
京
か
ら
約
五
〇
如
、神
奈
川
県
の
中
央
南
部
に
位
置
し
、

南
を
相
模
湾
に
面
し
て
い
る
概
ね
平
坦
な
地
形
の
都
市
で

す
。
ま
た
、
J
R
東
海
道
本
線
、
小
田
急
電
鉄
江
ノ
島
線
、

江
ノ
島
電
鉄
線
等
の
鉄
道
網
が
整
備
さ
れ
、
公
共
交
通
の

利
便
性
が
高
い
都
市
で
も
あ
り
ま
す

(図
1
)。

実
験
を
行
っ
た
藤
沢
市
北
部
地
区
は
、
小
田
急
電
鉄
江

ノ
島
線
、
横
浜
市
営
地
下
鉄
一
号
線
及
び
相
模
鉄
道
い
ず

み
野
線
が
乗
り
入
れ
る
交
通
結
節
点
で
あ
る
湘
南
台
駅
、

当
市
の
工
業
を
支
え
て
い
る
北
部
工
業
団
地
、
新
た
な
活

力
創
造
の
拠
点
で
あ
る
慶
應
義
塾
大
学
湘
南
藤
沢
キ
ャ
ン

パ
ス

(S
F
C
)
を
中
心
と
し
た

｢健
康
と
文
化
の
森
｣

を
結
び
形
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
地
区
に
は
、
市
内
外

か
ら
多
く
の
人
々
が
往
来
し
て
い
ま
す
。

特
に
、
湘
南
台
駅
か
ら
北
部
工
業
団
地
、
S
F
C
を
結

ぶ
幹
線
道
路
で
は
、
マ
イ
カ
ー
通
勤
･
通
学
が
多
く
、
朝

夕
に
慢
性
的
な
交
通
渋
滞
が
生
じ
て
お
り
、
こ
の
交
通
混

雑
に
よ
り
バ
ス
の
定
時
性
が
損
な
わ
れ
、
バ
ス
利
用
者
が

マ
イ
カ
ー
利
用
に
転
換
す
る
悪
循
環
が
起
き
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
現
状
を
軽
減
す
る
た
め
、
幹
線
道
路
の
交

通
円
滑
化
、
マ
イ
カ
ー
交
通
の
総
走
行
距
離
の
削
減
、
公

共
交
通
へ
の
転
換
促
進
等
を
目
的
に
自
動
車
交
通
社
会
実

験
を
実
施
し
ま
し
た
。

1 藤沢市の位置の

幻
肺

200

　

　　

国
道



二

実
験
の
概
要

表 1 実験の諸元
実施場所

搬藪
)

区
い
駅

地
道
れ

辺
鉄
入

周
模
り

駅
相
乗

祚
線
綴

湘
島
の

市
“
瀬

沢
鉄
地

藤
電
営

県
急
市

川
田
浜

奈
小
横

神
(

市民モニター 1 2名 (公募による選出)
参加事業所

僻棚翳
体
辞

鯛
は

P
てm分

孃露
聯
関

螂
衲

イグレス利用を行う事業所 6事業所
端末型相乗り利用を行う事業所 3事業所
公共交通補完型相乗りを行う事業所 1事業所
エコ･パークアンドライド実験用
小型電気自動車

1 5台 (予備車両3台を含む)

相乗り実験用ガソリン車 5台 (いす 自ゞ動車提供車両)

1

運
営
主
体

本
実
験
の
運
営
主
体
は
、
い
す
ゞ
自
動
車
、
日
本
I
B

M
、
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
横
浜
国
道
工
事
事
務

所
、
神
奈
川
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
及
び
藤
沢
市
計

画
建
築
部
都
市
計
画
課
で
構
成
さ
れ
る
｢
エ
コ
･
パ
ー
ク

ア
ン
ド
ラ
イ
ド
推
進
協
議
会
｣
で
す
。

2

実
験
実
施
期
間

実
験
実
施
期
間
は
、
二
〇
0
一
年
一
〇
月
三
日
~
二
〇

〇
二
年
三
月
一
六
日
で
す
。

3

実
験
の
諸
元

(表
1
)

4

実
験
の
実
施
内
容

本
社
会
実
験
は
、
｢
エ
コ
･
パ
ー
ク
ア
ン
ド
ラ
イ
ド
実

験
｣、
｢端
末
自
動
車
相
乗
り
通
勤
実
験
｣
及
び

｢公
共
交

通
補
完
型
相
乗
り
実
験
｣
の
三
つ
か
ら
な
っ
て
い
ま
す
。

○
エ
コ
･
パ
ー
ク
ア
ン
ド
ラ
イ
ド
実
験

｢
エ
コ
･
パ
ー
ク
ア
ン
ド
ラ
イ
ド
｣
と
は
朝
夕
の
通
勤

時
に
鉄
道
駅
ま
で
自
動
車
を
利
用
す
る
市
民
と
日
中
の
業

務
に
自
動
車
を
使
う
事
業
所
が
、
環
境
に
や
さ
し
い
小
型

電
気
自
動
車

(E
V
)
を
共
同
利
用
す
る
シ
ス
テ
ム
で
す

(図
2
)。

こ
の
実
験
で
は
、
市
民
モ
ニ
タ
ー

(
e
c

o
通
勤
モ
ニ

タ
ー
)
が
、
通
勤
･
帰
宅
時
の
自
宅
と
駅
周
辺
駐
車
場
と

の
往
復

(図
2
の
番
号
1
と
5
)
に
、
E
V
を
利
用
し
ま

し
た

(ア
ク
セ
ス
利
用
)。
地
元
事
業
所
の
従
業
員
モ
ニ

タ
ー
は
、
駅
周
辺
駐
車
場
と
職
場
間
の
通
勤
･
帰
宅
時
の

往
復

(図
2
の
番
号
2
と
4
)
と
、
昼
間
の
業
務
に
E
V

を
利
用
(図
2
の
番
号
3
)
し
ま
し
た
(イ
グ
レ
ス
利
用
)。

○
端
末
型
自
動
車
相
乗
り
通
勤
実
験

｢端
末
型
自
動
車
相
乗
り
｣
と
は
、
職
場
最
寄
駅
と
職

場
と
の
間
を
、複
数
の
人
が
一
台
の
車
に
乗
り
合
わ
せ
て
、

通
勤
･
帰
宅
す
る
シ
ス
テ
ム
で
す

(図
3
)。

こ
の
実
験
で
は
、
職
場
最
寄
駅
の
周
辺
駐
車
場
と
職
場

と
の
間
を
、
事
業
所
ご
と
に
駅
ま
で
鉄
道
で
通
勤

(図
3

の
番
号
1
と
5
)
し
て
き
た
複
数
の
人

(相
乗
り
通
勤
モ

ニ
タ
ー
)
が
、
一
台
の
自
動
車
に
乗
り
合
わ
せ
て
往
復
す

る

(図
3
の
番
号
2
と
4
)
こ
と
で
通
勤
、
帰
宅
し
ま
し

た
。
ま
た
、
昼
間
の
業
務
に
も
実
験
車
両
を
利
用

(図
3

の
番
号
3
)
し
ま
し
た
。

○
公
共
交
通
補
完
型
相
乗
り
実
験

｢公
共
交
通
補
完
型
相
乗
り
｣
と
は
、
バ
ス
を
中
心
と

す
る
公
共
交
通
サ
ー
ビ
ス
水
準
が
低
下
す
る
夜
間
に
、
事

業
所
と
そ
の
最
寄
り
駅
の
移
動
に
相
乗
り
で
自
動
車
を
使

用
す
る
こ
と
で
、公
共
交
通
を
補
完
す
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。

こ
の
実
験
は

｢端
末
型
自
動
車
相
乗
り
通
勤
実
験
｣
と

同
様

(図
3
)
に
、
職
場
最
寄
駅
の
駅
周
辺
駐
車
場
と
職

場
と
の
間
を
、
複
数
の
人
が
一
台
の
自
動
車
に
乗
り
合
わ

せ
て
往
復
す
る
こ
と
で
通
勤
･
帰
宅
し
ま
し
た
。
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写真 1 エコ ･パークアンドライ ド実

　
　日

験用小型電気自動車
く一ミニ (EV )

5

実
験
で
使
用
し
た
車
両

(写
真
1
･
2
)

三

実
験
の
結
果

エ
コ
･
パ
ー
ク
ア
ン
ド
ラ
イ
ド
の
ア
ク
セ
ス
利
用
、
イ

グ
レ
ス
利
用
*

、
端
末
型
※2自

動
車
相
乗
り
と
も
に
実
現

性
の
あ
る
こ
と
が
把
握
さ
れ
ま
し
た
。
た
だ
し
、
三
つ
の

シ
ス
テ
ム
の
実
現
可
能
性
は
同
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
ア
ク

セ
ス
利
用
、
イ
グ
レ
ス
利
用
、
端
末
型
自
動
車
相
乗
り
の

66 道行セ 2003.3

市
民
モ
ニ
タ
ー
Q
&
A

0
市
民
モ
ニ
タ
ー
A
さ
ん

(エ
コ
･
パ
ー
ク
ア
ン
ド
ラ
イ
ド
実
験
に
参
加
)

Q
"社
会
実
験
へ
の
参
加
動
機
は
。

A
"駅
に
近
い
駐
車
場
を
利
用
で
き
る
こ
と
と
、
費
用
負
担
が
自
宅
で
充
電
す
る
電
気
料
金
の
み
で
あ

る
と
い
う
こ
と
の
二
点
で
す

Q
"
エ
コ

･
パ
ー
ク
ア
ン
ド
ラ
イ
ド
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
思
い
ま
す
か
。

A
“非
常
に
よ
い
と
思
う
。
こ
の
受
け
渡
し
駐
車
場
で
は
、
五
台
の
E
V
を
四
人
の
市
民
モ
ニ
タ
ー
で

利
用
す
る
の
で
、必
ず
予
備
が
一
台
あ
る
た
め
、帰
宅
時
間
が
少
々
遅
く
な
っ
て
も
心
配
が
な
い
。

こ
う
い
う
シ
ス
テ
ム
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
か
ら
も
ど
ん
ど
ん
利
用
し
た
い
。

写真 2 端末自動車相乗り通勤 ･公
共交通補完型実験用自動車
いすゞドマーニ (ガソリン車)

0
市
民
モ
ニ
タ
ー
B
さ
ん

(エ
コ
･
パ
ー
ク
ア
ン
ド
ラ
イ
ド
実
験
に
参
加
)

Q
普
段
の
通
勤
方
法
は
。

A
…駅
ま
で
主
人
の
通
勤
時
間
に
合
わ
せ
て
、
同
乗
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
た
。

Q
“社
会
実
験
へ
の
参
加
動
機
は
。

A
“電
気
自
動
車
に
興
味
が
あ
っ
た
。

Q
…車
の
共
同
利
用
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
思
い
ま
す
か
。

A
…車
が
多
す
ぎ
る
と
環
境
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
、車
を
共
同
利
用
す
る
こ
と
は
車
の
絶
対
量
を

減
ら
す
こ
と
に
貢
献
し
て
い
る
と
思
う
。
車
三
台
が
一
台
に
な
れ
ば
、
環
境
に
や
さ
し
く
な
る
と

思
う
。

Q
…今
後
、
こ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
が
普
及
し
た
ら
、
利
用
し
た
い
と
思
い
ま
す
か
。

A
"利
用
者
の
負
担
が
当
然
出
て
く
る
と
思
う
が
、費
用
対
効
果
を
考
え
る
と
自
分
に
見
合
う
金
額
で

あ
れ
ば
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
と
て
も
便
利
な
の
で
、
利
用
し
た
い
。

　　　　　　

　　　　　 　　
轢き

図3 端末自動車相乗り通勤実験概要図



順
に
課
題
が
多
く
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
公
共
交
通
補
完
型
相
乗
り
は
、
モ
ニ
タ
ー
事
業

所

(大
学
)
の
性
格
上
、
十
分
な
実
験
が
出
来
ず
、
確
実

な
知
見
が
得
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

※
1

イ
グ
レ
ス
“職
場
な
ど
の
最
寄
り
駅
か
ら
目
的
地
へ
の
経
路
の

こ
,と
0

※
2

端
末
…
こ
こ
で
は
、
通
勤
先
の
最
寄
り
駅
~
通
勤
先
を

｢端
末
｣

と
呼
び
ま
す
。
鉄
道
利
用
の
前
後
の

｢端
｣
で
利
用
さ
れ
る
か
ら

で
す

1

エ
コ
･
パ
ー
ク
ア
ン
ド
ラ
イ
ド
実
験
の
結
果

(写
真

ア
様

　

　
　
　

　　

　
　
　
　

　

　
　　
　　

　　
　　

~
パ
利

3

･
ム

　
　

　
　　　

　
　
　

　　

　
　

℃- クアンドライドシ

3
~
5
)

の

市
民
モ
ニ
タ
ー

(ア
ク
セ
ス
利
用
)
に
つ
い
て

市
民
モ
ニ
タ
ー
の
エ
コ
･
パ
ー
ク
ア
ン
ド
ラ
イ
ド
シ
ス

テ
ム
の
利
用
満
足
度
は
高
く
、
八
割
の
市
民
モ
ニ
タ
ー
の

方
が

｢継
続
し
て
利
用
し
た
い
｣
と
い
う
意
見
で
し
た
。

ま
た
実
験
終
了
後
で
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
は
、
利
用
満
足

度
、
利
用
料
金
の
支
払
い
可
能
額
が
高
く
な
り
、
市
民
モ

ニ
タ
ー
が
エ
コ
･
パ
ー
ク
ア
ン
ド
ラ
イ
ド
の
仕
組
み
に
習

熟
、
熟
知
す
る
に
つ
れ
、
評
価
が
高
ま
る
結
果
と
な
り
ま

し
た

(図
4
)。

②

従
業
員
モ
ニ
タ
ー

(イ
グ
レ
ス
利
用
)
に
つ
い
て

従
業
員
モ
ニ
タ
ー
の
エ
コ
･
パ
ー
ク
ア
ン
ド
ラ
イ
ド
の

　　　　　　　　　　　　　 　　　 　 　　

こよるシステムの利用感覚

冥醸終了後 臟纖鰔総癩鬮凝麟繖蹴麓臟 "』% ~ 鰯覊M %ヒアリンク

美嚴幾中 穂鰤溌鰡臟鬮 58跳 便圏"㈲%ヒアリング

悩快鬮輻ね快毬□やや不燭囮多いに不満l

問 エコ･パークアンドライドシステムの全体としての利用感覚

了
り

施
リ

　
　

　
　

　
　

,

寒
ヒ
期
ヒ

利
用
満
足
度
は
高
く
な
り
ま
し
た
。
エ
コ
･
パ
ー
ク
ア
ン

“

ド
ラ
イ
ド
シ
ス
テ
ム
の
継
続
に
つ
い
て
も
、
市
民
モ
ニ
タ

3

1
に
及
ば
な
い
も
の
の
、
従
業
員
モ
ニ
タ
ー
の
七
割
が
継

00

続
意
向
を
示
す
結
果
で
し
た
。

セ一丁

た
だ
し
、
利
用
料
金
支
払
可
能
額
に
つ
い
て
は
市
民
モ

擶

ニ
タ
ー
の

(月

一
万
円
~
月

一
三
、
0
0
0
円
)
に
比
べ
、

四
割
程
度
の
月
五
、
六
〇
〇
円
程
度
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
従
業
員
を
対
象
と
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
回

答
者
の
六
割
が
、
エ
コ
･
パ
ー
ク
ア
ン
ド
ラ
イ
ド
シ
ス
テ

ム
を
導
入
し
た
場
合
の
利
用
料
金
の
全
額
会
社
負
担
を
求

め
て
い
ま
す

(図
5
)。

◎

従
業
員
モ
ニ
タ
ー

(昼
間
業
務
利
用
)
に
つ
い
て

問 望ましいエコ･パークアンドライド料金支払い方法(n=253)

利用する園人が増艘諄昌 榊鬮杵臘%

30.鮒% ".餅も 閃解約

　
　

　

　

　　

　　
　　
　　
　　

　

　
　　

　

　
　

　
　

　

　
　　

　

　

　

が

が

る

‐
図

社

社

す

会

会

用

アンケートによる料金支払方法



自動型の相乗りをしたこ 贓 458%
とがない(巾豹7)

0鋼o ぬ鞘協 約.鰍o 脚餅偽 特,鯛o 脚.鰍。

図6 アンケートによる通勤･退社時の相乗りの有無

利
用
感
覚
に
つ
い
て
は
概
ね
満
足
と
回
答
さ
れ
ま
し

た
。
電
気
自
動
車
の
走
行
可
能
距
離

(六
〇
蹴
程
度
)
に
、

や
や
不
安
は
残
り
ま
し
た
。

2

端
末
型
自
動
車
相
乗
り
通
勤
実
験
の
結
果

自
然
発
生
的
な
相
乗
り
経
験
者
は
、
従
業
員
へ
の
ア
ン

ケ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
六
割
に
達
し
ま
し
た
。

今
回
実
験
の
対
象
で
あ
る
イ
グ
レ
ス
利
用
で
も
三
割
近

く
の
人
が
過
去
に
経
験
し
て
お
り
、
利
用
条
件
、
サ
ー
ビ

ス
条
件
が
整
え
ば
実
施
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

し
た

(図
6
、
写
真
6
)。

今
回
実
験
で
は
、
連
行
時
間
等
相
乗
り
車
両
の
連
行
管

理
を
運
転
者
に
任
せ
た
事
業
所
が
多
く
、
同
乗
者
の
都
合

　

　　
　　　

概

間 通勤･退社時の相乗りの有無くn=255)

　
　　　 　　　

　　　　

　
　

　　
　
　

　
　
　

　

　

　

　

　

　　

　
　

ル
ア

　

　

　
　

　
　

　　
　

“

目

先

聽

ド
図

　

　

　

　

　

逼勤先螂Rと逓轆癪鬮 ‐麟麟擬28鬆%

が
反
映
し
難
か
っ
た
こ
と
、
逆
に
、
同
乗
者
の
手
配
が
運

転
者
の
責
任
と
な
り
、
運
転
と
手
配
の
二
つ
の
責
任
が
あ

っ
た
た
め
、
運
転
者
の
負
担
が
同
乗
者
に
比
べ
て
大
き
く

な
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
利
用
継
続
意
向
は
エ
コ
･
パ
ー
ク
ア
ン
ド

ラ
イ
ド
実
験
よ
り
評
価
が
低
く
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま

す

(図
7
)。

運
転
者
や
同
乗
者
の
役
割
分
担
、
同
乗
者
の
組
み
合
わ

せ

(相
性
)
の
問
題
、
利
用
者
負
担
の
あ
り
方
及
び
企
業

の
関
わ
り
方
が
課
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

な
お
、
従
業
員
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
相
乗
り
意
向
は
約

五
0
%
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
使
用
車
両
は
個
人
の

勤
め
先
の
車
両
よ
り
、
レ
ン
タ
カ
ー
の
よ
う
な
自
動
車
を

写真6 相乗り実験の様子

図 7 アンケートによる利用継続意向

従
業
員
モ
ニ
タ
ー
Q
&
A

○
従
業
員
モ
ニ
タ
ー
C
さ
ん

(エ
コ
･
パ
ー
ク
ア
ン
ド
ラ
イ
ド
実
験
と
相
乗
り
実
験
に
参
加
)

Q
"会
社
の
駐
車
場
は
大
き
い
で
す
が
、
従
業
員
の
方
が
全
員
マ
イ
カ
ー
通
勤
な
の
で
す
か
。

A
"全
員
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
か
な
り
の
数
の
人
が
車
で
通
勤
し
て
い
ま
す
。

Q
…駐
車
場
は
、
何
台
収
容
で
き
ま
す
か
。

A
"ざ
っ
と
一
、
O
O
〇
台
入
り
ま
す
。

Q
"毎
日
、
満
車
に
な
り
ま
す
か
。

A
“満
車
ど
こ
ろ
か
、
ナ
ン
バ
ー
の
末
尾
規
制
を
し
て
い
る
ほ
ど
で
す
。

Q
…社
会
実
験
の
反
応
は
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

A
…電
気
自
動
車
は
そ
の
も
の
が
良
い
と
言
う
か
、
車
自
体
が
め
ず
ら
し
い
、
環
境
に
や
さ
し
い
、
音

が
静
か
と
い
う
こ
と
で
、
皆
興
味
を
持
っ
た
よ
う
で
す
。
モ
ニ
タ
ー
選
び
の
際
も
、
割
と
簡
単
に

決
ま
り
ま
し
た
。

Q
"相
乗
り
実
験
の
反
応
は
、
い
か
が
で
す
か
。

A
…モ
ニ
タ
ー
が
職
場
の
知
り
合
い
同
士
と
い
う
こ
と
で
、
何
と
か
う
ま
く
い
き
ま
し
た
。
実
を
言
い

ま
す
と
、
各
人
の
勤
務
状
況
や
通
勤
状
況
が
そ
れ
ぞ
れ
違
う
の
で
、
数
ヶ
月
間
と
い
う
一
定
期
間

で
す
が
、
従
業
員
モ
ニ
タ
ー
を
選
ぶ
際
に
非
常
に
苦
労
し
ま
し
た
。

偽

利用継続意向

囮鎚続ご!とちらともいえなし□やめたいI
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貸
し
て
く
れ
る
会
社
の
自
動
車
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
価

4

実
験
結
果
の
ま
と
め

人
の
私
的
な
相
乗
り
で
は
な
く
、
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
相

田

エ
コ
･
パ
ー
ク
ア
ン
ド
ラ
イ
ド
実
験

(表
2
)

乗
り
の
可
能
性
が
う
か
が
え
ま
し
た
。

3

公
共
交
通
補
完
型
相
乗
り
実
験
の
結
果

モ
ニ
タ
ー
事
業
所
が
大
学
で
あ
り
、
実
験
期
間
が
二
週

間
と
短
く
、
連
行
時
間
帯
も
さ
ほ
ど
深
夜
に
は
な
ら
な
か

っ
た
な
ど
、
か
な
ら
ず
し
も
狙
い
通
り
の
実
験
と
は
な
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

結
果
と
し
て
は
端
末
型
相
乗
り
と
同
形
に
近
い
実
験
と

な
り
、
実
験
後
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
モ
ニ
タ

ー
の
利
用
継
続
意
向
も
ほ
ぼ
同
じ
結
果
を
得
て
い
ま
す
。

一クアンドライド実験のまとめ

.利用者負担可能額が、月額5. 5~ 7万円程度であり、運営経
費は駐車場代を除いて1 2万円であり、採算性の確保が必要。

企業との調整
･ 事業所により、勤務時間が異なる

ため、業務形態を考慮した利用時
時
意

o

　
　
　
　

勤
を
必
の

、態
が
て

り
形
慮
し

よ
務
配
と

　
　

　

　
　

　
　

　

所

、定

業
め
譲

事
た
の

②

端
末
自
動
車
相
乗
り
通
勤
実
験

(公
共
交
通
補
完
型

相
乗
り
実
験
を
含
む
)
(表
3
)

、

あ

て

確
勤

大

　　
　
　

　
　
　

公

可
度
に

手
法

負

　　

　
　
　
　

　
　
　
　

え
認

転
問

ば
高
ド
て

替
の

運
の

　　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
　

　
　
　
　　
　
　　
　

　　　　　　　　　　
　
　　　　　　

　　
　　　
　
　
　

　　　　　　
　　　　　　
　
　
　
　
　　

　
　

　　
　　

四

今
後
の
展
開

藤
沢
北
部
地
域
で
は
、
地
元
事
業
所
、
バ
ス
事
業
者
、

警
察
、
神
奈
川
県
、
藤
沢
市
に
よ
る

｢藤
沢
北
部
地
区
交

通
需
要
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

(T
D
M
)
推
進
協
議
会
｣
を
平

成
一
三
年
一
〇
月
に
設
立
し
ま
し
た
。
平
成
一
四
年
度
は

社
会
実
験
の
成
果
を
も
と
に
、
現
在
一
部
の
企
業
で
取
り

組
ん
で
い
る
時
差
通
勤
や
神
奈
川
県
警
察
と
バ
ス
事
業
者

及
び
藤
沢
市
で
実
施
し
て
い
る
P
T
P
S

(公
共
交
通
優

先
シ
ス
テ
ム
)
な
ど
の
施
策
に
加
え
て
、
新
た
な
T
D
M

施
策
の
シ
ス
テ
ム
構
築
に
つ
い
て
、
課
題
整
理
や
各
企
業

の
マ
イ
カ
ー
通
勤
者
の
意
向
調
査
を
実
施
し
、
具
体
的
な

施
策
の
検
討
を
行
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
平
成
一
四
年
度
か
ら
国
土
交
通
省
、
神
奈
川
県
、

厚
木
市
な
ど
が
協
議
会
を
組
織
し
、
三
年
間
に
わ
た
る
エ

コ
･
パ
ー
ク
ア
ン
ド
ラ
イ
ド
実
験
を
踏
ま
え
て
、
県
内
の

厚
木
地
区
で
、
｢厚
木
エ
コ
･
パ
ー
ク
ア
ン
ド
ラ
イ
ド
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
｣
を
試
行
し
て
い
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
｢湘
南
地
域
で
の
共
同
利

用
･
相
乗
り
型
自
動
車
交
通
社
会
実
験
｣
は
、
国
土
交
通

省
を
は
じ
め
、
関
係
各
機
関
の
非
常
に
多
く
の
方
々
に
支

え
ら
れ
て
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
場
を
お

借
り
し
て
、
深
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先
と
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス
を
記
載
し

ま
す
の
で
、
ご
興
味
を
持
た
れ
た
方
は
、
ご
参
考
に
し
て

下
さ
い
。

口
問
い
合
わ
せ
先

藤
沢
市
計
画
建
築
部
都
市
計
画
課

T
E
L

0
四
六
ムハー
二
五
-

-
三

一
(内
線
四
二
一
五
)

F
A
X

。
四
六
六
ー
二
九
ー
-
一
三
五
三

①-日
邑

[oの片
のる
臼
妻
君
挑
Dき
炭
筥
滴
pそ
こ
冠

□
イ
ン
タ
ー
･ネ
ッ
ト
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

藤
沢
市

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　　
　
　
　

神
差
不用
県
…

け目
"
≠き
そ
も
冠
宍
営
藷
里
上
翌
oの日
ののき
の宍
の宍
p百
妻
oに灰
こ
の6ミ
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“戦
月
･日

世

界

の
動

き

○
ブ
ッ
シ
ュ
米
大
統
領
は
上
下
両
院
合
同
会
議
で
、
一
般
教
書
演

説
を
行
い
、
イ
ラ
ク
問
題
で

｢国
連
と
世
界
の
世
論
に
徹
底
的
な

侮
辱
を
示
し
た
｣
と
非
難
、
フ
セ
イ
ン
政
権
が
応
じ
な
い
場
合
は

｢
(国
家
の
)
連
合
を
率
い
て
武
装
解
除
を
行
う
｣
と
述
べ
た
。

○
米
ス
ペ
ー
ス
シ
ャ
ト
ル
･
コ
ロ
ン
ビ
ア
が
テ
キ
サ
ス
州
上
空
で

空
中
分
解
し
墜
落
し
た
。
ブ
ッ
シ
ュ
米
大
統
領
が
テ
レ
ビ
演
説
で

乗
員
七
人
全
員
の
死
亡
を
確
認
し
た
。
事
故
原
因
が
究
明
さ
れ
る

ま
で
の
間
、
シ
ャ
ト
ル
の
打
ち
上
げ
は
全
面
的
に
凍
結
さ
れ
る
。

○
ブ
ッ
シ
ュ
米
大
統
領
が
04
会
計
年
度

(03
年
一
〇
月
~
04
年
九

月
)
の
予
算
教
書
を
発
表
。
歳
出
の
規
模
は
二
兆
二
、
二
九
〇
億

ド
ル

(約
二
七
〇
兆
円
)
で
、
前
年
度
予
算
教
書
に
比
べ
四
･

七
%
増
と
な
っ
た
。

○
国
連
安
全
保
障
理
事
会
が
外
相
級
会
合
を
開
き
、
パ
ウ
エ
ル
米

国
務
長
官
が
イ
ラ
ク
政
府
の
査
察
妨
害
や
兵
器
隠
蔽
な
ど
に
つ
い

て
証
拠
を
提
示
し
た
。

○
国
際
原
子
力
機
関

(I
A
E
A
)
理
事
会
が
朝
鮮
民
主
主
義
人

民
共
和
国

(北
朝
鮮
)
の
行
動
に
つ
い
て
国
連
安
保
理
に
報
告
す

る
決
議
を
採
択
し
た
。

○
国
連
安
保
理
は
イ
ラ
ク
の
大
量
破
壊
兵
器
問
題
で
、
国
連
監
視

検
証
査
察
委

(U
N
M
O
V
I
C
)
の
プ
リ
ク
ス
委
員
長
と
国
連

原
子
力
機
関

(I
A
E
A
)
の
エ
ル
バ
ラ
ダ
イ
事
務
局
長
か
ら
追

加
報
告
を
受
け
た
。

○
韓
国
.
大
邱

(テ
グ
)
市
の
地
下
鉄
･
中
央
路
駅
構
内
で
電
車

火
災
が
発
生
し
、
死
者
は
一
三
〇
人
を
超
え
る
と
さ
れ
て
い
る
。

警
察
当
局
は
放
火
の
疑
い
で
男
性

(五
六
)
の
身
柄
を
拘
束
、
調

べ
て
い
る
。

事

項

幹

月
･日

国
内

の
動

き

0
財
務
省
の
02
年
の
貿
易
統
計
に
よ
る
と
、貿
易
黒
字
は
九
兆
九
、

三
〇
二
億
円
で
前
年
比
五
一
･
三
%
の
大
幅
黒
字
と
な
っ
た
。
貿

易
黒
字
が
拡
大
し
た
の
は
98
年
以
来
。
米
国
に
変
わ
っ
て
中
国
が

初
め
て
最
大
の
輸
入
相
手
国
と
な
っ
た
。

○
02
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
が
参
院
本
会
議
で
可
決
、
成
立
し

た
。
こ
の
追
加
歳
出
は
二
兆
四
、
五
九
〇
億
円
で
、
雇
用
、
中
小

企
業
対
策
な
ど
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
整
備
や
都
市
基
盤
整
備

な
ど
に
充
て
ら
れ
る
。

○
総
務
省
に
よ
る
と
、
昨
年
三
一月
の
完
全
失
業
率

(季
節
調
整

値
)
は
五
･
五
%
と
過
去
最
悪
と
並
び
、
年
間
平
均
の
失
業
率
は

五
･
四
%
で
、
過
去
最
悪
と
な
っ
た
。

○
最
高
裁
の
ま
と
め

(速
報
値
)
に
よ
る
と
、
個
人
に
よ
る

｢自

己
破
産
｣
の
申
し
立
て
が
、
昨
年
初
め
て
年
間
三
〇
万
件
を
超
え
、

二
一
万
四
、
六
三
四
件
に
の
ぼ
っ
た
。
93
年
か
ら
の
一
〇
年
間
の

自
己
破
産
し
た
個
人
は
延
べ
約
一
〇
〇
万
人
に
達
し
た
。

○
内
閣
府
の
国
民
所
得
統
計
速
報
に
よ
る
と
、
02
年
一
0
~
三
一

月
期
の
国
内
総
生
産

(G
D
P
、
季
節
調
整
値
)
は
実
質
で
前
期

比
〇
･
五
%
増
と
な
り
、
四
期
連
続
で
ブ
ラ
ス
成
長
と
な
っ
た
。

し
か
し
、
伸
び
率
は
二
年
連
続
で
縮
小
し
、
景
気
の
減
速
感
が
強

ま
っ
た
。

事

項

月
･日

道
路
行
政
の
動
き

○
国
土
交
通
省
は
道
路
事
業
の
新
規
採
択
時
評
価
と
事
業
採
択
後

の
再
評
価
に
使
用
す
る
、
客
観
的
評
価
指
標

(案
)
に
つ
い
て
、

改
訂
方
針
案
を
明
ら
か
に
し
た
。

○
北
陸
地
方
整
備
局
新
潟
国
道
工
事
事
務
所
は
国
道
八
号
な
ど
管

理
す
る
五
路
線
の
除
雪
情
報
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
｢み
ち
ナ
ビ
新
潟
｣

で
提
供
を
開
始
す
る
。

○
第
二
名
神
高
速
道
路
の
安
坂
山
ト
ン
ネ
ル

(三
重
県
亀
山
市
)

の
上
り
線

(
一
、
四
七
六
m
)
が
貫
通
し
た
。

○
政
府
の
第
三
八
回
道
路
関
係
四
公
団
民
営
化
推
進
委
員
会
に
お

い
て
、
行
革
推
進
事
務
局
及
び
国
土
交
通
省
よ
り
ヒ
ア
リ
ン
グ
が

行
わ
れ
る
。

○
中
国
地
方
整
備
局
広
島
国
道
工
事
事
務
所
は
天
然
ガ
ス
仕
様
の

パ
ト
ロ
ー
ル
カ
ー
、
路
面
清
掃
車
を
導
入
し
た
。

○

｢全
国
路
面
電
車
ネ
ッ
ト
｣
(仮
称
)
の
今
年
五
月
発
足
に
向

け
た
結
成

･
準
備
会
が
開
か
れ
た
。

事

項

一
お
詫
び

-

二
〇
O
三
年
二
月
号
の
特
集
総
論
記
事

｢平
成
一
五
年

2セ

度
道
路
関
係
予
算
の
概
要
｣
に
お
い
て
、
一
部
表
記
の
謀

一丁

り
が
あ
り
ま
し
た
。
執
筆
者
及
び
関
係
者
の
方
々
に
お
詫

道

び
申
し
上
げ
ま
す
。

“



(

リ
ン
カ
ー
ン
は

｢少
数
の
人
間
を
永
久
に
騙

す
こ
と
は
で
き
る
し
、
多
数
の
人
々
を
一
時
的

に
は
騙
せ
る
が
多
数
の
人
達
を
永
久
に
騙
す
こ

と
は
で
き
な
い
｣
と
人
民
政
治
家
と
し
て
の
言

葉
を
残
し
て
い
る
。

貧
農
の
出
身
で
あ
り
な
が
ら
弁
護
士
か
ら
名

大
統
領
に
な
っ
た
こ
と
は
余
り
に
も
知
れ
わ
た

っ
て
い
る
が
、
こ
の
言
葉
に
も
真
摯
に
政
治
に

取
り
組
む
姿
勢
が
あ
り
、
感
銘
深
い
。

し
か
し
、
騙
す
と
は
嘘
を
真
実
の
ご
と
く
欺

く
こ
と
だ
け
で
な
く
、
相
手
の
反
応
を
見
な
が

ら
、
こ
ち
ら
の
狙
い
通
り
に
す
る
こ
と
で
も
あ

る
。
例
え
ば
、
泣
く
子
を
だ
ま
し
て
泣
き
止
ま

す
と
か
車
を
だ
ま
し
だ
ま
し
動
か
す
と
か
で
あ

る
oこ

の
騙
し
を
少
し
誇
張
し
て
み
る
と
次
の
よ

う
な
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
時
そ
の
場
に
険
難
な
空
気
が
漂
う
折
、

穏
や
か
に
こ
と
を
運
ば
せ
る
に
は
こ
の
騙
し
が

有
効
で
あ
る
。
多
数
の
民
衆
が
騒
動
を
起
こ
し

て
い
る
時
、
武
力
以
外
の
方
法
で
こ
れ
を
鎮
め

る
こ
と
が
知
恵
を
絞
っ
た
良
策
の
騙
し
で
あ

る
。
後
で
多
数
の
人
達
が
あ
の
時
は
騙
さ
れ
た

と
気
付
い
て
も
、
平
穏
に
終
わ
っ
た
こ
と
に
賛

意
を
示
す
の
が
世
の
流
れ
で
あ
る
。

南
北
戦
争
で
最
後
に
目
的
の
奴
隷
解
放
と
い

う
大
偉
業
を
果
た
し
た
リ
ン
カ
ー
ン
は
、
そ
こ

に
至
ま
で
に
は
勝
利
の
た
め
に
国
内
の
戦
い
で

あ
る
が
故
に
、
多
く
の
人
々
を
騙
さ
ね
ば
な
ら

ぬ
こ
と
も
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。

民
意
に
沿
え
る
こ
と
を
や
り
な
が
ら
本
意
は

他
に
あ
る
の
を
悟
ら
せ
な
い
高
度
の
政
策
、
そ

し
て
後
に
納
得
さ
れ
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ

た
の
が
あ
の
言
葉
と
し
て
生
ま
れ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。

今
、
こ
の
様
な
国
際
化
の
情
勢
下
に
あ
っ
て

私
た
ち
の
世
界
は
複
雑
多
岐
の
様
相
を
極
め
、

こ
れ
に
対
応
す
る
諾
々
の
施
策
を
必
要
と
し
て

い
る
。
政
財
界
の
活
動
に
国
民
が
固
唾
を
の
ん

で
、
そ
の
成
果
を
待
ち
望
ん
で
い
る
。
場
合
に

よ
っ
て
私
達
は
喜
ん
で
騙
さ
れ
る
セ
ン
ス
を
も

ち
、
行
方
を
見
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
忍
耐
も
覚

悟
せ
ね
ば
と
思
う
。

今
、
桜
は
ま
さ
に
爛
漫
で
あ
る
。
何
は
と
も

か
く
騙
し
騙
さ
れ
を
忘
れ
て
、
毎
年
同
じ
よ
う

に
咲
い
て
く
れ
る
桜
に
し
ば
し
思
い
を
寄
せ
自

然
を
謳
歌
し
た
い
。

(S
)
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｢道
路
行
政
セ
ミ
ナ
ー
｣
二
〇
〇
二
年
度
既
刊
号
目
次

(肩
書
は
執
筆
時
の
も
の
で
す
。)

[鬮
回

○
年
頭
の
挨
拶

道

路

局

長

佐
藤

信
秋

15
年
1
月
号
(第
開
号
)
!
頁

　
　　

○
私
た
ち
は
ど
こ
へ
で
も
行
け
る
。
道
路
が
世
界

ェ
ッ
セ
ィ

ス
ト

石
橋
真
理
子

14
年
5
月
号
(第
粥
号
)
1
頁

を
つ
な
い
で
い
る
か
ら

○
道

ー
雑
感T

国
際
日
本
文
化
セ
ン
彰

川
勝

平
大

=
年
6
月
号
第
府
号
)
1
頁

ー

教

ず

0
利
用
者
]に
と
っ
て
の
魅
‐h"~･
描
…い
て
見
せ
る
広

月
間
｢宣
伝
会
議
丸

田
中
‐
里
沙

14
年
7
月
号
(第
認
号
)
ー
頁

報
活
動

編

集

○
散
歩
道

い
ろ
い
ろ

俳

優

渡
辺

文
雄

“
年
8
月
号
(第
ゆ
号
)
1
頁

○
交
差
点
に
方
位
標
識
を
設
置
し
よ
う

俳

復

原
田
大
二
郎

14
年
9
月
号
(第
即
号
)
1
頁

束
京
工
業
大
学
大
学
鰈

齋
鷁藤

潮

14
年
ゆ
月
号
(第
馴
号
)
1
頁

○
都
市
間
高
速
道
路
の
将
来
に
向
け
て

敷

○
馬
に
や
さ
し
い
道

作

家

下
重

暁
子

=
年
u
月
号
(第
駝
号
)
1
頁

○
雑
感

~
田
園
に
て
、

道

路

局

次

長

禍

正
剛

14
年
12
月
号
(第
鵬
号
)
1
頁

○
国
土
開
発
を
考
え
る

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

田
原
総
一
朗

15
年
2
月
号
(第
朋
号
)
1
頁

○
自
由
な
道
だ
か
ら
、
あ
っ
た
か
い

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

大
島

幸
夫

15
年
3
月
号
(第
156
号
)
1
頁

-平
成
五

年
度
道
路
関
係
重
占
麓
策
一

〇
国
土
交
通
省
重
点
施
策
に
つ
い
て

道
路
局
総
務
課

14
年
9
月
号
(第
即
号
)
3
頁

○
道
路
行
政
の
改
革

、
ア
ウ
ト
カ
ム
指
標
を
用
い
た
評
価
シ
ス
テ
ム
の

道
路
局
企
画
課
道
路
経
済
調
査
室

14
年
9
月
号
(第
150
号
)
7
頁

事
業
執
行
プ
ロ
セ
ス
の
へ
の
導
入
~

○
路
上
工
事
の
効
率
化
及
び
、
道
路
ユ
ー
ザ
と
道
路

道
路
局
国
道
課

=
年
9
月
号
(第
150
号
)
乾
頁

行
政
の
新
た
な
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

○
安
全
で
安
心
で
き
る
暮
ら
し
の
確
保
と
生
活
の

道
路
局
地
方
道
･環
境
課

国
年
9
月
号
(第
150
号
)
□
頁

質
の
向
上

0端物戊消防歎癈於軌跡鰡瘢鮒繊弱驚殺鰻織摸殼与
道
路
局
企
画
課

/

14
年
9
月
号
(
第
螂
E

a
頁

一平
成
一
五
年
度
道
路
関
係
予
算
-

①
概
算
要
求

○
平
成
一
五
年
度
道
路
関
係
予
算
概
算
要
求
の
概
要

(速
報
版
)

14
年
9
月
号
(第
150
号
)
$
頁

○
平
成
一
五
年
度
道
路
関
係
予
算
概
算
要
求
の
概
要

道
路
局
総
務
課

国
年
10
月
号
(第
朋
号
)
5
頁

○
一
般
国
道
関
係
予
算
の
概
要

道
路
局
国
道
課

14
年
ゅ
月
号
(第
馴
号
)
刻
頁

○
有
料
道
路
関
係
予
算
の
概
要

道
路
局
有
料
道
路
課

14
年
10
月
号
(第
馴
号
)
第
頁

道
路
局
高
速
国
道
課

○
地
方
道
関
係
予
算
の
概
要

道
路
局
地
方
道
･環
境
課

14
年
ゅ
月
号
(第
151
号
)
め
頁

②
予
算

○
平
成
一
五
年
度
道
路
関
係
予
算
の
概
要

(速
報
版
)

6
年
1
月
号
(第
叫
号
)
ぁ
頁

○
平
成
一
五
年
度
道
路
関
係
予
算
の
概
要

道
路
局
総
務
課

15
年
2
月
号
(第
155
号
)
3
頁

○
一
般
国
道
関
係
予
算
の
概
要

道
路
局
国
道
課

=
年
2
月
号
(第
臆
号
)
幻
頁

○
高
速
自
動
車
国
道
関
係
予
算
の
概
要

道
路
局
高
速
国
道
課

日
年
2
月
号
(第
155
号
)
“
頁

○
有
料
道
路
関
係
予
算
の
概
要

道
路
局
有
料
道
路
課

=
年
2
月
号
(第
鮠
号
)
“
頁

○
地
方
道
関
係
予
算
の
概
要

道
路
局
地
方
道
･環
境
課

15
年
2
月
号
(第
155
号
)
範
頁

一道
路
に
お
け
る
緑
化
.自
然
環
境
に
関
す
る
施
策

一

○
道
路
整
備
に
お
け
る
緑
化
な
ど
自
然
環
境
に
関

道
路
局
地
方
道
･環
境
課
道
路
題
悦調
査
室

14
年
4
月
号
(第
145
号
)
ー
頁

す
る
施
策
に
つ
い
て

○
一
般
国
道
四
三
号

(兵
庫
県
域
)
に
お
け
る
道

近
畿
地
方
整
備
局
兵
庫
国
道
工
事
事
務
所

14
年
4
月
号
(第
145
号
)
5
頁

路
の
緑
化
に
つ
い
て

○
一
般
国
道
一
〇
号
加
治
木
バ
イ
パ
ス
に
お
け
る

緑
化
計
画
と
地
元
参
加
の
維
持
管
理
に
つ
い
て

九
州
地
方
整
備
局
鹿
児
島
国
遣
工
事
事
務
所
調
査
課

14
年
4
月
号
(第
菊
号
)
"
貢

○
木
の
香
る
道
づ
く
り
事
業

5
自
然
と
共
生
す

高
知
県
土
木
部
道
路
課

=
年
4
月
号
(第
145
号
)
=
頁

る
道
路
整
備
~

○
エ
コ
ロ
ー
ド
の
整
備

日
本
道
路
公
団
道
路
環
境
課

=
年
4
月
号
(第
蜷
号
)
幻
頁

○
ビ
オ
ト
ー
プ
の
整
備

関
東
地
方
整
備
局
道
路
部
道
路
計
画
課
第
二
課

14
年
4
月
号
(第
婚
号
)
斜
頁

○
緑
の
リ
サ
イ
ク
ル

中
国
地
方
整
備
局
広
島
国
道
工
事
事
務
所

M
年
4
月
号
(第
藺
号
)
"
頁

○
自
然
と
ま
ち
と
緑
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り

北
海
道
開
発
局
函
館
開
発
建
設
部
道
路
課

M
年
4
月
号
(第
範
号
)
第
頁

~
函
館
新
道
の
緑
化
事
業
~



-W
杯
に
向
け
た
道
路
整
備
、
道
路
交
通
対
策
-

○
国
土
交
通
省
に
お
け
る
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
に
向

け
た
輸
送
対
策

O
W
杯
に
向
け
た
I
T
S
の
取
組
み

○
W
杯
等
に
係
る
バ
ナ
ー
等
の
占
用
許
可
通
達
に
つ
い
て

○
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
と
道
路

○
大
分
大
会
に
向
け
た
大
分
県
の
道
路
整
備
と
交

大
分
県

通
輸
送
対
策
に
つ
い
て

高
速
自
動
車
国
道
等
の
管
理

容

機
関
の
取
組
み
状
況
÷

0
日
本
道
路
公
団
に
お
け
る
落
下
物
対
策

0
都
市
高
速
道
路
に
お
け
る
騒
音
対
策

Q
首
都
高
速
道
路
の
鋼
製
橋
脚
損
傷
部
の
点
検
に
つ
い
て

○
阪
神
高
速
道
路
の
交
通
管
制
シ
ス
テ
ム

Q
長
大
橋
梁
の
維
持
管
理

I
本
州
四
国
連
絡
橋
-

Q
新
潟
バ
イ
パ
ス
一
四
万
台
の
道
路
管
理

Q
J
H
の
ハ
イ
ウ
ェ
イ
ガ
イ
ド
に
つ
い
て

U
S
A
･
P
A
に
お
け
る
清
掃
及
び
ご
み
対
策

U
高
速
道
路
サ
!
ビ
ス
施
設
に
お
け
る
衛
生
管
理

平
成
一
三
年
度
社
会
実
験
結
果
取
り
ま
と
め

-

U
道
路
行
政
の
方
向
と
社
会
実
験

じ
市
民
参
加
型
交
通
安
全
対
策
の
実
現
に
向
け
た

社
会
実
験

U
自
転
車
走
行
空
間
創
出
の
た
め
の
路
上
荷
捌
き

の
路
外
転
換
実
験

U
九
谷
胸
芸
の
町
･
サ
ン
ロ
ー
ド
を
活
用
し
た
市

街
地
再
生
実
験

U
世
界
遺
産
･
白
川
郷
交
通
社
会
実
験

U
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
向
け
た
ト
ラ
ン
ジ
ッ

ト
モ
ー
ル
等
社
会
実
験

〕
平
成
一
五
年
度
社
会
実
験
実
施
地
域
の
公
募
に
つ
い
て

総
合
政
策
局
政
策
課
一C

0
一群
W
杯
対
策
室
主
査

総
合
政
策
局
事
業

総
括
調
整
官
室
係
長

道
路
局
I
T
S
推
進
室

道
路
局
路
政
課
道
路
利
用
調
整
室

大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
課

ロ
本
道
路
公
団
交
通
管
理
課

首
都
高
速
道
路
公
団
企
画
調
整
室

首
都
高
速
道
路
公
団
保
全
技
術
課

阪
神
高
速
道
路
公
団
交
通
管
制
課

本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
橋
梁
保
全
課

北
陸
地
方
整
備
局
新
潟
国
道
工
事
事
務
所

日
本
道
路
公
団
広
報
･サ
ー
ビ
ス
室

側
道
路
サ
ー
ビ
ス
機
構
環
境
整
備
課

側
道
路
サ
ー
ビ
ス
機
構
営
業
計
画
課

道
路
局
地
方
道
･環
境
課
地
域
道
路
調
整
室

鎌
ヶ
谷
市
土
木
部
管
理
課

東
京
都
練
馬
区
土
木
部
建
設
課

石
川
県
寺
井
町

企
画
広
報
課
長

中
部
地
方
整
備
局
高
山

国
道
工
事
事
務
所
長

中
川

和
信

吉
木

務

河
野
琢
次
郎

14
年
5
月
号
(第
範
号
)
4
頁

田
阪

昭
彦

14
年
5
月
号
(第
騰
号
)
8
頁

14
年
5
月
号
(第
蟠
号
)
=
頁

14
年
5
月
号
(第
146
号
)
"
頁

=
年
5
月
号
(第
146
号
)
鷁
頁

国
年
6
月
号
(第
断
号
)
3
頁

14
年
6
月
号
(第
147
号
)
9
頁

国
年
6
月
号
(第
期
号
)
=
頁

14
年
6
月
号
(第
断
号
)
“
頁

14
年
6
月
号
(第
147
号
)
れ
頁

M
年
6
月
号
(第
147
号
)
"
頁

降
年
6
月
号
(第
147
号
)
笠
頁

=
年
6
月
号
(第
147
号
)
お
頁

6
年
2
月
号
(第
野
方
)
"
頁

=
年
7
月
号
(第
絹
号
)
3
頁

14
年
7
月
号
(第
離
号
)
7
頁

国
年
7
月
号
(第
148
号
)
口
頁

=
年
7
月
号
(第
廓
号
)
認
頁

14
年
7
月
号
(第
螂
号
)
第
頁

14
年
7
月
号
(第
鰓
号
)
引
頁

15
年
3
月
号
(第
156
号
)
宝
頁

-道
路
の
防
災
対
策
-

○
道
路
の
防
災
対
策

道
路
局
企
画
課
道
路
防
災
対
策
室

高
知
県
土
木
部
道
路
課

静
岡
県
土
木
部
道
路
総
茎
道
路
保
全
室

静
岡
県
土
木
部
道
路
総
室
県
市
町
村
道
室

北
陸
地
方
整
備
局
長
間
国
道
工
事
事
務
所

道
路
局
路
政
課

柳
井
市
都
市
計
画
課

京
都
市
都
市
企
画
部
交
通
政
策
課

金
沢
市
土
木
部
用
水
･み
ち
筋
整
備
課

近
畿
地
方
整
備
局
奈
良
国
道
事
務
所

全
国
｢道
の
駅
｣
連
絡

鉄皹繊燭浸タ避難離
武
藤

和
…安
【

J
H
日
本
道
路
公
団

14
年
8
月
号
(第
哨
号
)
4
頁

14
年
8
月
号
(第
贈
号
)
ゆ
頁

M
年
8
月
号
(第
鞘
号
)
は
頁

14
年
8
月
号
(第
贈
号
)
"
頁

14
年
8
月
号
(第
贈
号
)
幻
頁

14
年
8
月
号
(第
149
号
)
“
頁

=
年
=
月
号
(第
152
号
)
4
頁

14
年
u
月
号
(第
駝
号
)
6
頁

14
年
11
月
号
(第
娩
号
)
=
頁

=
年
11
月
号
(第
駝
号
)
=
頁

14
年
=
月
号
(第
艘
号
)
“
頁

14
年
11
月
号
(第
腹
号
)
盤
頁

M
年
=
月
号
(第
152
号
)
笠
頁

14
年
12
月
号
(第
朋
号
)
3
頁

M
年
12
月
号
(第
鵬
号
)
7
頁

14
年
腹
月
号
(第
賦
号
)
乾
頁

14
年
陰
月
号
(第
鵬
号
)
"
頁

=
年
12
月
号
(第
題
号
)
"
頁

け
年
ー
月
号
(第
154
号
)
3
頁

=
年
ー
月
号
(第
154
号
)
8
頁

福
井
市
都
市
政
策
部
都
市
整
備
推
進
室

道
路
局
地
方
道
･環
境
課
地
域
道
路
調
整
室

O
G
I
S
に
よ
る
情
報
基
盤
整
備
と
道
路
防
災
対

策
へ
の
活
用

○
異
常
気
象
時
に
お
け
る
道
路
網
の
確
保

○
静
岡
県
の
道
路
施
設
に
お
け
る
震
災
対
策
事
業

○
市
町
村
が
管
理
す
る
束
名
高
速
道
路
こ
道
橋
の

地
震
対
策

○
安
全
で
活
力
あ
る
豪
雪
地
を
支
え
る
冬
期
道
路

管
理
に
つ
い
て

一観
光
振
興
と
道
路
行
政
一

〇
観
光
振
興
と
道
路
行
政

○
ま
ち
づ
く
り
支
援
街
路
事
業

(白
壁
の
ま
ち
づ

く
り
)
に
つ
い
て

○
総
合
交
通
政
策
推
進
の
た
め
の
嵐
山
交
通
社
会

実
験
に
つ
い
て

○
伝
統
的
景
観
を
活
か
し
た
道
路
修
景
整
備
と
中

心
市
街
地
活
性
化

○
飛
鳥
地
域
に
お
け
る
歩
行
者

･
自
転
車
ナ
ビ
ゲ

!
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て

○

｢道
の
駅
｣
に
お
け
る
情
報

･
特
産
品
の
提
供

0
ス
ー
パ
ー
割
引
ハ
イ
ウ
ェ
イ
チ
ケ
ッ
ト
に
つ
い
て

｢ま
ち
づ
く
り
と
自
転
車

~
安
全
快
適
な
自
転
車
走
行
空
間
の
実
現
を
目
指
し
て
~

-

○
21
世
紀
の
自
転
車
利
用
環
境
の
実
現
を
目
指
し
て

○

｢自
然

･
川
と
ふ
れ
あ
い
、
ア
ー
ト

(芸
術
)

を
楽
し
む
｣
ま
ち
づ
く
り

○
ひ
と
.

ル
タ
ウ
ンま
ち
･
環
境
に
や
さ
し
い
!
!
'サ
イ
ク

ン

し
ず
お
か

0
楽
し
く
安
全
に
自
転
車
で
出
か
け
た
い
佐
賀
市

○
自
転
車
交
通
に
関
連
す
る
最
近
の
研
究
事
例

一久
の
道
路
管
理
一

〇
こ
れ
か
ら
の
冬
期
道
路
交
通
確
保
の
あ
り
方

○

｢札
幌
市
雪
対
策
基
本
計
画
｣
~
今
後
の
雪
対

策
の
進
め
方
に
つ
い
て

道
路
局
地
方
道
･環
境
課

取
手
市
企
画
調
整
課

静
岡
市
都
市
整
備
部
交
通
政
策
課

佐
賀
市
建
設
部
道
路
課

国
土
技
術
政
策
総
合
研
究
所
道
路
研
究
室

道
路
局
企
画
課
道
路
防
災
対
策
室

札
幌
市
建
設
局
管
理
部
雪
対
策
室
計
画
課



v
青
森
市
に
お
け
る
冬
期
バ
リ
ア
フ
リ
1
計
画
と

青
森
県
県
土
整
備
部
道
路
課

15
年
1
月
号
(第
賦
号
)
B
頁

冬
期
歩
行
者
空
間
の
確
保
に
つ
い
て

〕
仙
台
市
内
の
直
轄
国
道
に
お
け
る
冬
期
道
路
管

東
北
地
方
整
備
局
仙
台
国
道
工
事
事
務
所

邸
年
1
月
号
(第
154
号
)
“
頁

理
に
つ
い
て

U
I
T
を
活
用
し
た
冬
期
道
路
管
理
に
つ
い
て

中
部
地
方
整
備
局
高
山
国
道
工
事
事
務
所

拶
年
1
月
号
(第
開
号
)
24
頁

都
市
再
生
と
道
路
事
業
-

U
都
市
再
生
と
道
路
事
業

道
路
局
企
画
課
道
路
経
済
調
査
室

15
年
3
月
号
(第
騎
号
)
4
頁

U
都
市
再
生
本
部
の
動
き
に
つ
い
て

内
閣
官
房
都
市
再
生
本
部
事
務
局

15
年
3
月
号
(第
範
号
)
7
頁

U
北
九
州
市
の
T
D
M
施
策
の
取
組
み

北
九
州
市
建
築
都
市
局
計
画
部
部
裏
金
政
策
課

15
年
3
月
号
(第
騰
号
)
⑥
頁

U
、
都
市
交
通
の
円
滑
化
.
市
街
地
の
活
性
化
を

都
市
･地
域
整
備
局
街
路
課

15
年
3
月
号
(第
鮖
号
)
□
頁

目
指
し
て
、

連
続
立
体
交
差
事
業
の
推
進

U
新
宿
駅
南
ロ
地
区
基
盤
整
備
事
業
か
ら
は
じ
ま

朝群…艶鷁
型鞏脅灘腸
液
浪

慎
一

は
年
3
月
号
館
鱗
号
)
刻
頁

る
都
市
再
生

事

業

対

策

官

U
都
市
交
通
に
お
け
る
カ
ー
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
の
位

国
土
技
術
政
策
総
合
研
究
所
道
路
研
究
室

15
年
3
月
号
(第
156
号
)
"
頁

置
づ
け
と
意
義

社
会
資
本
整
備
審
議
会

U
｢今
後
の
道
路
政
策
の
あ
り
方
｣
の
検
討
状
況

に
つ
い
て
(そ
の
1
)
~
社
会
資
本
整
備
審
議
会

道
路
局
企
画
課
道
路
経
済
調
査
室

“
年
5
月
号
(第
146
号
)
“
頁

道
路
分
科
会
基
本
政
策
部
会
に
お
け
る
議
論
~

U

｢今
後
の
道
路
政
策
の
あ
り
方
｣
の
検
討
状

道
路
局
企
画
課
道
路
経
済
調
査
室

=
年
6
月
号
(第
断
号
)
“
頁

況
に
つ
い
て

(そ
の
2
)

じ
社
会
資
本
整
備
審
議
会
道
路
分
科
会
中
間
答
申

14
年
9
月
号
(第
蹴
号
)
"
頁

今
、
転
換
の
と
き

~
よ
り
よ
い
暮
ら
し
･
経

道
路
局
企
画
課
道
路
経
済
調
査
室

済
･
環
境
の
た
め
に
~

道
路
関
係
四
公
団
民
営
化
推
進
委
員
会
一

Q
道
路
関
係
四
公
団
民
営
化
検
討
状
況
に
つ
い
て

道
路
局
路
政
課

=
年
8
月
号
(第
149
号
)
鶴
頁

じ
道
路
関
係
四
公
団
民
営
化
推
進
委
員
会

.
中

道
路
局
路
政
課

=
年
9
月
号
(第
150
号
)
即
頁

間
整
理
に
つ
い
て

Q
道
路
関
係
四
公
団
民
営
化
に
つ
い
て

道
路
局
路
放
課

拶
年
1
月
号
(第
叫
号
)
刃
頁

道
路
の
行
事
等

-

Q

｢道
路
ふ
れ
あ
い
月
間
｣
推
進
標
語
に
つ
い
て

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

14
年
7
月
号
(第
嬬
号
)
郊
頁

Q

｢道
の
日
｣
(八
月
一
〇
日
)
に
つ
い
て

道
路
局
総
務
課

14
年
7
月
号
菊
148
号
)
"
頁

Q

｢道
の
日
｣
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
2
0
0
2

国
年
9
月
号
(第
即
号
)
口
絵

Q
平
成
一
四
年
度

｢道
の
日
｣
中
央
行
事
報
告

道
路
局
総
務
課

14
年
9
月
号
(第
即
号
)
“
頁

○
平
成
…
四
年
度

｢道
路
ふ
れ
あ
い
月
間
｣
行
事
報
告

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

14
年
9
月
号
(第
即
号
)
%
頁

○
地
方
行
事
報
告

(東
日
本
)

14
年
9
月
号
(第
150
号
)
盤
頁

○
地
方
行
事
報
告

(西
日
本
)

国
年
ゅ
月
号
(第
蜆
号
)
粥
頁

o
第
一
六
回
石
川
の
夏
祭
り
.
歩
行
者
天
国

(道

北
陸
地
方
整
備
局
金
沢
国
道
工
事
事
務
所

=
年
u
月
号
(第
鰡
号
)
稀
頁

路
ま
つ
り
)

○
平
成
一
五
年
度

｢道
路
ふ
れ
あ
い
月
間
｣
推
進

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

15
年
3
月
号
(第
156
号
)
額
頁

標
語
募
集
し
ま
す

海
外
視
察
報
告

○
フ
ラ
ン
ス
の
有
料
道
路
制
度
に
関
す
る
調
査
を
終
え
て

道
路
局
路
政
課
課
長
補
佐
小
林

靖

H
年
5
月
号
(第
蜥
号
)
“
頁

○
中
国
の
道
路
事
情

道
路
局
蹄
政
課
課
長
補
佐
佐
々
木
正
彦

14
年
6
月
号
(第
147
号
)
褓
頁

○
欧
州
三
ヵ
国
の
道
路
事
情
調
査
に
参
加
し
て

道
路
局
国
道
課
課
長
補
佐
長
沼

佳
幸

国
年
12
月
号
(第
鵬
号
)
ゅ
頁

o
欧
州
の
海
外
調
査
に
参
ン加
し
て

雛聯覊繊毅蝦髓飴
佐
藤

唯
男

15
年
1
月
号
(第
捌
号
)
“
頁

一道
路
関
係
“訴
訟
一

〇
東
京
訴
訟

(第
一
次
)
第
一
審
判
決
に
つ
い
て

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

14
年
12
月
号
(第
鵬
号
)
雛
頁

○
震
災
遺
族
訴
訟
第

一
審
判
決
に
つ
い
て

阪
神
高
速
道
路
公
団
総
務
課

15
年
3
月
号
(第
156
号
)
斜
頁

　　
　
　

o
規
制
改
革
推
進
三
か
年
計
画

(改
定
)
の
閣
議

道
路
局
路
政
課

国
年
4
月
号
(第
145
号
)
粥
頁

決
定
に
つ
い
て

○
三
重
県
公
共
事
業
再
評
価
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て

三
重
県
県
土
整
備
部
公
共
事
業
推
進
課

14
年
4
月
号
(第
145
号
)
“
頁

o
臺
尿
都
心
に
ぉ
け
る
首
郡
崗
速
道
路
の
ぁ
り
方

鑓
路晩
稲
禰
路
饑
川
瀧

弘
之

=
年
5
月
号
(第
範
号
)
“
頁

委
員
会

-
提
言
-

鰊露語
譲
輻
鸚
那
須
井
幸
-

議
題
講
談糊
山
下

寛

○
最
近
の
道
路
占
用
を
巡
る
動
き
に
つ
い
て

道
路
局
路
政
課
道
路
利
用
調
整
室

国
年
5
月
号
(第
粥
号
)
範
頁

○
小
型
車
専
用
道
路
の
導
入
検
討
に
つ
い
て

道
路
局
企
画
課

14
年
7
月
号
(第
瑯
号
)
粥
頁

O
E
T
C
の
現
状
及
び
新
た
な
割
引
制
度
の
導
入

道
路
局
有
料
道
路
課

14
年
7
月
号
(第
融
号
)
貌
頁

に
つ
い
て

○
新
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
に
掲
げ
た
指
標
の
フ

道
路
局
企
画
課
道
路
経
済
調
査
室

14
年
7
月
号
(第
148
号
)
乾
頁

オ
ロ
ー
に
つ
い
て

0
ヒ
ー
ト
ァ
ィ
ラ
ン
ド
現
象
緩
和
に
挑
戦
す
る
舗
装
技
術

瞬輻
輳
嘴
槻
斯
阿
部

忠
行

=年
8
月
号
第
写
)
賛

○
カ
ー
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
の
普
及
に
向
け
て

C
E
V
シ
ェ
ァ
リ
ン
グ
㈱

高
山

光
正

14
年
8
月
号
(第
鱒
号
)
難
頁



0
平
成
三
一年
度
道
路
交
通
管
理
統
計
の
概
要

○
有
料
道
路
政
策
研
究
会

中
間
取
り
ま
と
め

当
面
の
有
料
道
路
政
策
の
あ
り
方
に
つ
い
て

○
道
路
環
境
ビ
ジ
ネ
ス
研
究
会
に
つ
い
て

○
道
路
管
理
用
光
フ
ァ
イ
バ
ー
の
民
間
事
業
者
等

に
よ
る
利
用
に
つ
い
て

0
I
s
o
1
4
0
0
1
認
証
取
得

~
人
と
自
然
に
や
さ
し
い
エ
リ
ア
創
り
ま
す
、

0
国
道
交
通
省
に
お
け
る
行
政
手
続
等
の
オ
ン
ラ

イ
ン
化
推
進
に
係
る
取
組
み

○
電
子
政
府
構
築
の
た
め
の
認
証
基
盤
の
整
備
に
つ
い
て

○
道
路
の
移
動
円
滑
化
整
備
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策

定
に
つ
い
て

○
地
方
分
権
改
革
推
進
会
議
最
終
報
告
の
概
要

事
務
･
事
業
の
在
り
方
に
関
す
る
意
見

○
熱
海
ビ
ー
チ
ラ
イ
ン
の
証
券
化
に
つ
い
て

○
道
路
交
通
安
全
対
策
の
さ
ら
な
る
推
進
に
つ
い
て

O
E
F
V

(環
境
に
や
さ
し
い
自
動
車
)
国
際
会
議

○
ホ
ー
ム
レ
ス
対
策

~
自
立
支
援
等
に
関
す
る

実
施
計
画
の
策
定
へ
の
流
れ
~
に
つ
い
て

○
平
成
一
五
年
通
常
国
会
提
出
法
案
(道
路
関
係
)

の
概
要

○
バ
ス
停
留
所
に
設
置
さ
れ
る
上
屋
に
対
す
る
広
告

物
の
添
加
に
係
る
道
路
占
用
の
取
扱
い
に
つ
い
て

道
路
法
令
関
係
Q
&
A

O
道
路
管
理
者
が
整
備
す
る
有
料
の
自
動
車
駐
車

場
の
料
金
に
つ
い
て

0
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
道
路
法

○
有
事
法
制
の
係
る
道
路
関
係
の
法
改
正
に
つ
い
て

0
路
上
駐
車
場
に
つ
い
て

Q
S
A

(サ
!
ビ
ス
エ
リ
ア
)
に
お
け
る
車
内
生

活
者
及
び
放
置
車
両
と
道
路
法

Q
道
路
管
理
の
瑕
疵
に
つ
い
て

Q
沿
道
規
制
と
道
路
法

U
路
線
の
重
複

じ
日
本
郵
政
公
社
に
伴
う
道
路
管
理
法
令
の
改
正

に
つ
い
て

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

道
路
局
有
料
道
路
課

岡
道
路
新
産
業
開
発
機
構

道
路
局
路
政
課
道
路
利
用
調
整
室

総
合
政
策
局
行
政
情
報
シ
ス
テ
ム
室

総
合
政
策
局
行
政
情
報
シ
ス
テ
ム
室

道
路
局
企
画
課

道
路
局
路
政
課

三
井
観
光
開
発
㈱

自
動
車
交
通
局
技
術
安
全
部
環
境
課

道
路
局
路
政
課

道
路
局
路
放
課

道
路
局
路
政
課
道
路
利
用
調
整
室

道
路
局
路
政
課

道
路
局
路
政
課

道
路
局
路
政
課

道
路
局
路
政
課

道
路
局
路
政
課

道
路
局
路
政
課

道
路
局
路
政
課

道
路
局
路
政
課

道
路
局
路
政
課

=
年
8
月
号
(第
149
号
)
"
頁

14
年
9
月
号
(第
即
号
)
M
頁

14
年
9
月
号
(第
即
号
)
鬚
頁

14
年
10
月
号
(第
馴
号
)
綿
頁

14
年
10
月
号
(第
馴
号
)
山
頁

14
年
ゅ
月
号
(第
烟
号
)
“
頁

15
年
ー
月
号
(第
胼
号
)
“
頁

14
年
11
月
号
(第
脱
号
)
粥
頁

14
年
棯
月
号
(第
鵬
号
)
範
頁

14
年
12
月
号
(第
鵬
号
)
躬
頁

=
年
1
月
号
(第
開
号
)
料
頁

15
年
2
月
号
(第
155
号
)
"
頁

15
年
2
月
号
(第
155
号
)
M
頁

は
年
3
月
号
(第
156
号
)
粥
頁

6
年
3
月
号
(第
協
号
)
綿
頁

14
年
4
月
号
(第
藺
号
)
裾
頁

14
年
5
月
号
(第
鮖
号
)
$
頁

14
年
6
月
号
(第
前
号
)
$
頁

=
年
7
月
号
(第
鰓
号
)
“
頁

14
年
8
月
号
(第
贈
号
)
$
頁

14
年
9
月
号
(第
150
号
)
"
頁

M
年
ゅ
月
号
(第
馴
号
)
拂
頁

M
年
11
月
号
(第
152
号
)
即
頁

=
年
棯
月
号
(第
153
号
)
“
頁

○
ホ
i
ム
レ
ス
自
立
支
援
法

○
不
法
埋
め
立
て
と
道
路
法

○
道
路
空
間
の
立
体
的
利
用
に
つ
い
て

一道
路
占
用
Q
&
A

一

〇
道
路
占
用
と
道
路
使
用

(そ
の
1
)

○
道
路
占
用
と
道
路
使
用

(そ
の
2
)

○
道
路
占
用
と
道
路
使
用

(そ
の
3
)

○
承
認
工
事
と
占
用
工
事

(そ
の
1
)

○
承
認
工
事
と
占
用
工
事

(そ
の
2
)

0
道
路
予
定
区
域
の
占
用

○
義
務
占
用
物
件
と
は

(そ
の
1
)

○
義
務
占
用
物
件
と
は

(そ
の
2
)

○
共
同
溝
と
は

○
電
線
共
同
溝
と
は

○
道
路
占
用
と
標
準
処
理
期
間

○
道
路
管
理
者
間
の
協
議

(そ
の
1
)

一訴
訟
事
例
紹
介
-

○
農
業
用
水
路
転
落
事
故
損
害
賠
償
請
求
事
件

○
加
須
市
道
自
動
車
冠
水
事
故
損
害
賠
償
請
求
事
件

○
国
道
一
五
三
号
凍
結
防
止
剤
ス
リ
ッ
プ
事
故
損

害
賠
償
請
求
事
件

○
福
島
県
道
工
事
中
バ
イ
ク
転
倒
事
件

○
石
川
県
道
車
両
転
落
事
故
損
害
賠
償
請
求
事
件

○
県
道
側
溝
歩
行
者
転
落
事
故
損
害
賠
償
請
求
事
件

0
府
道
歩
行
者
転
落
事
故
損
害
賠
償
請
求
事
件

○
大
阪
市
道
照
明
灯
著
作
権
侵
害
損
害
賠
償
請
求
事
件

道
路
局
路
政
課

道
路
局
路
政
課

道
路
局
路
政
課

道
路
局
路
政
課
道
路
利
用
調
整
室

道
路
局
路
放
課
道
路
利
用
調
整
室

道
路
局
路
政
課
道
路
利
用
調
整
室

道
路
局
路
政
課
道
路
利
用
調
整
室

道
路
局
路
放
課
道
路
利
用
調
整
室

道
路
局
路
政
課
道
路
利
用
調
整
室

道
路
局
路
政
課
道
路
利
用
調
整
室

道
路
局
路
放
課
道
路
利
用
調
整
室

道
路
局
路
政
課
道
路
利
用
調
整
室

道
路
局
路
政
課
道
路
利
用
調
整
室

道
路
局
路
放
課
道
路
利
用
調
整
室

道
路
局
路
政
課
道
路
利
用
調
整
室

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
訟
務
係

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
訟
務
係

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
訟
務
係

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
訟
務
係

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
談
務
係

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
訟
務
係

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
訟
務
係

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
訟
務
係

15
年
1
月
号
(第
開
号
)
“
頁

15
年
2
月
号
(第
155
号
)
泥
頁

=
年
3
月
号
(第
邸
号
)
$
頁

14
年
4
月
号
(第
145
号
)
引
責

国
年
5
月
号
(第
蟠
号
)
範
頁

14
年
6
月
号
(第
貯
号
)
$
頁

M
年
7
月
号
(第
148
号
)
“
頁

=
年
8
月
号
(第
約
号
)
"
頁

14
年
9
月
号
(第
150
号
)
=
頁

国
年
10
月
号
(第
馴
号
)
簿
頁

国
年
=
月
号
(第
駝
号
)
榴
頁

国
年
12
月
号
(第
鵬
号
)
立
頁

拶
年
1
月
号
(第
154
号
)
“
貫

け
年
2
月
号
(第
競
号
)
M
頁

15
年
3
月
号
(第
邸
号
)
$
頁

国
年
4
月
号
(第
145
号
)
$
頁

国
年
5
月
号
(第
粥
号
)
難
頁

国
年
6
月
号
(第
147
号
)
"
頁

M
年
7
月
号
(第
弼
号
)
“
頁

14
年
8
月
号
(第
蛸
号
)
“
貫

国
年
9
月
号
(第
即
号
)
“
頁

国
年
10
月
号
(第
馴
号
)
立
頁

14
年
=
月
号
(第
娩
号
)
“
頁



〕
大
竹
市
道
大
雨
車
両
浸
水
事
故
損
害
賠
償
請
求
事
件

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
訟
務
係

H
年
12
月
号
(第
鵬
号
)
=
頁

〕
横
浜
市
道
敷
地
二
重
譲
渡
損
害
賠
償
請
求
事
件

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
訟
務
係

15
年
1
月
号
(第
鵡
号
)
幻
頁

〕
京
都
市
歩
道
段
差
転
倒
事
故
損
害
賠
償
請
求
事
件

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
訟
務
係

15
年
2
月
号
(第
鮠
号
)
y
頁

〕
損
失
補
償
金
請
求
事
件

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
訟
務
係

15
年
3
月
号
(第
156
号
)
幻
頁

と
ん
び
の
広
場
-

〕
｢花
の
都

･
ち
ば
｣
千
葉
市
動
物
公
園

千
葉
県
車
曇
務
所

市
川

康
次

14
年
4
月
号
(第
145
号
)
"
頁

〕
木
曽
路

宿
場
め
ぐ
り

長
野
県
十塁
。事
務
所

浅
岡

龍
光

M
年
4
月
号
(第
粘
号
)
"
頁

〕
群
馬
は
温
泉
パ
ラ
ダ
イ
ス

群
馬
県
塞
R軍
務
所

三
川

達
也

14
年
5
月
号
(第
146
号
)
の
頁

〕
大
阪
で
今

行
っ
て
み
た
い
と
こ
ろ
と
い
え
ば

大
阪
市
十室
R事
務
所

遠
藤

幸
浩

=
年
5
月
号
(第
146
号
)
“
頁

〕
お
ん
ぼ
ら
っ
と
、
し
ま
っ
し

石
川
県
室
貝鴎
務
所

山
本

格

国
年
6
月
号
(第
府
号
)
"
頁

〕
よ
う
こ
そ

｢武
蔵
ワ
ー
ル
ド
｣
へ

岡
山
県
臺
冨事
務
所

樋
之
津
和
宏

14
年
6
月
号
(第
M
号
)
“
頁

U
大
阪
名
物
は
た
こ
焼
き
だ
け
や
お
ま
へ
ん
で

大
阪
府
室
Q事
務
所

中
田

憲
正

14
年
7
月
号
(第
鰓
号
)
“
頁

U
愛
媛
の
た
め
に
必
要
な
道
路
整
備

愛
媛
県
臺
R事
務
所

荻
山

英
樹

14
年
7
月
号
(第
硼
号
)
㈱
頁

U
｢第
三
の
黒
船
｣
伊
豆
縦
貫
自
動
車
道

静
岡
県
十室
臣事
務
所

三
沢

泰

“
年
8
月
号
(第
鞘
号
)
錠
頁

じ
東
京
を
、
少
し
お
休
み
し
ま
せ
ん
か
?

広
島
市
車
昂事
務
所

竹
内

重
喜

14
年
8
月
号
(第
鞘
号
)
“
頁

U
き
い
で
み
っ
か
あ

う
つ
く
し
ま

ふ
く
し
ま

福
島
県
空
。専
務
所

佐
藤

正
光

14
年
9
月
号
(第
150
号
)
範
頁

U
ア
ジ
ア
の
、
福
岡
あ
た
り
が
面
白
い

福
岡
県
十塁
R事
務
所

吉
瀬

幸
一

M
年
9
月
号
(第
即
号
)
“
頁

じ
潮
風
に
誘
わ
れ
て
秋
深
ま
る

｢未
来
都
市
｣
へ

横
浜
市
室
豆事
務
所

栗
原

敏
也

14
年
10
月
号
(第
題
号
)
“
頁

じ
あ
な
た
の
知
ら
な
い
愛
知

愛
知
県
十塁
嚼事
務
所

小
島

馨

M
年
m
月
号
(第
飼
号
)
簿
頁

じ
さ
い
た
ま
新
産
業
拠
点

(S
K
I
P
シ
テ
ィ
)

埼
玉
県
東
盲
事
務
所

築
地

良
和

14
年
=
月
号
(第
鰡
号
)
髭
頁

じ
島
根
へ

き
ん
さ
い

島
根
県
十塁
R事
務
所

天
津

芳
朗

日
年
=
月
号
(第
駝
号
)
冤
頁

じ
｢流
氷
の
民
｣
オ
ホ
ー
ツ
ク
人

北
海
道
室
R事
務
所

中
村

雅
彦

=
年
12
月
号
(第
153
号
)
範
頁

じ
屋
台
の
街
ふ
く
お
か

福
岡
市
十室
R事
務
所

川
崎

孝

=
年
12
月
号
(第
153
号
)
冤
頁

U
七
三
年
に
一
度
蘇
る
伝
統
の
祭
り
｢金
砂
大
田
楽
｣

茨
城
県
十塁
R事
務
所

角
田

浩
美

6
年
ー
月
号
(第
154
号
)
"
頁

じ
｢感
動
の
旅
｣
は
豊
の
国
お
お
い
た
へ

大
分
県
十塁
察事
務
所

渡
辺

武

は
年
1
月
号
(第
154
号
)
$
頁

○
宮
本
武
蔵
の
生
誕
の
地
は
｢播
磨
｣
か
｢美
作
｣
か

兵
庫
県
十塁
R事
務
所

村
上

武
雄

6
年
2
月
号
(第
鮠
号
)
"
頁

0
“祝
!
市
制
四
〇
周
年
“
不
惑
の
北
九
州
市
で
す

北
九
州
車
鬼
は重
務
所

吉
田

文
雄

15
年
2
月
号
(第
155
号
)
=
頁

○
い
い
お
湯
、
い
い
汗
、
健
康
の
も
と

東
京
都
建
設
局

上
田

典
文

=
年
3
月
号
(第
邸
号
)
“
頁

○
来
ま
い
｢さ
ぬ
き
｣
へ
、
食
べ
ま
い
｢さ
ぬ
き
う
ど
ん
｣

香
川
県
十塁
R重
‐務
所

植
村

康
成

=
年
3
月
号
(第
騰
号
)
“
頁

一連
載

懲
棄
験
一

〇
環
境
に
や
さ
し
い
観
光
都
市

奈
良

近
畿
地
方
整
備
局
奈
良
国
道
工
鶚
尹務
所

14
年
4
月
号
(第
145
号
)
"
頁

○
海
老
名
エ
コ
.
パ
ー
ク
ア
ン
ド
ラ
イ
ド
社
会
実
験

神
奈
川
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課

=
年
6
月
号
(第
館
号
)
“
頁

。
.
分
葬

“
-
“
-
委

“
雲

.
)
“
市

警
灘
灘
蹴
山下
尚

M缶
目
方
(第
嬰
蒋

頁

内
巡
回
バ
ス
社
会
実
験

○
観
光
都
市
函
館

円
滑
な
交
通
を
め
ざ
す
社
会

函
館
市
都
市
建
設
部
都
市
計
画
課

14
年
=
月
号
(第
駝
号
)
=
頁

実
験

○
福
祉
.介
護
活
動
を
支
援
す
る
道
路
整
備
の
社
会
実
験

宇
都
宮
市
道
路
建
設
課

青
柳

明
年

14
年
棯
月
号
(第
鵡
号
)
“
頁

o
北
海
道
小
構
市
に
お
け
る
｢冬
期
道
路
環
境
改

北
海
道
開
発
局
小
樽
開
発
建
設
部
道
路
課

け
年
}
月
号
(第
154
号
)
難
頁

善
社
会
実
験
｣
に
つ
い
て

○
渋
谷
社
会
実
験

室
泉
部
都
市
計
画
局
交
通
企
画
課

15
年
2
月
号
(第
朋
号
)
“
頁

-
繁
華
街
の
道
路
混
雑
解
消
に
向
け
て
~

○

｢湘
南
地
域
で
の
共
同
利
用
,
相
乗
り
型
自
動

藤
沢
市
計
画
建
築
部
都
市
計
画
課

=
年
3
月
号
(第
156
号
)
“
頁

車
交
通
社
会
実
験
｣
に
つ
い
て

-道
路
の
整
備
に
関
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
.

○
岩
手
県
の

｢道
路
整
備
に
関
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
｣

岩
手
県
県
土
整
備
部
道
路
建
設

H
年
5
月
号
(第
粥
号
)
“
頁

○
新
潟
県
の

｢道
路
整
備
に
関
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
｣

新
潟
県
土
木
部
道
路
建
設
課

14
年
8
月
号
(第
鞘
号
)
“
頁

○
長
崎
県
の

｢道
路
整
備
に
関
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
｣

長
崎
県
土
木
部
道
路
建
設
課

14
年
口
月
号
(第
鵬
号
)
①
頁

-シ
リ
ー
ズ
｢道
の
駅
｣
-

0
夕
陽
ロ
マ
ン
と
情
報
の
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
(島
根
県
)
輻
み
パ
ー
ク
浜
禮

日
野
原
階
士

同
年
4
月
号
第
鱒
号
)
稀
頁

o
三
つ
の
駅
を
核
に
、
地
域
づ
く
り
を
進
め
て
い

町
。
ぷ
く
処
横
肥

里m

利
彦

14
年
5
月
号
第
蟠
号
)
"
頁

る
天
竜
市

(静
岡
県
)




